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第
八
章

子
曰
、
不
憤
不
啟
、
不
悱
不
發
、
舉
一
隅
不
以
三
隅
反
、
則
不
復
也
。

（
「
憤
」
と
は
、
心
の
中
で
は
既
に
部
分
的
に
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
信
じ

る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
悱
」
と
は
、
心
の
中
で
分

か
っ
て
い
る
こ
と
を
口
で
言
お
う
と
し
た
も
の
の
、
ま
だ
言
え
る
ま
で
に
至
っ
て

い
な
い
、
と
い
う
様
子
で
あ
る
。
「
啓
」
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
心
の
中
で
持
っ

て
い
る
意
志
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
発
」
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
言
葉

を
、
そ
の
心
の
中
で
持
っ
て
い
る
意
志
を
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
反
」
は
、
こ
こ
で
は
、
類
推
す
る
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
「
憤
」

し
な
け
れ
ば
「
啓
」
せ
ず
、
「
悱
」
し
な
け
れ
ば
「
発
」
し
な
い
。
四
角
の
物
に

つ
い
て
、
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話
せ
ば
、
ほ
か
の
三
つ
の
角
の
こ
と
に
つ
い
て

は
類
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
ほ
か
の
三
つ
の

角
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話
し
た
そ
の
話
し

を
理
解
し
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
で
あ
っ
て
、
再

び
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話
し
て
も
意
味
が
な
い
の
だ
か
ら
、
再
び
挙
げ
て
話
す

こ
と
を
し
な
い
。
」

（
「
一
隅
を
挙
ぐ
る
に
三
隅
を
以
て
反
す
」
は
、
つ
ま
り
「
往
を
告
げ
て
来
を
知
る
」

の
意
で
あ
り
、
即
ち
、
既
に
教
わ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
し
て
ま
だ
教
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
ま
で
も
知
る
、
と
い
う
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
憤
」
は
、「
房
」「
粉
」
の
反
。
「
悱
」
は
、「
芳
」「
匪
」
の
反
。
「
復
」
は
、「
扶
」「
又
」
の
反
。

「
憤
と
は
、
心
通
ず
る
を
求
め
て
未
だ
之
を
得
ざ
る
の
意
。
悱
と
は
、
口
言
は
ん
と
欲
し
て

未
だ
之
を
能
は
ざ
る
の
貌
。
」
（
「
悱
、
非
是
全
不
曉
底
、
也
曉
得
三
五
分
、
只
是
說
不
出
。
」
「
學

者
至
憤
悱
時
、
其
心
已
略
略
通
流
。
但
心
已
喻
而
未
甚
信
、
口
欲
言
而
未
能
達
、
故
聖
人
於

此
啟
發
之
。
」
「
問
、
憤
悱
。
曰
、
此
雖
聖
人
教
人
之
語
、
然
亦
學
者
用
力
處
」
、
つ
ま
り
、「
憤
」

と
は
、
心
の
中
で
は
既
に
部
分
的
に
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
信
じ
る
ま
で
に
至
っ
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
「
悱
」
と
は
、
心
の
中
で
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
口
で
言
お
う
と

し
た
も
の
の
、
ま
だ
言
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
様
子
。
「
憤
悱
」
は
、
学
び

に
不
足
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
学
ぶ
者
の
こ
の
不
足
の
克
服
に
努
力
す
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
る
。
）
「
啓
は
、
其
の
意
を
開
く
を
謂
ふ
。
発
は
、
其
の
辞
を
達
す
る
を
謂
ふ
。
」

（
「
「
起
予
」
之
義
者
、
謂
孔
子
言
繪
事
後
素
之
時
、
未
思
量
到
禮
後
乎
處
、
而
子
夏
首
以
為
言
、

正
所
以
啟
發
夫
子
之
意
。
非
謂
夫
子
不
能
、
而
子
夏
能
之
以
教
夫
子
也
。
」
『
論
語
集
注
』
八
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（3）

る
の
で
あ
り
、
「
工
夫
」
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
学
ぶ
者
の
努
力
し
励
む
こ
と
）
は
皆
、
多

く
の
思
慮
が
す
っ
か
り
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
）
「
其
の
憤
悱
を
待
ち
て
後
に
発

す
れ
ば
、
則
ち
沛
然
た
り
。
」
（
「
或
問
、
程
子
曰
、
待
憤
悱
而
後
發
、
則
沛
然
矣
。
如
何
是

沛
然
底
意
思
。
曰
、
此
正
所
謂
時
雨
之
化
。
譬
如
種
植
之
物
、
人
力
隨
分
已
加
、
但
正
当
那

時
節
欲
發
生
未
發
生
之
際
、
却
欠
了
些
子
雨
。
忽
然
得
這
些
子
雨
来
、
生
意
豈
可
禦
也
。
」「
問
、

「
舜
聞
善
言
、
見
善
行
、
若
決
江
河
、
沛
然
莫
能
禦
。
」
其
未
有
所
聞
見
時
、
氣
象
如
何
。
曰
、

湛
然
而
已
。
其
理
充
塞
具
備
、
一
有
所
觸
、
便
沛
然
而
不
可
禦
。
」
『
孟
子
集
注
』
尽
心
上
「
孟

子
曰
、
舜
之
居
深
山
之
中
、
與
木
石
居
、
與
鹿
豕
遊
、
其
所
以
異
於
深
山
之
野
人
者
幾
希
。

及
其
聞
一
善
言
、
見
一
善
行
、
若
決
江
河
、
沛
然
莫
之
能
禦
也
。
」
朱
子
注
「
蓋
聖
人
之
心
、

至
虛
至
明
、
渾
然
之
中
、
萬
理
畢
具
。
一
有
感
觸
、
則
其
應
甚
速
、
而
無
所
不
通
。
非
孟
子

造
道
之
深
、
不
能
形
容
至
此
也
」
、
つ
ま
り
、「
憤
悱
」
を
待
っ
て
そ
れ
か
ら
「
啓
発
」
す
れ
ば
、

思
慮
が
一
気
に
完
全
に
す
っ
か
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
恰
も
、
穀
物
を
栽
培
す
る

場
合
の
、
栽
培
に
随
分
力
を
注
い
で
、
穀
物
が
芽
生
え
よ
う
と
し
て
ま
だ
芽
生
え
ず
、
芽
生

え
を
促
す
雨
を
待
っ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
、
突
然
雨
が
降
っ
て
き
た
な
ら
ば
、「
生

意
」
（
つ
ま
り
芽
生
え
る
こ
と
）
を
ど
う
し
て
抑
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。
）
」

憤
、
房
粉
反
。
悱
、
芳
匪
反
。
復
、
扶
又
反
。
○
憤
者
、
心
求
通
而
未
得
之
意
。
悱
者
、

口
欲
言
而
未
能
之
貌
。
啟
、
謂
開
其
意
。
發
、
謂
達
其
辭
。
物
之
有
四
隅
者
、
舉
一
可
知
其

三
。
反
者
、
還
以
相
證
之
義
。
復
、
再
告
也
。
上
章
已
言
聖
人
誨
人
不
倦
之
意
、
因
并
記
此
、

欲
學
者
勉
於
用
力
、
以
為
受
教
之
地
也
。
○
程
子
曰
、
憤
悱
、
誠
意
之
見
於
色
辭
者
也
。
待

其
誠
至
而
後
告
之
。
既
告
之
、
又
必
待
其
自
得
、
乃
復
告
爾
。
又
曰
、
不
待
憤
悱
而
發
、
則

知
之
不
能
堅
固
。
待
其
憤
悱
而
後
發
、
則
沛
然
矣
。

第
九
章

子
食
於
有
喪
者
之
側
、
未
嘗
飽
也
。
子
於
是
日
哭
、
則
不
歌
。

孔
子
は
、
他
人
の
葬
式
に
参
加
す
る
度
に
そ
こ
の
人
々
の
極
度
な
哀
し
い
様
子
に

感
動
さ
れ
て
横
に
い
る
自
分
も
ま
す
ま
す
哀
し
く
な
っ
て
、
食
べ
物
が
嚥
下
で
き

ず
食
が
十
分
に
取
れ
た
こ
と
は
一
回
も
な
か
っ
た
。
孔
子
は
、
他
人
の
喪
を
弔
っ

て
泣
い
た
そ
の
日
に
は
、
哀
傷
の
余
韻
が
残
っ
て
い
て
、
歌
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
。

（
つ
ま
り
、
孔
子
の
心
情
（
「
情
」
）
は
、
「
情
」
は
「
性
」
（
「
仁
義
礼
智
の
理
」
）

が
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
「
理
」
そ
の
も
の
と
も
言
え
て
正
し

い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
喪
に
臨
み
て
哀
し
み
、
甘
し
と
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
」
（
「
問
、
食
於
有
喪
之
側
而

未
嘗
飽
、
亦
以
其
哀
傷
之
極
、
足
以
感
動
人
心
、
自
不
能
飽
也
。
曰
、
哀
、
是
哀
死
者
、
不

干
生
人
事
。
所
謂
「
哭
死
而
哀
、
非
為
生
者
也
」
。
若
喪
家
極
哀
、
又
能
使
人
愈
哀
耳
。
又

有
喪
家
人
全
不
以
死
者
為
念
、
視
之
若
無
、
反
使
人
為
之
悲
哀
者
。
」
「
「
子
食
於
有
喪
之
側
、

未
嘗
飽
也
」
、
有
食
不
下
咽
之
意
」
、
つ
ま
り
、
他
人
の
葬
式
に
参
加
す
る
度
に
そ
の
人
々
の

極
度
な
哀
し
い
様
子
に
感
動
さ
れ
て
自
分
も
ま
す
ま
す
哀
し
く
な
っ
て
、
食
べ
物
が
嚥
下
で

き
ず
食
が
十
分
に
取
れ
た
こ
と
は
一
回
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。「
喪
に
臨
み
て
哀
し
む
」

（2）

佾
「
子
曰
、
起
予
者
商
也
。
始
可
與
言
詩
已
矣
。
」
朱
子
注
「
起
、
猶
發
也
。
起
予
、
言
能

起
發
我
之
志
意
。
…
。
孔
子
曰
「
繪
事
後
素
」
、
而
子
夏
曰
「
禮
後
乎
」
、
可
謂
能
繼
其
志
矣
。

非
得
之
言
意
之
表
者
能
之
乎
。
」『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
「
子
曰
、
辭
達
而
已
矣
。
」
朱
子
注
「
辭
、

取
達
意
而
止
、
不
以
富
麗
為
工
」
、
つ
ま
り
、
「
意
」
は
、
こ
こ
で
は
、
心
の
中
で
持
っ
て
い

る
意
志
の
こ
と
で
あ
り
、
「
辞
」
は
、
こ
こ
で
は
、
心
の
中
で
持
っ
て
い
る
意
志
を
表
す
言

葉
の
こ
と
で
あ
る
。「
啓
」
は
そ
の
心
の
中
で
持
っ
て
い
る
意
志
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

「
発
」
は
そ
の
言
葉
を
、
そ
の
心
の
中
で
持
っ
て
い
る
意
志
を
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
）
「
物
の
四
隅
有
る
者
は
、
一
を
挙
ぐ
れ
ば
其
の
三
を
知
る
可
し
。
反
は
、
還
り

て
以
て
相
ひ
證
す
る
の
義
。
」
（
「
若
「
不
悱
不
發
」
、
是
以
此
而
發
彼
也
。
」
「
如
舉
一
隅
、
以

四
角
言
。
這
桌
子
舉
起
一
角
、
便
有
三
角
在
。
」「
挙
一
隅
以
三
隅
反
、
只
是
告
往
知
来
否
。
曰
、

只
是
。
凡
方
者
、
一
物
皆
有
四
隅
。
」
「
凡
物
有
四
隅
、
舉
一
隅
、
則
其
三
隅
之
理
可
推
。
」
『
論

語
集
注
』
学
而
「
子
曰
、
賜
也
、
始
可
與
言
詩
已
矣
。
告
諸
往
而
知
來
者
。
」
朱
子
注
「
往
者
、

其
所
已
言
者
。
來
者
、
其
所
未
言
者
」
、
つ
ま
り
、
四
角
の
物
に
つ
い
て
、
一
角
の
こ
と
を

挙
げ
て
話
せ
ば
、
ほ
か
の
三
つ
の
角
の
こ
と
に
つ
い
て
は
類
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
。
「
反
」
は
、
こ
こ
で
は
、
類
推
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
一
を
挙
ぐ
れ
ば
其
の
三

を
知
る
可
し
」
は
即
ち
、
既
に
教
わ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
し
て
ま
だ
教
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

ま
で
も
知
る
、
と
い
う
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
（
「
告
諸
往
而
知
來
者
」
）
。
）「
復
は
、
再
告
な
り
。
」

（
「
若
不
能
以
三
隅
反
、
則
於
這
一
隅
、
亦
恐
未
必
理
會
得
在
。
」
「
憤
悱
是
去
理
會
底
。
若
不

待
憤
悱
而
啟
發
之
、
不
以
三
隅
反
而
復
之
、
則
彼
不
惟
不
理
會
得
、
且
聽
得
亦
未
將
做
事
。
」

「
舉
一
隅
、
其
餘
三
隅
須
是
學
者
自
去
理
會
。
舉
一
隅
而
不
能
以
三
隅
反
、
是
不
能
自
用
其

力
者
、
孔
子
所
以
不
再
舉
也
」
、
つ
ま
り
、
再
び
挙
げ
て
話
す
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
こ

と
。
四
角
の
物
に
つ
い
て
、
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話
せ
ば
、
ほ
か
の
三
つ
の
角
の
こ
と
に

つ
い
て
は
類
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
ほ
か
の
三
つ
の
角

の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話
し
た
そ
の
話
し
を
理
解
し

て
い
な
い
か
、
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
で
あ
っ
て
、
再
び
一
角
の
こ
と
を
挙
げ
て
話

し
て
も
意
味
が
な
い
の
だ
か
ら
、
再
び
挙
げ
て
話
す
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

前
章
（
本
篇
の
第
七
章
）
で
は
既
に
孔
子
が
「
人
を
誨
へ
て
倦
ま
ず
」
（
本
篇
の
第
二
章
の

語
）
の
意
味
（
つ
ま
り
、
教
え
を
求
め
に
来
る
者
に
は
教
え
る
こ
と
を
断
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
）
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
章
を
合
わ
せ
て
記
し
て
、
学
ぶ
者
が

（
学
び
に
）
努
力
し
励
ん
で
、
「
教
へ
を
受
く
る
の
地
」
（
「
此
雖
聖
人
教
人
之
語
、
然
亦
學
者

用
力
處
」
、
つ
ま
り
、
聖
人
の
人
に
教
え
る
そ
の
言
葉
は
、
学
ぶ
者
の
力
を
注
ぐ
と
こ
ろ
の

も
の
）
と
思
う
こ
と
、
こ
れ
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
「
憤

悱
」
は
、
誠
意
が
顔
色
や
言
葉
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
其
の
誠
が
至
る
を
待
ち
て
後
に

之
を
告
ぐ
。
」
（
「
問
、
伊
川
謂
「
必
待
誠
至
而
後
告
之
。
」
曰
、
憤
悱
、
便
是
誠
意
到
。
不
憤
悱
、

便
是
誠
不
到
」
、
つ
ま
り
、
そ
の
誠
意
が
現
れ
る
の
を
待
っ
て
そ
れ
か
ら
「
啓
発
」
を
す
る
、

と
い
う
こ
と
。
「
憤
悱
」
は
つ
ま
り
、
誠
意
が
既
に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
）
既
に
「
啓
発
」

し
た
後
、
ま
た
必
ず
そ
れ
自
身
が
会
得
す
る
の
を
待
っ
て
、
そ
れ
か
ら
再
び
「
啓
発
」
す
る

の
で
あ
る
。
」
ま
た
言
っ
た
。
「
「
憤
悱
を
待
た
ず
し
て
発
す
れ
ば
、
則
ち
知
る
の
堅
固
な
る

こ
と
能
は
ず
」
（
「
聖
人
云
「
不
憤
不
啟
、
不
悱
不
發
。
舉
一
隅
不
以
三
隅
反
、
則
不
復
也
。
」

須
是
教
他
疑
三
朝
五
日
了
、
方
始
與
說
他
、
便
通
透
。
更
與
從
前
所
疑
慮
、
也
會
因
此
觸
發
、

工
夫
都
在
許
多
思
慮
不
透
處
。
而
今
却
是
看
見
成
解
底
、
都
無
疑
了
」
、
つ
ま
り
、
「
憤
悱
」

を
待
た
ず
に
「
啓
発
」
す
れ
ば
、
知
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と

い
う
こ
と
。
四
、
五
日
考
え
さ
せ
た
後
に
、
「
啓
発
」
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
思
慮
が
す
っ
か
り

す
る
こ
と
に
な
り
、
以
前
に
思
慮
が
す
っ
か
り
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
、
こ
れ
に
感
触
さ
れ
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（3）

る
の
で
あ
り
、
「
工
夫
」
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
学
ぶ
者
の
努
力
し
励
む
こ
と
）
は
皆
、
多

く
の
思
慮
が
す
っ
か
り
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
）
「
其
の
憤
悱
を
待
ち
て
後
に
発

す
れ
ば
、
則
ち
沛
然
た
り
。
」
（
「
或
問
、
程
子
曰
、
待
憤
悱
而
後
發
、
則
沛
然
矣
。
如
何
是

沛
然
底
意
思
。
曰
、
此
正
所
謂
時
雨
之
化
。
譬
如
種
植
之
物
、
人
力
隨
分
已
加
、
但
正
当
那

時
節
欲
發
生
未
發
生
之
際
、
却
欠
了
些
子
雨
。
忽
然
得
這
些
子
雨
来
、
生
意
豈
可
禦
也
。
」「
問
、

「
舜
聞
善
言
、
見
善
行
、
若
決
江
河
、
沛
然
莫
能
禦
。
」
其
未
有
所
聞
見
時
、
氣
象
如
何
。
曰
、

湛
然
而
已
。
其
理
充
塞
具
備
、
一
有
所
觸
、
便
沛
然
而
不
可
禦
。
」
『
孟
子
集
注
』
尽
心
上
「
孟

子
曰
、
舜
之
居
深
山
之
中
、
與
木
石
居
、
與
鹿
豕
遊
、
其
所
以
異
於
深
山
之
野
人
者
幾
希
。

及
其
聞
一
善
言
、
見
一
善
行
、
若
決
江
河
、
沛
然
莫
之
能
禦
也
。
」
朱
子
注
「
蓋
聖
人
之
心
、

至
虛
至
明
、
渾
然
之
中
、
萬
理
畢
具
。
一
有
感
觸
、
則
其
應
甚
速
、
而
無
所
不
通
。
非
孟
子

造
道
之
深
、
不
能
形
容
至
此
也
」
、
つ
ま
り
、「
憤
悱
」
を
待
っ
て
そ
れ
か
ら
「
啓
発
」
す
れ
ば
、

思
慮
が
一
気
に
完
全
に
す
っ
か
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
恰
も
、
穀
物
を
栽
培
す
る

場
合
の
、
栽
培
に
随
分
力
を
注
い
で
、
穀
物
が
芽
生
え
よ
う
と
し
て
ま
だ
芽
生
え
ず
、
芽
生

え
を
促
す
雨
を
待
っ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
、
突
然
雨
が
降
っ
て
き
た
な
ら
ば
、「
生

意
」
（
つ
ま
り
芽
生
え
る
こ
と
）
を
ど
う
し
て
抑
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。
）
」

憤
、
房
粉
反
。
悱
、
芳
匪
反
。
復
、
扶
又
反
。
○
憤
者
、
心
求
通
而
未
得
之
意
。
悱
者
、

口
欲
言
而
未
能
之
貌
。
啟
、
謂
開
其
意
。
發
、
謂
達
其
辭
。
物
之
有
四
隅
者
、
舉
一
可
知
其

三
。
反
者
、
還
以
相
證
之
義
。
復
、
再
告
也
。
上
章
已
言
聖
人
誨
人
不
倦
之
意
、
因
并
記
此
、

欲
學
者
勉
於
用
力
、
以
為
受
教
之
地
也
。
○
程
子
曰
、
憤
悱
、
誠
意
之
見
於
色
辭
者
也
。
待

其
誠
至
而
後
告
之
。
既
告
之
、
又
必
待
其
自
得
、
乃
復
告
爾
。
又
曰
、
不
待
憤
悱
而
發
、
則

知
之
不
能
堅
固
。
待
其
憤
悱
而
後
發
、
則
沛
然
矣
。

第
九
章

子
食
於
有
喪
者
之
側
、
未
嘗
飽
也
。
子
於
是
日
哭
、
則
不
歌
。

孔
子
は
、
他
人
の
葬
式
に
参
加
す
る
度
に
そ
こ
の
人
々
の
極
度
な
哀
し
い
様
子
に

感
動
さ
れ
て
横
に
い
る
自
分
も
ま
す
ま
す
哀
し
く
な
っ
て
、
食
べ
物
が
嚥
下
で
き

ず
食
が
十
分
に
取
れ
た
こ
と
は
一
回
も
な
か
っ
た
。
孔
子
は
、
他
人
の
喪
を
弔
っ

て
泣
い
た
そ
の
日
に
は
、
哀
傷
の
余
韻
が
残
っ
て
い
て
、
歌
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
。

（
つ
ま
り
、
孔
子
の
心
情
（
「
情
」
）
は
、
「
情
」
は
「
性
」
（
「
仁
義
礼
智
の
理
」
）

が
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
「
理
」
そ
の
も
の
と
も
言
え
て
正
し

い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
喪
に
臨
み
て
哀
し
み
、
甘
し
と
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
」
（
「
問
、
食
於
有
喪
之
側
而

未
嘗
飽
、
亦
以
其
哀
傷
之
極
、
足
以
感
動
人
心
、
自
不
能
飽
也
。
曰
、
哀
、
是
哀
死
者
、
不

干
生
人
事
。
所
謂
「
哭
死
而
哀
、
非
為
生
者
也
」
。
若
喪
家
極
哀
、
又
能
使
人
愈
哀
耳
。
又

有
喪
家
人
全
不
以
死
者
為
念
、
視
之
若
無
、
反
使
人
為
之
悲
哀
者
。
」
「
「
子
食
於
有
喪
之
側
、

未
嘗
飽
也
」
、
有
食
不
下
咽
之
意
」
、
つ
ま
り
、
他
人
の
葬
式
に
参
加
す
る
度
に
そ
の
人
々
の

極
度
な
哀
し
い
様
子
に
感
動
さ
れ
て
自
分
も
ま
す
ま
す
哀
し
く
な
っ
て
、
食
べ
物
が
嚥
下
で

き
ず
食
が
十
分
に
取
れ
た
こ
と
は
一
回
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。「
喪
に
臨
み
て
哀
し
む
」

88



（4）

は
、
こ
こ
で
は
、
葬
式
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
す
ぐ
近
く
に
い
る
こ
と
で
、
そ
の
人
々
の

極
め
て
哀
傷
し
て
い
る
様
子
に
感
動
し
て
こ
ち
ら
も
哀
し
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
甘
し
と
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
」
は
、
こ
こ
で
は
、
食
べ
物
を
嚥
下
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
て
、
食
を
十
分
に
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

「
哭
は
、
弔
哭
を
謂
ふ
。
」
（
「
弔
哭
」
は
、
つ
ま
り
、
葬
式
で
の
哭
泣
の
儀
式
の
こ
と
で
あ
る
。

『
礼
記
』
檀
弓
下
に
「
妻
之
昆
弟
為
父
後
者
死
、
哭
之
適
室
、
子
為
主
、
袒
免
哭
踴
、
夫
入
門
右
、

使
人
立
于
門
外
告
來
者
、
狎
則
入
哭
。
父
在
、
哭
於
妻
之
室
。
非
為
父
後
者
、
哭
諸
異
室
。
」

な
ど
と
あ
り
、
ま
た
『
礼
記
』
奔
喪
に
「
奔
喪
之
禮
、
始
聞
親
喪
、
以
哭
答
使
者
、
盡
哀
。

問
故
、
又
哭
盡
哀
。
遂
行
、
日
行
百
里
、
不
以
夜
行
。
唯
父
母
之
喪
、
見
星
而
行
、
見
星
而

舍
。
若
未
得
行
、
則
成
服
而
後
行
。
過
國
至
竟
、
哭
盡
哀
而
止
。
哭
辟
市
朝
。
望
其
國
竟
哭
。
」

な
ど
と
あ
る
。
）
「
日
の
内
に
、
余
哀
未
だ
忘
れ
ず
、
自
ら
歌
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
」
（
「
「
子

於
是
日
哭
則
不
歌
」
、
不
要
把
一
個
「
誠
」
字
包
却
。
須
要
識
得
聖
人
自
然
重
厚
、
不
輕
浮
意
思
。
」

「
「
子
於
是
日
哭
則
不
歌
」
、
上
蔡
說
得
亦
有
病
。
聖
人
之
心
、
如
春
夏
秋
冬
、
不
遽
寒
燠
、

故
哭
之
日
、
自
是
不
能
遽
忘
。
又
曰
、
聖
人
終
不
成
哭
了
便
驟
去
歌
得
。
如
四
時
、
也
須
漸

漸
過
去
。
道
夫
錄
云
、
「
其
變
也
有
漸
。
」
且
如
古
者
喪
服
、
自
始
死
至
終
喪
、
中
間
節
次
漸

漸
變
輕
。
不
似
如
今
人
直
到
服
滿
、
一
頓
除
脫
了
、
便
著
華
采
衣
服
。
」『
論
語
集
注
』
郷
党
「
羔

裘
玄
冠
不
以
弔
。
」
朱
子
注
「
喪
主
素
、
吉
主
玄
。
弔
必
變
服
、
所
以
哀
死
。
」
『
礼
記
』
曲

礼
上
「
里
有
殯
、
不
巷
歌
。
適
墓
不
歌
、
哭
日
不
歌
」
、
つ
ま
り
、
そ
の
日
に
、
哀
傷
の
余

韻
が
残
っ
て
い
て
、
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
孔
子
の
性
格
は
自
ず
と
重
厚

で
あ
っ
て
軽
浮
で
は
な
く
、
こ
の
心
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
寒
暖
が
徐
々
に
変
わ
る
も
の

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
泣
い
た
後
す
ぐ
に
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
昔
で
は
、

哭
泣
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
そ
の
日
に
は
歌
わ
な
い
と
い
う
決
ま
り
が
あ
り
、
ま
た
、
喪
中
で

は
喪
服
を
変
え
る
こ
と
を
も
っ
て
哀
し
み
が
徐
々
に
軽
く
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
）
謝
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
学
ぶ
者
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
、
聖
人
（
つ
ま
り

孔
子
）
の
「
聖
人
の
情
性
の
正
し
き
を
見
る
可
き
な
り
。
」（
「
曰
、
聖
人
情
性
便
是
理
。
」「
「
子

食
於
有
喪
者
之
側
未
嘗
飽
」
、
「
子
於
是
日
哭
則
不
歌
」
、
此
是
聖
人
天
理
。
」
「
蓋
心
便
是
包

得
那
性
情
、
性
是
體
、
情
是
用
。
」
「
情
性
本
出
於
正
、
豈
有
假
偽
得
來
底
。
思
、
便
是
情
性
。

無
邪
、
便
是
正
」
、
つ
ま
り
、
聖
人
の
「
情
性
」
は
「
理
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

聖
人
の
「
情
」
は
「
性
」
（
仁
義
礼
智
の
理
）
が
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
「
性
」
も
「
情
」
も
「
理
」
そ
の
も
の
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
）

「
能
く
聖
人
の
情
性
を
識
り
、
然
る
後
に
以
て
道
を
学
ぶ
可
し
。
」
（
「
問
、
博
文
亦
可
以
學
道
。

而
上
蔡
解
「
哭
則
不
歌
」
、
謂
「
能
識
聖
人
之
情
性
、
然
後
可
以
學
道
」
。
曰
、
聖
人
情
性
便

是
理
。
又
曰
、
博
文
約
禮
、
亦
是
要
識
得
聖
人
情
性
。
「
思
曰
睿
」
、
只
是
思
會
睿
。
」
『
論
語

集
注
』
雍
也
「
子
曰
、
君
子
博
學
於
文
、
約
之
以
禮
、
亦
可
以
弗
畔
矣
夫
。
」
朱
子
注
「
約
、

要
也
。
畔
、
背
也
。
君
子
學
欲
其
博
、
故
於
文
無
不
考
。
守
欲
其
要
、
故
其
動
必
以
禮
。
如
此
、

則
可
以
不
背
於
道
矣
」
、
つ
ま
り
、
聖
人
の
「
情
」
「
性
」
は
「
理
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
、
そ
れ
か
ら
「
道
」
（
「
聖
人
の
情
性
は
便
ち
是
れ
理
」
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、

即
ち
「
理
」
）
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
）
」

臨
喪
哀
、
不
能
甘
也
。

哭
、
謂
弔
哭
。
日
之
內
、
餘
哀
未
忘
、
自
不
能
歌
也
。
○
謝
氏
曰
、
學
者
於
此
二
者
、
可

見
聖
人
情
性
之
正
也
。
能
識
聖
人
之
情
性
、
然
後
可
以
學
道
。

『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
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　路
易
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第
十
章

子
謂
顏
淵
曰
、
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
、
唯
我
與
爾
有
是
夫
。
子
路
曰
、
子
行
三

軍
、
則
誰
與
。
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
。
必
也
臨
事
而
懼
、

好
謀
而
成
者
也
。

（
「
用
舎
」
は
つ
ま
り
、
出
仕
す
る
場
合
の
、
「
用
」
は
登
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

「
舎
」
は
登
用
さ
れ
な
い
ま
た
は
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
行
蔵
」
は
つ

ま
り
、
「
行
」
は
夏
・
殷
・
周
の
三
代
に
渡
っ
て
構
築
さ
れ
て
来
た
礼
楽
制
度
を

実
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
蔵
」
は
隠
遁
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
暴
虎
」
は
つ
ま
り
、

素
手
で
虎
を
撃
殺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
馮
河
」
は
つ
ま
り
、
船
を
使
わ
ず
に
川

を
渡
る
こ
と
で
あ
る
。
「
懼
」
は
つ
ま
り
、
事
を
処
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
暇

な
時
に
は
既
に
す
べ
て
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
考
を
巡
ら
し
、
す
べ
て
を
了
解
し

た
上
に
、
事
に
臨
む
時
に
は
ま
た
更
に
よ
く
審
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
謀
」
は
つ
ま
り
、
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
「
成
」
は
つ
ま
り
、
よ
く

計
画
を
練
っ
て
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
が
顔
回
に
向
か
っ
て
言

わ
れ
た
。
「
登
用
さ
れ
れ
ば
「
行
」
い
、
登
用
さ
れ
な
け
れ
ば
「
蔵
」
（
か
く
）
る
。

た
だ
私
と
お
前
だ
け
こ
れ
が
で
き
る
の
だ
な
あ
。
」
子
路
が
言
っ
た
。
「
先
生
が
三

軍
の
将
軍
に
な
っ
た
場
合
、
誰
と
共
に
事
を
す
る
の
で
す
か
。
」
孔
子
が
答
え
ら

れ
た
。
「
暴
虎
馮
河
の
よ
う
な
、
死
ん
で
も
後
悔
の
な
い
人
は
、
私
は
事
を
共
に

し
な
い
の
だ
。
必
ず
や
事
に
直
面
す
る
時
に
は
「
懼
」
れ
、「
謀
」
を
好
ん
で
「
成
」

し
遂
げ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」

集
注
：

「
舍
」
は
、
上
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
捨
て
る
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
夫
」
は
、
「
扶
」

と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
詠
嘆
の
「
〜
な
の
だ
な
あ
」
の
意
）
。
尹
氏
（
前
出
）

が
言
っ
た
。
「
「
用
舍
は
己
に
與
る
無
く
、
行
藏
は
遇
ふ
所
に
安
ん
ず
。
」
（
「
問
、
孔
門
弟
子

如
由
求
皆
仕
於
季
氏
、
何
也
。
曰
、
只
仕
、
便
是
病
了
。
儘
高
底
便
不
肯
仕
、
如
閔
子
曾
子

是
也
。
但
當
時
不
仕
則
已
、
仕
則
必
出
於
季
氏
。
蓋
當
時
魯
君
用
舍
之
權
、
皆
歸
於
季
氏
也
。
」

「
問
、
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
」
、
竊
意
漆
雕
曾
閔
亦
能
之
。
曰
、
「
舍
之
則
藏
」
易
、
「
用

之
則
行
」
難
。
若
開
、
用
之
未
必
能
行
也
。
聖
人
規
模
大
、
藏
時
不
止
藏
他
一
身
、
煞
藏
了
事
。

譬
如
大
船
有
許
多
器
具
寶
貝
、
撐
去
則
許
多
物
便
都
住
了
、
衆
人
便
沒
許
多
力
量
。
然
聖
人

行
藏
、
自
是
脫
然
無
所
係
累
。
救
世
之
心
雖
切
、
然
得
做
便
做
、
做
不
得
便
休
。
他
人
使
有

此
、
若
未
用
時
則
切
切
於
求
行
、
舍
之
則
未
必
便
藏
。
耿
直
之
向
有
書
云
「
三
代
禮
樂
制
度

盡
在
聖
人
、
所
以
用
之
則
有
可
行
。
」
某
謂
此
固
其
可
行
之
具
、
但
本
領
更
全
在
無
所
係
累

處
。
有
許
大
本
領
、
則
制
度
默
化
出
來
、
都
成
好
物
、
故
在
聖
人
則
為
事
業
。
衆
人
沒
那
本

領
、
雖
盡
得
他
禮
樂
制
度
、
亦
只
如
小
屋
收
藏
器
具
、
窒
塞
都
滿
、
運
轉
都
不
得
。
」
「
因
說
、

耿
守
向
曾
說
「
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
、
惟
我
與
爾
有
是
夫
。
」
此
非
專
為
用
舍
行
藏
、
凡

所
謂
治
國
平
天
下
之
具
、
惟
夫
子
顏
子
有
之
、
用
之
則
抱
持
而
往
、
不
用
則
卷
而
懷
之
。
」
曰
、

某
不
敢
如
此
說
。
若
如
此
說
、
即
是
孔
顏
胸
次
全
無
些
洒
落
底
氣
象
、
只
是
學
得
許
多
骨
董
、

將
去
治
天
下
。
」
「
曰
、
向
來
耿
守
有
一
書
說
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
。
」
從
周
曰
、
此
義

當
如
何
說
。
曰
、
也
只
是
前
來
說
。
若
如
耿
說
、
却
是
聖
人
學
得
些
骨
董
、
要
把
來
使
、
全

不
自
心
中
流
出
。
」
「
諸
葛
武
侯
未
遇
先
主
、
只
得
退
藏
、
一
向
休
了
、
也
沒
奈
何
。
孔
子
弟

子
不
免
事
季
氏
、
亦
事
勢
不
得
不
然
、
捨
此
則
無
以
自
活
。
如
今
世
之
科
舉
亦
然
。
如
顏
閔

之
徒
自
把
得
住
、
自
是
好
、
不
可
以
一
律
看
」
、
つ
ま
り
、「
用
舎
」
は
、
出
仕
す
る
場
合
の
、「
用
」
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熹
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）
の
日
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訳
（
述
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―
『
論
語
集
注
』
を
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　孫

　路
易

（5）

第
十
章

子
謂
顏
淵
曰
、
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
、
唯
我
與
爾
有
是
夫
。
子
路
曰
、
子
行
三

軍
、
則
誰
與
。
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
。
必
也
臨
事
而
懼
、

好
謀
而
成
者
也
。

（
「
用
舎
」
は
つ
ま
り
、
出
仕
す
る
場
合
の
、
「
用
」
は
登
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

「
舎
」
は
登
用
さ
れ
な
い
ま
た
は
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
行
蔵
」
は
つ

ま
り
、
「
行
」
は
夏
・
殷
・
周
の
三
代
に
渡
っ
て
構
築
さ
れ
て
来
た
礼
楽
制
度
を

実
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
蔵
」
は
隠
遁
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
暴
虎
」
は
つ
ま
り
、

素
手
で
虎
を
撃
殺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
馮
河
」
は
つ
ま
り
、
船
を
使
わ
ず
に
川

を
渡
る
こ
と
で
あ
る
。
「
懼
」
は
つ
ま
り
、
事
を
処
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
暇

な
時
に
は
既
に
す
べ
て
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
考
を
巡
ら
し
、
す
べ
て
を
了
解
し

た
上
に
、
事
に
臨
む
時
に
は
ま
た
更
に
よ
く
審
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
謀
」
は
つ
ま
り
、
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
「
成
」
は
つ
ま
り
、
よ
く

計
画
を
練
っ
て
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
が
顔
回
に
向
か
っ
て
言

わ
れ
た
。
「
登
用
さ
れ
れ
ば
「
行
」
い
、
登
用
さ
れ
な
け
れ
ば
「
蔵
」
（
か
く
）
る
。

た
だ
私
と
お
前
だ
け
こ
れ
が
で
き
る
の
だ
な
あ
。
」
子
路
が
言
っ
た
。
「
先
生
が
三

軍
の
将
軍
に
な
っ
た
場
合
、
誰
と
共
に
事
を
す
る
の
で
す
か
。
」
孔
子
が
答
え
ら

れ
た
。
「
暴
虎
馮
河
の
よ
う
な
、
死
ん
で
も
後
悔
の
な
い
人
は
、
私
は
事
を
共
に

し
な
い
の
だ
。
必
ず
や
事
に
直
面
す
る
時
に
は
「
懼
」
れ
、「
謀
」
を
好
ん
で
「
成
」

し
遂
げ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」

集
注
：

「
舍
」
は
、
上
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
捨
て
る
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
夫
」
は
、
「
扶
」

と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
詠
嘆
の
「
〜
な
の
だ
な
あ
」
の
意
）
。
尹
氏
（
前
出
）

が
言
っ
た
。
「
「
用
舍
は
己
に
與
る
無
く
、
行
藏
は
遇
ふ
所
に
安
ん
ず
。
」
（
「
問
、
孔
門
弟
子

如
由
求
皆
仕
於
季
氏
、
何
也
。
曰
、
只
仕
、
便
是
病
了
。
儘
高
底
便
不
肯
仕
、
如
閔
子
曾
子

是
也
。
但
當
時
不
仕
則
已
、
仕
則
必
出
於
季
氏
。
蓋
當
時
魯
君
用
舍
之
權
、
皆
歸
於
季
氏
也
。
」

「
問
、
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
」
、
竊
意
漆
雕
曾
閔
亦
能
之
。
曰
、
「
舍
之
則
藏
」
易
、
「
用

之
則
行
」
難
。
若
開
、
用
之
未
必
能
行
也
。
聖
人
規
模
大
、
藏
時
不
止
藏
他
一
身
、
煞
藏
了
事
。

譬
如
大
船
有
許
多
器
具
寶
貝
、
撐
去
則
許
多
物
便
都
住
了
、
衆
人
便
沒
許
多
力
量
。
然
聖
人

行
藏
、
自
是
脫
然
無
所
係
累
。
救
世
之
心
雖
切
、
然
得
做
便
做
、
做
不
得
便
休
。
他
人
使
有

此
、
若
未
用
時
則
切
切
於
求
行
、
舍
之
則
未
必
便
藏
。
耿
直
之
向
有
書
云
「
三
代
禮
樂
制
度

盡
在
聖
人
、
所
以
用
之
則
有
可
行
。
」
某
謂
此
固
其
可
行
之
具
、
但
本
領
更
全
在
無
所
係
累

處
。
有
許
大
本
領
、
則
制
度
默
化
出
來
、
都
成
好
物
、
故
在
聖
人
則
為
事
業
。
衆
人
沒
那
本

領
、
雖
盡
得
他
禮
樂
制
度
、
亦
只
如
小
屋
收
藏
器
具
、
窒
塞
都
滿
、
運
轉
都
不
得
。
」
「
因
說
、

耿
守
向
曾
說
「
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
、
惟
我
與
爾
有
是
夫
。
」
此
非
專
為
用
舍
行
藏
、
凡

所
謂
治
國
平
天
下
之
具
、
惟
夫
子
顏
子
有
之
、
用
之
則
抱
持
而
往
、
不
用
則
卷
而
懷
之
。
」
曰
、

某
不
敢
如
此
說
。
若
如
此
說
、
即
是
孔
顏
胸
次
全
無
些
洒
落
底
氣
象
、
只
是
學
得
許
多
骨
董
、

將
去
治
天
下
。
」
「
曰
、
向
來
耿
守
有
一
書
說
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
。
」
從
周
曰
、
此
義

當
如
何
說
。
曰
、
也
只
是
前
來
說
。
若
如
耿
說
、
却
是
聖
人
學
得
些
骨
董
、
要
把
來
使
、
全

不
自
心
中
流
出
。
」
「
諸
葛
武
侯
未
遇
先
主
、
只
得
退
藏
、
一
向
休
了
、
也
沒
奈
何
。
孔
子
弟

子
不
免
事
季
氏
、
亦
事
勢
不
得
不
然
、
捨
此
則
無
以
自
活
。
如
今
世
之
科
舉
亦
然
。
如
顏
閔

之
徒
自
把
得
住
、
自
是
好
、
不
可
以
一
律
看
」
、
つ
ま
り
、「
用
舎
」
は
、
出
仕
す
る
場
合
の
、「
用
」

86



『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
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―
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　孫

　路
易

（7）

來
行
。
舍
之
、
則
藏
了
、
它
人
豈
有
是
哉
。
故
下
文
云
「
唯
我
與
爾
有
是
夫
」
。
「
有
是
」
二
字
、

當
如
此
看
」
、
つ
ま
り
、
顔
回
は
、
孔
子
に
比
べ
て
「
大
節
目
也
同
」
（
つ
ま
り
肝
要
な
部
分

は
同
じ
）
で
あ
り
、
た
だ
繊
細
緻
密
さ
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
孔
子
（
の
境
地
）
に
近

い
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
之
を
用
ひ
れ
ば
則
ち
行
ひ
、
之
を
舍
つ
れ
ば
則
ち
藏
る
」
の
道

理
は
顔
回
も
分
か
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
）

「
万
二
千
五
百
人
を
軍
と
為
し
、
大
国
は
三
軍
な
り
。
」
（
『
周
礼
』
夏
官
・
司
馬
「
凡
制
軍
、

萬
有
二
千
五
百
人
為
軍
。
王
六
軍
、
大
國
三
軍
、
次
國
二
軍
、
小
國
一
軍
。
」
鄭
玄
注
「
軍
、
師
、

旅
、
卒
、
兩
、
伍
、
皆
衆
名
也
。
伍
一
比
、
兩
一
閭
、
卒
一
旅
、
旅
一
黨
、
師
一
州
、
軍
一
鄉
、

家
所
出
一
人
。
」
賈
公
彦
疏
「
上
公
為
大
國
、
侯
伯
為
次
國
、
子
男
為
小
國
也
。
魯
是
侯
爵
、

而
魯
頌
云
公
徒
三
萬
、
注
云
、
萬
二
千
五
百
人
為
軍
、
大
國
三
軍
。
合
三
萬
七
千
五
百
人
、

言
三
萬
者
、
擧
成
數
也
。
」
『
詩
経
集
伝
』
魯
頌
・
閟
宮
「
公
徒
三
萬
、
貝
冑
朱
綅
。
」
朱
子

注
「
徒
、
歩
卒
也
。
三
萬
、
擧
成
數
也
。
」
、
つ
ま
り
、
魯
の
爵
位
は
侯
爵
で
あ
っ
て
次
国
に

当
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
国
扱
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
子
路
は
、
孔
子
が
顏
淵
だ

け
を
褒
め
た
の
を
見
て
、
そ
の
「
勇
」
（
「
問
、
伊
川
言
、
子
路
勇
於
義
者
、
觀
其
志
、
豈
可

以
勢
利
拘
之
哉
。
」
『
論
語
集
注
』
公
冶
長
「
子
曰
、
由
也
好
勇
過
我
、
無
所
取
材
。
」
朱
子

注
「
子
路
勇
於
義
、
故
謂
其
能
從
己
、
皆
假
設
之
言
耳
。
子
路
以
為
實
然
、
而
喜
夫
子
之
與

己
、
故
夫
子
美
其
勇
、
而
譏
其
不
能
裁
度
事
理
、
以
適
於
義
也
」
、
つ
ま
り
、
子
路
は
、
勇

ま
し
い
こ
と
が
好
き
で
あ
る
が
、
事
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
を
見
極
め
て
事
の
性
質
に
従
っ

て
事
の
処
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
論
語
』
に
は
「
好
勇
」

と
あ
る
が
、
「
勇
於
義
」
と
は
見
え
な
い
。
「
勇
於
義
」
は
恐
ら
く
、
程
伊
川
の
言
い
方
で
あ

ろ
う
。
）
を
自
負
し
、「
夫
子
若
し
三
軍
を
行
れ
ば
、
必
ず
己
と
同
（
と
も
）
に
せ
ん
と
意
（
お
も
）

え
り
。
」
（
「
亞
夫
問
、
子
行
三
軍
、
則
誰
與
。
曰
、
三
軍
要
勇
、
行
三
軍
者
要
謀
。
既
好
謀
、

然
須
要
成
事
。
蓋
人
固
有
好
謀
而
事
不
成
者
、
却
亦
不
濟
事
。
時
舉
因
云
、
謀
在
先
、
成
在
後
。

成
非
勇
亦
不
能
決
。
曰
、
然
。
」
「
「
子
行
三
軍
、
則
誰
與
。
」
宜
作
相
與
之
「
與
」
、
非
許
與

之
之
「
與
」
。
「
好
謀
而
成
」
、
人
固
有
好
謀
者
。
然
疑
貳
不
決
、
往
往
無
成
者
多
矣
。
孔
子

行
三
軍
、
其
所
與
共
事
者
、
必
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
者
也
」
。
」『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
孔
曰
、

大
國
三
軍
。
子
路
見
孔
子
獨
美
顏
淵
、
以
為
已
勇
、
至
於
夫
子
為
三
軍
將
、
亦
當
誰
與
已
同
、

故
發
此
問
」
、
つ
ま
り
、
「
行
三
軍
」
は
「
為
三
軍
將
」
と
同
義
、
三
軍
の
将
軍
に
な
る
こ
と

で
あ
り
、
孔
子
が
も
し
三
軍
の
将
軍
と
な
れ
ば
、
必
ず
自
分
と
事
を
共
に
す
る
と
子
路
が
思
っ

た
、
と
い
う
こ
と
。
だ
が
、
孔
子
が
三
軍
の
将
軍
と
な
る
場
合
、
孔
子
と
事
を
共
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
は
、
「
勇
」
を
好
む
よ
り
も
「
謀
」
（
つ
ま
り
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
）
を

好
み
、
必
ず
事
を
成
功
さ
せ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
子
路
は
孔
子
と
事
を

共
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
は
な
い
。
）

「
馮
」
は
、
「
皮
」
「
冰
」
の
反
。
「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）

で
あ
る
。
○
「
暴
虎
は
、
徒
搏
な
り
。
馮
河
は
、
徒
涉
な
り
。
」（
『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
孔
曰
、

暴
虎
、
徒
搏
。
馮
河
、
徒
涉
。
」
邢
昺
疏
「
「
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
」
者
、

空
手
搏
虎
為
暴
虎
、
無
舟
渡
河
為
馮
河
、
言
人
若
暴
虎
馮
河
、
輕
死
而
不
追
悔
者
、
吾
不
與

之
同
也
。
子
路
之
勇
若
此
、
故
孔
子
抑
之
也
」
、
つ
ま
り
、
「
暴
虎
」
は
素
手
で
虎
と
格
闘
す

る
こ
と
で
あ
り
、「
馮
河
」
は
船
を
使
わ
ず
に
川
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
。
子
路
の
「
勇
」
は
「
暴

虎
馮
河
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
）
「
懼
は
、
其
の
事
を
敬
す
る
を
謂
ふ
。
成
は
、
其
の
謀

を
成
す
を
謂
ふ
。
」（
「
「
臨
事
而
懼
」
、
是
臨
那
事
時
、
又
須
審
一
審
。
蓋
閑
時
已
自
思
量
都
是
了
、

都
曉
得
了
、
到
臨
事
時
又
更
審
一
審
。
這
「
懼
」
字
、
正
如
「
安
而
後
能
慮
」
底
「
慮
」
字

相
似
。
」
「
到
說
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
」
八
字
、
雖
用
舍
行
藏
地
位
遠
了
、
然
就
此
地
頭

看
、
也
自
好
。
某
嘗
謂
聖
人
之
言
、
好
如
荷
葉
上
水
珠
、
顆
顆
圓
。
這
「
臨
事
而
懼
」
、
便

（6）

は
登
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
舎
」
は
登
用
さ
れ
な
い
ま
た
は
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
「
行
蔵
」
は
、
「
行
」
は
三
代
（
夏
、
殷
、
周
）
に
渡
っ
て
構
築
さ
れ
て
来
た
礼
楽
制

度
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
蔵
」
は
隠
遁
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
用
舎
」
は
自
分
の
関
与

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
「
行
蔵
」
は
境
遇
に
従
う
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
「
行
蔵
」
に

つ
い
て
、
「
治
国
平
天
下
の
「
具
」
（
こ
こ
で
は
、
典
籍
）
は
、
た
だ
孔
子
と
顏
子
が
持
っ
て

い
て
、
出
仕
で
き
れ
ば
そ
れ
を
抱
え
て
赴
任
す
る
の
だ
が
、
出
仕
で
き
な
け
れ
ば
そ
れ
を
巻

い
て
懐
に
入
れ
る
の
だ
。
」
と
い
う
と
解
説
も
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
朱
子
は
、
「
こ
の
解
説

の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
孔
子
と
顔
回
の
胸
中
に
は
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
俗
気
の
な
い
意
気
が
全

く
な
く
、
た
だ
多
く
の
骨
董
を
学
ん
で
、
そ
れ
を
使
っ
て
天
下
を
治
め
よ
う
と
す
る
だ
け
だ
。
」

と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
「
行
蔵
」
の
「
蔵
」
は
、
こ
こ
で
は
、
「
諸
葛
武
侯
未
遇
先
主
、
只

得
退
藏
」
の
「
退
藏
」
と
同
義
で
、
つ
ま
り
、
諸
葛
亮
が
臥
龍
崗
で
隠
遁
生
活
を
送
っ
て
い

た
よ
う
な
意
味
で
、
「
隠
遁
す
る
こ
と
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
「
命
は
道
ふ
に
足

ら
ざ
る
な
り
。
」
（
「
「
用
舍
無
預
於
己
、
行
藏
安
於
所
遇
、
命
不
足
道
也
。
」
蓋
只
看
義
理
如
何
、

都
不
問
那
命
了
。
雖
使
前
面
做
得
去
、
若
義
去
不
得
、
也
只
不
做
。
所
謂
「
殺
一
不
辜
、
行

一
不
義
而
得
天
下
、
有
所
不
為
」
。
若
中
人
之
情
、
則
見
前
面
做
不
得
了
方
休
、
方
委
之
於
命
。

若
使
前
面
做
得
、
它
定
不
肯
已
。
所
謂
「
不
得
已
而
安
之
命
」
者
也
。
此
固
賢
於
世
之
貪
冒

無
恥
者
、
然
實
未
能
無
求
之
之
心
也
。
聖
人
更
不
問
命
、
只
看
義
如
何
。
貧
富
貴
賤
、
惟
義

所
在
、
謂
安
於
所
遇
也
。
如
顏
子
之
安
於
陋
巷
、
它
那
曾
計
較
命
如
何
。
」
「
問
、
尹
氏
曰
「
命

不
足
道
也
。
」
曰
、
如
常
人
、「
用
之
則
行
」
、
乃
所
願
。
「
舍
之
則
藏
」
、
非
所
欲
。
「
舍
之
則
藏
」
、

是
自
家
命
恁
地
、
不
得
已
、
不
奈
何
。
聖
人
無
不
得
已
底
意
思
。
聖
人
用
我
便
行
、
舍
我
便
藏
、

無
不
柰
何
底
意
思
、
何
消
更
言
命
。
又
曰
、
「
命
不
足
道
也
」
、
命
不
消
得
更
說
。
又
曰
、
知

命
不
足
道
也
。
」「
問
「
用
舍
行
藏
」
章
。
曰
、
聖
人
於
用
舍
甚
輕
、
沒
些
子
緊
要
做
。
用
則
行
、

舍
則
藏
、
如
晴
乾
則
著
鞋
、
雨
下
則
赤
脚
。
尹
氏
云
「
命
不
足
道
」
。
蓋
不
消
言
命
也
。
」
「
義

剛
曰
、
用
舍
係
乎
道
之
盛
衰
、
行
藏
以
道
而
舒
卷
。
己
之
窮
達
非
所
計
、
故
曰
「
命
不
足
道
」
。

曰
、
用
舍
是
由
在
別
人
、
不
由
得
我
。
行
藏
是
由
在
那
人
、
用
舍
亦
不
由
得
我
。
仲
默
問
、

這
命
、
只
是
「
君
子
不
謂
命
也
」
之
「
命
」
否
。
曰
、
是
。
」
「
如
「
有
命
焉
」
、
「
君
子
不
謂

命
也
」
、
只
是
這
一
箇
命
。
前
面
說
底
是
一
般
、
後
面
說
底
是
一
般
。
如
「
口
之
於
味
、
耳

之
於
聲
、
性
之
」
、
這
便
是
人
心
。
然
不
成
無
後
也
要
恁
地
、
所
以
說
「
有
命
焉
、
君
子
不

謂
性
也
」
、
這
命
、
便
是
指
理
而
言
。
若
是
「
仁
之
於
父
子
、
義
之
於
君
臣
、
命
也
、
有
性
焉
、

君
子
不
謂
命
也
」
、
這
命
、
便
是
兼
氣
血
而
言
。
其
實
只
是
這
一
箇
理
、
就
氣
稟
論
則
不
同
」
、

つ
ま
り
、
「
命
」
は
、
こ
こ
で
は
、
気
の
稟
受
に
よ
る
も
の
と
い
う
意
味
の
「
命
」
で
あ
る
。

聖
人
に
と
っ
て
は
、
「
用
舍
」
は
自
分
で
決
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
行
蔵
」
は
境
遇
に

落
ち
着
く
も
の
で
あ
り
、
「
用
ひ
れ
ば
則
ち
行
ひ
、
舍
つ
れ
ば
則
ち
藏
る
」
は
、
「
晴
れ
て
乾

い
て
い
れ
ば
靴
を
履
き
、
雨
が
降
れ
ば
裸
足
で
歩
く
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
理

義
」（
つ
ま
り
「
理
」
）
に
適
う
か
ど
う
か
を
見
る
だ
け
で
あ
り
、「
や
む
を
得
な
い
」
と
か
「
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
か
、
と
い
う
こ
の
気
持
ち
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
）
「
顏
子
聖
人
に
幾

（
ち
か
）
し
、
故
に
亦
た
之
を
能
く
す
。
」
（
「
叔
器
問
、
顏
子
與
聖
人
同
否
。
曰
、
大
節
目
也
同
。

如
孟
子
說
伯
夷
伊
尹
孔
子
「
得
百
里
之
地
而
君
之
、
皆
能
以
朝
諸
侯
、
有
天
下
。
行
一
不
義
、

殺
一
不
辜
而
得
天
下
、
皆
不
為
也
、
是
則
同
」
。
這
便
是
大
節
目
處
皆
同
。
若
是
這
箇
不
同
時
、

便
不
喚
做
聖
人
了
。
只
是
纖
細
縝
密
論
來
、
却
有
不
同
處
。
」「
大
學
一
篇
却
是
有
兩
箇
大
節
目
、

物
格
、
知
至
是
一
箇
、
誠
意
、
修
身
是
一
箇
。
才
過
此
二
關
了
、
則
便
可
直
行
將
去
。
」
「
又
曰
、

孔
子
與
顏
淵
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
、
唯
我
與
爾
有
是
夫
」
。
這
「
有
是
夫
」
、
言
我
有
這

箇
道
理
在
、
不
是
言
有
用
舍
、
行
藏
也
。
」
「
此
八
字
、
極
要
人
玩
味
。
若
他
人
、
用
之
則
無

可
行
、
舍
之
則
無
可
藏
。
唯
孔
子
與
顏
淵
先
有
此
事
業
在
己
分
內
、
若
用
之
、
則
見
成
將
出

85



『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（7）

來
行
。
舍
之
、
則
藏
了
、
它
人
豈
有
是
哉
。
故
下
文
云
「
唯
我
與
爾
有
是
夫
」
。
「
有
是
」
二
字
、

當
如
此
看
」
、
つ
ま
り
、
顔
回
は
、
孔
子
に
比
べ
て
「
大
節
目
也
同
」
（
つ
ま
り
肝
要
な
部
分

は
同
じ
）
で
あ
り
、
た
だ
繊
細
緻
密
さ
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
孔
子
（
の
境
地
）
に
近

い
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
之
を
用
ひ
れ
ば
則
ち
行
ひ
、
之
を
舍
つ
れ
ば
則
ち
藏
る
」
の
道

理
は
顔
回
も
分
か
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
）

「
万
二
千
五
百
人
を
軍
と
為
し
、
大
国
は
三
軍
な
り
。
」
（
『
周
礼
』
夏
官
・
司
馬
「
凡
制
軍
、

萬
有
二
千
五
百
人
為
軍
。
王
六
軍
、
大
國
三
軍
、
次
國
二
軍
、
小
國
一
軍
。
」
鄭
玄
注
「
軍
、
師
、

旅
、
卒
、
兩
、
伍
、
皆
衆
名
也
。
伍
一
比
、
兩
一
閭
、
卒
一
旅
、
旅
一
黨
、
師
一
州
、
軍
一
鄉
、

家
所
出
一
人
。
」
賈
公
彦
疏
「
上
公
為
大
國
、
侯
伯
為
次
國
、
子
男
為
小
國
也
。
魯
是
侯
爵
、

而
魯
頌
云
公
徒
三
萬
、
注
云
、
萬
二
千
五
百
人
為
軍
、
大
國
三
軍
。
合
三
萬
七
千
五
百
人
、

言
三
萬
者
、
擧
成
數
也
。
」
『
詩
経
集
伝
』
魯
頌
・
閟
宮
「
公
徒
三
萬
、
貝
冑
朱
綅
。
」
朱
子

注
「
徒
、
歩
卒
也
。
三
萬
、
擧
成
數
也
。
」
、
つ
ま
り
、
魯
の
爵
位
は
侯
爵
で
あ
っ
て
次
国
に

当
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
国
扱
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
子
路
は
、
孔
子
が
顏
淵
だ

け
を
褒
め
た
の
を
見
て
、
そ
の
「
勇
」
（
「
問
、
伊
川
言
、
子
路
勇
於
義
者
、
觀
其
志
、
豈
可

以
勢
利
拘
之
哉
。
」
『
論
語
集
注
』
公
冶
長
「
子
曰
、
由
也
好
勇
過
我
、
無
所
取
材
。
」
朱
子

注
「
子
路
勇
於
義
、
故
謂
其
能
從
己
、
皆
假
設
之
言
耳
。
子
路
以
為
實
然
、
而
喜
夫
子
之
與

己
、
故
夫
子
美
其
勇
、
而
譏
其
不
能
裁
度
事
理
、
以
適
於
義
也
」
、
つ
ま
り
、
子
路
は
、
勇

ま
し
い
こ
と
が
好
き
で
あ
る
が
、
事
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
を
見
極
め
て
事
の
性
質
に
従
っ

て
事
の
処
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
論
語
』
に
は
「
好
勇
」

と
あ
る
が
、
「
勇
於
義
」
と
は
見
え
な
い
。
「
勇
於
義
」
は
恐
ら
く
、
程
伊
川
の
言
い
方
で
あ

ろ
う
。
）
を
自
負
し
、「
夫
子
若
し
三
軍
を
行
れ
ば
、
必
ず
己
と
同
（
と
も
）
に
せ
ん
と
意
（
お
も
）

え
り
。
」
（
「
亞
夫
問
、
子
行
三
軍
、
則
誰
與
。
曰
、
三
軍
要
勇
、
行
三
軍
者
要
謀
。
既
好
謀
、

然
須
要
成
事
。
蓋
人
固
有
好
謀
而
事
不
成
者
、
却
亦
不
濟
事
。
時
舉
因
云
、
謀
在
先
、
成
在
後
。

成
非
勇
亦
不
能
決
。
曰
、
然
。
」
「
「
子
行
三
軍
、
則
誰
與
。
」
宜
作
相
與
之
「
與
」
、
非
許
與

之
之
「
與
」
。
「
好
謀
而
成
」
、
人
固
有
好
謀
者
。
然
疑
貳
不
決
、
往
往
無
成
者
多
矣
。
孔
子

行
三
軍
、
其
所
與
共
事
者
、
必
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
者
也
」
。
」『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
孔
曰
、

大
國
三
軍
。
子
路
見
孔
子
獨
美
顏
淵
、
以
為
已
勇
、
至
於
夫
子
為
三
軍
將
、
亦
當
誰
與
已
同
、

故
發
此
問
」
、
つ
ま
り
、
「
行
三
軍
」
は
「
為
三
軍
將
」
と
同
義
、
三
軍
の
将
軍
に
な
る
こ
と

で
あ
り
、
孔
子
が
も
し
三
軍
の
将
軍
と
な
れ
ば
、
必
ず
自
分
と
事
を
共
に
す
る
と
子
路
が
思
っ

た
、
と
い
う
こ
と
。
だ
が
、
孔
子
が
三
軍
の
将
軍
と
な
る
場
合
、
孔
子
と
事
を
共
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
は
、
「
勇
」
を
好
む
よ
り
も
「
謀
」
（
つ
ま
り
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
）
を

好
み
、
必
ず
事
を
成
功
さ
せ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
子
路
は
孔
子
と
事
を

共
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
は
な
い
。
）

「
馮
」
は
、
「
皮
」
「
冰
」
の
反
。
「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）

で
あ
る
。
○
「
暴
虎
は
、
徒
搏
な
り
。
馮
河
は
、
徒
涉
な
り
。
」（
『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
孔
曰
、

暴
虎
、
徒
搏
。
馮
河
、
徒
涉
。
」
邢
昺
疏
「
「
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
」
者
、

空
手
搏
虎
為
暴
虎
、
無
舟
渡
河
為
馮
河
、
言
人
若
暴
虎
馮
河
、
輕
死
而
不
追
悔
者
、
吾
不
與

之
同
也
。
子
路
之
勇
若
此
、
故
孔
子
抑
之
也
」
、
つ
ま
り
、
「
暴
虎
」
は
素
手
で
虎
と
格
闘
す

る
こ
と
で
あ
り
、「
馮
河
」
は
船
を
使
わ
ず
に
川
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
。
子
路
の
「
勇
」
は
「
暴

虎
馮
河
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
）
「
懼
は
、
其
の
事
を
敬
す
る
を
謂
ふ
。
成
は
、
其
の
謀

を
成
す
を
謂
ふ
。
」（
「
「
臨
事
而
懼
」
、
是
臨
那
事
時
、
又
須
審
一
審
。
蓋
閑
時
已
自
思
量
都
是
了
、

都
曉
得
了
、
到
臨
事
時
又
更
審
一
審
。
這
「
懼
」
字
、
正
如
「
安
而
後
能
慮
」
底
「
慮
」
字

相
似
。
」
「
到
說
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
」
八
字
、
雖
用
舍
行
藏
地
位
遠
了
、
然
就
此
地
頭

看
、
也
自
好
。
某
嘗
謂
聖
人
之
言
、
好
如
荷
葉
上
水
珠
、
顆
顆
圓
。
這
「
臨
事
而
懼
」
、
便
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（9）

を
お
尋
ね
す
る
に
至
れ
ば
、
そ
の
話
し
は
ま
す
ま
す
卑
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
思
う
に
、
そ
の
「
失
」
（
つ
ま
り
「
暴
虎
馮
河
」
の
「
勇
」
）
の
為
に
彼

を
救
う
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
「
謀
」
（
つ
ま
り
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
）
を
し
な
け

れ
ば
「
成
」
し
遂
げ
る
こ
と
は
な
く
、「
懼
」
（
「
處
事
精
詳
」
、
つ
ま
り
、
事
の
処
置
に
当
た
っ

て
は
思
慮
が
精
細
緻
密
で
あ
る
こ
と
）
を
し
な
け
れ
ば
必
ず
失
敗
す
る
。
小
さ
い
事
す
ら
な

お
そ
う
だ
か
ら
、
ま
し
て
「
行
三
軍
」
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
」

舍
、
上
聲
。
夫
、
音
扶
。
○
尹
氏
曰
、
用
舍
無
與
於
己
、
行
藏
安
於
所
遇
、
命
不
足
道
也
。

顏
子
幾
於
聖
人
、
故
亦
能
之
。

萬
二
千
五
百
人
為
軍
、
大
國
三
軍
。
子
路
見
孔
子
獨
美
顏
淵
、
自
負
其
勇
、
意
夫
子
若
行

三
軍
、
必
與
己
同
。

馮
、
皮
冰
反
。
好
、
去
聲
。
○
暴
虎
、
徒
搏
。
馮
河
、
徒
涉
。
懼
、
謂
敬
其
事
。
成
、
謂

成
其
謀
。
言
此
皆
以
抑
其
勇
而
教
之
、
然
行
師
之
要
實
不
外
此
、
子
路
蓋
不
知
也
。
○
謝
氏
曰
、

聖
人
於
行
藏
之
間
、
無
意
無
必
。
其
行
非
貪
位
、
其
藏
非
獨
善
也
。
若
有
欲
心
、
則
不
用
而
求
行
、

舍
之
而
不
藏
矣
、
是
以
惟
顏
子
為
可
以
與
於
此
。
子
路
雖
非
有
欲
心
者
、
然
未
能
無
固
必
也
、

至
以
行
三
軍
為
問
、
則
其
論
益
卑
矣
。
夫
子
之
言
、
蓋
因
其
失
而
救
之
。
夫
不
謀
無
成
、
不

懼
必
敗
、
小
事
尚
然
、
而
況
於
行
三
軍
乎
。

第
十
一
章

子
曰
、
富
而
可
求
也
、
雖
執
鞭
之
士
、
吾
亦
為
之
。
如
不
可
求
、
從
吾
所
好
。

（
「
執
鞭
」
は
、
王
ま
た
は
公
侯
な
ど
の
爵
位
を
持
っ
た
人
物
が
馬
車
で
外
出
と
帰

宅
の
時
に
、
衆
人
が
馬
車
を
避
け
る
よ
う
に
鞭
を
持
っ
て
衆
人
を
威
嚇
し
、
避
け

な
い
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
を
鞭
で
殴
る
、
こ
う
い
う
仕
事
を
「
執
鞭
」
と
呼
ぶ
。

「
執
鞭
」
は
賤
し
い
役
目
で
あ
っ
た
。
「
好
む
所
に
従
う
」
は
、
「
安
於
義
理
而
已

矣
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
義
理
」
（
つ
ま
り
「
理
」
）
に
従
う
だ
け
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
富
み
は
求
め
れ
ば
（
必
ず
）
得
ら

れ
る
も
の
な
ら
ば
、
「
執
鞭
」
の
仕
事
で
も
、
私
は
つ
と
め
る
の
だ
。
も
し
求
め

て
も
（
必
ず
）
得
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
「
理
」
に
従
う
だ
け
だ
。
」

集
注
：

「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
執
鞭
」
は
、
「
賤
し

き
者
の
事
」
（
『
周
礼
』
秋
官
・
司
寇
「
條
狼
氏
掌
執
鞭
以
趨
辟
。
王
出
入
、
則
八
人
夾
道
。

公
則
六
人
、
侯
伯
則
四
人
、
子
男
則
二
人
。
」
鄭
玄
注
「
趨
辟
、
趨
而
辟
行
人
、
若
今
卒
辟

車
之
為
也
。
」
孫
詒
讓
疏
「
掌
執
鞭
以
趨
辟
者
、
鞭
所
以
威
人
、
衆
有
不
辟
者
、
則
以
鞭
毆
之
。
」

『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
鄭
曰
、
富
貴
不
可
求
而
得
之
、
當
修
德
以
得
之
。
若
於
道
可
求
者
、

雖
執
鞭
之
賤
職
、
我
亦
為
之
」
、
つ
ま
り
、
王
ま
た
は
公
侯
な
ど
の
爵
位
を
持
っ
た
人
物
が

馬
車
で
外
出
と
帰
宅
の
時
に
、
衆
人
が
馬
車
を
避
け
る
よ
う
に
鞭
を
持
っ
て
衆
人
を
威
嚇
し
、

避
け
な
い
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
を
鞭
で
殴
る
、
こ
う
い
う
仕
事
を
「
執
鞭
」
と
呼
ぶ
。
「
執
鞭
」

は
賤
し
い
職
業
で
あ
っ
た
。
）「
設
言
す
る
に
、
富
若
し
求
む
可
け
れ
ば
」（
「
讀
「
富
而
可
求
」
章
、

曰
、
須
要
仔
細
看
「
富
而
可
求
也
」
一
句
。
上
面
自
是
虛
意
。
言
「
而
可
求
」
、
便
是
富
本

不
可
求
矣
」
、
つ
ま
り
、
富
は
も
と
も
と
求
め
れ
ば
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
仮

定
の
話
だ
が
、
富
は
も
し
求
め
れ
ば
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
」
、
と
い
う
こ
と
）
、
賤

し
い
仕
事
を
し
て
富
を
求
め
る
に
身
を
置
い
て
も
、
構
わ
な
い
。
し
か
し
「
命
」
（
「
曰
、
此

（8）

是
戒
慎
恐
懼
底
心
。
若
有
所
恐
懼
、
心
驚
膽
畏
、
便
不
得
了
。
孟
子
說
「
禹
惡
旨
酒
、
而
好

善
言
。
湯
立
賢
無
方
。
文
王
望
道
而
未
之
見
。
武
王
不
泄
邇
、
不
忘
遠
。
周
公
思
兼
三
王
。
」

許
多
事
、
皆
是
聖
人
事
、
然
有
小
大
不
同
、
如
「
惡
旨
酒
」
、
乃
是
事
之
小
者
。
「
思
兼
三
王
」
、

乃
是
事
之
大
者
。
然
亦
都
是
一
箇
戒
慎
恐
懼
底
心
。
人
心
多
縱
弛
、
便
都
放
去
。
若
是
聖
人

行
三
軍
、
這
便
是
不
易
之
法
。
非
特
行
軍
如
此
、
事
事
皆
然
。
莊
子
庖
丁
解
牛
神
妙
、
然
每

到
族
、
心
必
怵
然
為
之
一
動
、
然
後
解
去
。
心
動
、
便
是
懼
處
、
豈
是
似
醉
人
恣
意
胡
亂
做

去
。
」
「
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
」
、
比
「
用
之
則
行
、
舍
之
則
藏
」
、
固
是
大
相
遠
、
但
這

裏
面
道
理
也
自
完
具
、
無
欠
無
剩
。
某
嘗
說
、
聖
人
言
語
如
荷
葉
上
水
珠
子
、
一
顆
一
顆
圓
。
」

『
論
語
注
疏
』
邢
昺
疏
「
「
必
也
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
者
也
」
者
、
此
又
言
行
三
軍
所
與
之

人
、
必
須
臨
事
而
能
戒
懼
、
好
謀
而
有
成
功
者
、
吾
則
與
之
行
三
軍
之
事
也
、
所
以
誘
子
路

使
慎
其
勇
也
。
」
『
大
学
章
句
』
「
安
而
后
能
慮
」
朱
子
注
「
慮
、
謂
處
事
精
詳
」
、
つ
ま
り
、

「
懼
」
は
、
『
大
学
』
に
い
う
「
安
而
後
能
慮
」
の
「
慮
」
に
似
て
い
て
、
事
を
処
置
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
暇
な
時
に
は
既
に
す
べ
て
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
考
を
巡
ら
し
、
す
べ
て
を

了
解
し
た
上
に
、
事
に
臨
む
時
に
は
ま
た
更
に
よ
く
審
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
成
」

は
、
よ
く
計
画
を
練
っ
て
事
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
行
三
軍
」
（
つ
ま
り
三

軍
を
率
い
る
こ
と
）
を
共
に
す
る
者
が
必
ず
「
懼
」
と
「
成
」
を
実
行
で
き
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
軍
を
率
い
る
時
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
事
の
処
置
に
当
た
っ

て
も
皆
そ
う
で
あ
る
。
）
こ
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
は
、
皆
子
路
に
（
「
暴
虎
馮
河
」
の
）「
勇
」

を
抑
え
る
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
「
行
師
の
要
」
（
つ
ま
り
軍
を
率
い

る
場
合
の
最
も
肝
要
な
こ
と
）
は
、
実
は
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
子
路
は
、
思
う
に
、
知

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
謝
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
孔
子
は
、
「
行
藏
」
の
こ
と
に
お
い

て
は
、
「
意
無
く
、
必
無
し
。
」
（
「
問
、
用
舍
行
藏
。
曰
、
此
有
數
節
、
最
好
仔
細
看
。
未
說

到
用
舍
行
藏
處
、
且
先
看
箇
「
毋
意
、
毋
必
」
底
意
。
此
是
甚
底
心
。
渾
然
是
箇
天
理
。
」
「
余

國
秀
問
「
毋
意
、
必
、
固
、
我
」
。
曰
、
意
、
是
發
意
要
如
此
。
必
、
是
先
事
而
期
必
。
固
、

是
事
過
而
執
滯
。
到
我
、
但
知
有
我
、
不
知
有
人
。
必
之
時
淺
、
固
之
時
長
。
」「
「
意
、
必
、
固
、
我
」
、

亦
自
有
先
後
。
凡
起
意
作
一
事
、
便
用
必
期
之
望
。
所
期
之
事
或
未
至
、
或
已
過
、
又
執
滯

而
留
於
心
、
故
有
有
我
之
患
。
意
是
為
惡
先
鋒
、
我
是
為
惡
成
就
。
」
「
吳
仁
父
問
「
意
、
必
、

固
、
我
」
。
曰
、
須
知
四
者
之
相
生
、
凡
人
做
事
、
必
先
起
意
、
不
問
理
之
是
非
、
必
期
欲

事
成
而
已
。
事
既
成
、
是
非
得
失
已
定
、
又
復
執
滯
不
化
、
是
之
謂
固
。
三
者
只
成
就
得
一

箇
我
。
及
至
我
之
根
源
愈
大
、
少
間
三
者
又
從
這
裏
生
出
。
我
生
意
、
意
又
生
必
、
必
又
生
固
、

又
歸
宿
於
我
。
」
『
論
語
集
注
』
子
罕
「
子
絕
四
、
毋
意
、
毋
必
、
毋
固
、
毋
我
。
」
朱
子
注
「
絕
、

無
之
盡
者
。
毋
、
史
記
作
「
無
」
是
也
。
意
、
私
意
也
。
必
、
期
必
也
。
固
、
執
滯
也
。
我
、

私
己
也
。
四
者
相
為
終
始
、
起
於
意
、
遂
於
必
、
留
於
固
、
而
成
於
我
也
。
蓋
意
必
常
在
事
前
、

固
我
常
在
事
後
、
至
於
我
又
生
意
、
則
物
欲
牽
引
、
循
環
不
窮
矣
」
、
つ
ま
り
、「
毋
意
」
は
「
私

意
」
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、「
理
」
の
是
非
を
問
わ
な
い
こ
と
）
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、「
毋

必
」
は
「
必
期
」（
つ
ま
り
、
必
ず
期
待
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
）
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
）

そ
の
「
行
」
（
つ
ま
り
礼
楽
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
）
は
官
位
を
貪
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
し
、
そ
の
「
蔵
」
（
つ
ま
り
隠
遁
す
る
こ
と
）
は
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
も
し
私
欲
が
あ
れ
ば
、
登
用
さ
れ
な
く
て
も
「
行
」
を
求
め
る
し
、
辞
め
さ
せ

ら
れ
て
も
「
蔵
」
を
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
だ
顔
回
だ
け
が
こ
れ
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
路
は
、
私
欲
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
固
必
」
（
「
子

路
說
「
子
行
三
軍
、
則
誰
與
」
。
雖
無
私
意
、
然
猶
有
固
必
之
心
」
、
つ
ま
り
、「
固
必
」
は
「
執

滯
」
（
執
着
す
る
）
と
「
必
期
」
（
必
ず
期
待
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
）
の
こ
と
）
が
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
「
行
三
軍
」
（
つ
ま
り
三
軍
を
率
い
る
こ
と
）
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を
お
尋
ね
す
る
に
至
れ
ば
、
そ
の
話
し
は
ま
す
ま
す
卑
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
思
う
に
、
そ
の
「
失
」
（
つ
ま
り
「
暴
虎
馮
河
」
の
「
勇
」
）
の
為
に
彼

を
救
う
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
「
謀
」
（
つ
ま
り
深
く
謀
慮
を
巡
ら
す
こ
と
）
を
し
な
け

れ
ば
「
成
」
し
遂
げ
る
こ
と
は
な
く
、「
懼
」
（
「
處
事
精
詳
」
、
つ
ま
り
、
事
の
処
置
に
当
た
っ

て
は
思
慮
が
精
細
緻
密
で
あ
る
こ
と
）
を
し
な
け
れ
ば
必
ず
失
敗
す
る
。
小
さ
い
事
す
ら
な

お
そ
う
だ
か
ら
、
ま
し
て
「
行
三
軍
」
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
」

舍
、
上
聲
。
夫
、
音
扶
。
○
尹
氏
曰
、
用
舍
無
與
於
己
、
行
藏
安
於
所
遇
、
命
不
足
道
也
。

顏
子
幾
於
聖
人
、
故
亦
能
之
。

萬
二
千
五
百
人
為
軍
、
大
國
三
軍
。
子
路
見
孔
子
獨
美
顏
淵
、
自
負
其
勇
、
意
夫
子
若
行

三
軍
、
必
與
己
同
。

馮
、
皮
冰
反
。
好
、
去
聲
。
○
暴
虎
、
徒
搏
。
馮
河
、
徒
涉
。
懼
、
謂
敬
其
事
。
成
、
謂

成
其
謀
。
言
此
皆
以
抑
其
勇
而
教
之
、
然
行
師
之
要
實
不
外
此
、
子
路
蓋
不
知
也
。
○
謝
氏
曰
、

聖
人
於
行
藏
之
間
、
無
意
無
必
。
其
行
非
貪
位
、
其
藏
非
獨
善
也
。
若
有
欲
心
、
則
不
用
而
求
行
、

舍
之
而
不
藏
矣
、
是
以
惟
顏
子
為
可
以
與
於
此
。
子
路
雖
非
有
欲
心
者
、
然
未
能
無
固
必
也
、

至
以
行
三
軍
為
問
、
則
其
論
益
卑
矣
。
夫
子
之
言
、
蓋
因
其
失
而
救
之
。
夫
不
謀
無
成
、
不

懼
必
敗
、
小
事
尚
然
、
而
況
於
行
三
軍
乎
。

第
十
一
章

子
曰
、
富
而
可
求
也
、
雖
執
鞭
之
士
、
吾
亦
為
之
。
如
不
可
求
、
從
吾
所
好
。

（
「
執
鞭
」
は
、
王
ま
た
は
公
侯
な
ど
の
爵
位
を
持
っ
た
人
物
が
馬
車
で
外
出
と
帰

宅
の
時
に
、
衆
人
が
馬
車
を
避
け
る
よ
う
に
鞭
を
持
っ
て
衆
人
を
威
嚇
し
、
避
け

な
い
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
を
鞭
で
殴
る
、
こ
う
い
う
仕
事
を
「
執
鞭
」
と
呼
ぶ
。

「
執
鞭
」
は
賤
し
い
役
目
で
あ
っ
た
。
「
好
む
所
に
従
う
」
は
、
「
安
於
義
理
而
已

矣
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
義
理
」
（
つ
ま
り
「
理
」
）
に
従
う
だ
け
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
富
み
は
求
め
れ
ば
（
必
ず
）
得
ら

れ
る
も
の
な
ら
ば
、
「
執
鞭
」
の
仕
事
で
も
、
私
は
つ
と
め
る
の
だ
。
も
し
求
め

て
も
（
必
ず
）
得
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
「
理
」
に
従
う
だ
け
だ
。
」

集
注
：

「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
執
鞭
」
は
、
「
賤
し

き
者
の
事
」
（
『
周
礼
』
秋
官
・
司
寇
「
條
狼
氏
掌
執
鞭
以
趨
辟
。
王
出
入
、
則
八
人
夾
道
。

公
則
六
人
、
侯
伯
則
四
人
、
子
男
則
二
人
。
」
鄭
玄
注
「
趨
辟
、
趨
而
辟
行
人
、
若
今
卒
辟

車
之
為
也
。
」
孫
詒
讓
疏
「
掌
執
鞭
以
趨
辟
者
、
鞭
所
以
威
人
、
衆
有
不
辟
者
、
則
以
鞭
毆
之
。
」

『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
鄭
曰
、
富
貴
不
可
求
而
得
之
、
當
修
德
以
得
之
。
若
於
道
可
求
者
、

雖
執
鞭
之
賤
職
、
我
亦
為
之
」
、
つ
ま
り
、
王
ま
た
は
公
侯
な
ど
の
爵
位
を
持
っ
た
人
物
が

馬
車
で
外
出
と
帰
宅
の
時
に
、
衆
人
が
馬
車
を
避
け
る
よ
う
に
鞭
を
持
っ
て
衆
人
を
威
嚇
し
、

避
け
な
い
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
を
鞭
で
殴
る
、
こ
う
い
う
仕
事
を
「
執
鞭
」
と
呼
ぶ
。
「
執
鞭
」

は
賤
し
い
職
業
で
あ
っ
た
。
）「
設
言
す
る
に
、
富
若
し
求
む
可
け
れ
ば
」（
「
讀
「
富
而
可
求
」
章
、

曰
、
須
要
仔
細
看
「
富
而
可
求
也
」
一
句
。
上
面
自
是
虛
意
。
言
「
而
可
求
」
、
便
是
富
本

不
可
求
矣
」
、
つ
ま
り
、
富
は
も
と
も
と
求
め
れ
ば
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
仮

定
の
話
だ
が
、
富
は
も
し
求
め
れ
ば
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
」
、
と
い
う
こ
と
）
、
賤

し
い
仕
事
を
し
て
富
を
求
め
る
に
身
を
置
い
て
も
、
構
わ
な
い
。
し
か
し
「
命
」
（
「
曰
、
此
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誠
與
不
誠
、
不
必
求
之
恍
忽
之
間
也
」
、
つ
ま
り
、「
誠
」
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

こ
れ
に
よ
っ
て
の
、
「
神
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
神
明
」
）
が
祭
り
を
受
け
入
れ
て
く
れ

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
。
「
神
明
」
（
つ
ま
り
天
地
山
川
の
神
や
先
祖
の
霊
魂
）
は
あ
る

よ
う
な
、
な
い
よ
う
な
、
こ
う
い
う
状
態
な
の
で
、
人
間
は
た
だ
そ
の
「
誠
敬
」
を
尽
く
せ

ば
、
「
神
明
」
が
そ
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
に
「
来
格
」
（
「
鬼
神
只
是
氣
。
屈
伸
往

來
者
、
氣
也
。
」
「
曰
、
祭
祀
致
得
鬼
神
來
格
、
便
是
就
既
屈
之
氣
又
能
伸
也
。
」
「
所
謂
來
格
、

亦
略
有
些
神
底
意
思
。
以
我
之
精
神
感
彼
之
精
神
、
蓋
謂
此
也
。
」
「
人
精
神
飛
揚
、
心
不
在

殼
子
裏
面
、
便
害
事
」
、
つ
ま
り
、
散
じ
て
屈
し
て
去
っ
て
い
っ
た
気
が
ま
た
伸
び
て
や
っ

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
。
祭
祀
の
場
合
は
、
祭
祀
者
の
「
精
神
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
心
」

で
あ
る
が
、
凝
固
し
て
も
実
質
を
持
つ
形
体
を
形
成
し
な
い
気
）
と
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」

が
互
い
に
感
じ
あ
っ
て
、
そ
こ
で
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
が
祭
祀
の
場
に
や
っ
て
く
る
の
だ

が
、
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
は
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
祭
祀
者
が
「
誠
敬
」
を
尽
く

し
て
祭
り
を
行
え
ば
、
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
が
来
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
）

し
て
、
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
皆
こ
れ
に
お
い
て
決
ま

る
の
で
あ
る
。
戦
争
す
れ
ば
「
衆
」
（
『
周
易
』
師
「
彖
曰
、
師
、
衆
也
」
、
つ
ま
り
、
兵
士

た
ち
）
の
生
死
、
国
の
存
亡
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
疾
病
も
ま
た
我
が
身
の
生
死
存

亡
に
関
係
す
る
も
の
だ
か
ら
、
皆
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
尹
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。

「
孔
子
は
、
慎
ま
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
弟
子
は
そ
の
大
き
な
事
だ
け
を
記
録
し
た
の

で
あ
る
。
」

齊
、
側
皆
反
。
○
齊
之
為
言
齊
也
、
將
祭
而
齊
其
思
慮
之
不
齊
者
、
以
交
於
神
明
也
。
誠

之
至
與
不
至
、
神
之
饗
與
不
饗
、
皆
決
於
此
。
戰
則
衆
之
死
生
、
國
之
存
亡
繫
焉
、
疾
又
吾

身
之
所
以
死
生
存
亡
者
、
皆
不
可
以
不
謹
也
。
○
尹
氏
曰
、
夫
子
無
所
不
謹
、
弟
子
記
其
大

者
耳
。

第
十
三
章

子
在
齊
聞
韶
、
三
月
不
知
肉
味
。
曰
、
不
圖
為
樂
之
至
於
斯
也
。

（
「
韶
」
は
、
「
某
問
、
「
漢
家
周
舞
」
、
注
云
「
此
舜
舞
」
。
曰
、
遭
秦
之
暴
、
古
帝

王
樂
盡
亡
、
惟
韶
樂
獨
存
、
舜
舞
乃
此
舞
也
。
」
と
あ
り
、「
韶
」
は
善
を
尽
く
し
、

美
を
尽
く
し
た
も
の
と
、
孔
子
が
絶
賛
さ
れ
た
舜
の
創
作
し
た
舞
楽
で
あ
り
、
漢

代
ま
で
は
、
古
代
帝
王
の
楽
が
殆
ど
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
た
だ

「
韶
」
だ
け
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
三
月
肉
の
味
を
知
ら
ず
」
は
、
「
三
月
」

は
、
「
三
ヶ
月
」
の
意
で
は
な
く
、
数
ヶ
月
、
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、「
数
ヶ
月
の
間
肉
の
味
を
知
ら
な
か
っ
た
」
の
意
で
は
な
く
、「
韶
」

を
数
ヶ
月
学
ん
で
い
て
夢
中
の
余
り
、
つ
い
に
肉
の
味
を
知
ら
な
か
っ
た
（
つ
ま

り
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
は
斉
国
で

「
韶
」
（
つ
ま
り
舜
の
作
っ
た
音
楽
）
を
聴
い
て
、
（
感
動
し
て
）
三
月
（
つ
ま
り

数
ヶ
月
も
学
ん
で
）
、
（
遂
に
）
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
。
「
こ
の
音
楽

は
こ
こ
ま
で
の
（
美
し
い
）
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
（
つ

ま
り
深
く
感
嘆
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
。

集
注
：

「
史
記
に
「
三
月
」
の
上
に
「
学
之
」
の
二
字
有
り
。
」
（
『
史
記
』
孔
子
世
家
「
與
齊
太
師

（10）

只
是
氣
稟
之
命
。
富
貴
、
死
生
、
禍
福
、
貴
賤
、
皆
稟
之
氣
而
不
可
移
易
者
。
」
「
稟
得
豐
厚

者
、
便
富
。
」
「
稟
得
厚
底
、
則
富
。
」
「
稟
得
氣
之
華
美
者
、
則
富
盛
」
、
つ
ま
り
、
生
ま
れ

な
が
ら
稟
受
し
た
気
の
種
類
で
既
に
決
定
さ
れ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
）
が
あ
る

か
ら
、
求
め
れ
ば
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
け
れ
ば
、
「
義
理
」
（
「
理
」
）
に
従
う
だ
け
で

あ
る
。
ど
う
し
て
徒
に
賤
し
い
仕
事
を
し
て
侮
辱
を
受
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
蘇
氏
（
前
出
）

が
言
っ
た
。
「
孔
子
は
、
富
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
志
が
全
く
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て

そ
の
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
話
し
を
な
さ
っ
た
の
は
、
特

に
そ
の
決
し
て
求
め
れ
ば
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

楊
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
君
子
は
富
貴
を
嫌
う
か
ら
求
め
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
天

に
在
る
」
（
つ
ま
り
「
命
」
が
あ
る
）
の
だ
か
ら
、
求
め
ら
れ
る
「
道
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま

り
必
ず
富
貴
を
得
ら
れ
る
方
法
）
が
な
い
の
だ
。
」

好
、
去
聲
。
○
執
鞭
、
賤
者
之
事
。
設
言
富
若
可
求
、
則
雖
身
為
賤
役
以
求
之
、
亦
所
不
辭
。

然
有
命
焉
、
非
求
之
可
得
也
、
則
安
於
義
理
而
已
矣
、
何
必
徒
取
辱
哉
。
○
蘇
氏
曰
、
聖
人

未
嘗
有
意
於
求
富
也
、
豈
問
其
可
不
可
哉
。
為
此
語
者
、
特
以
明
其
決
不
可
求
爾
。
楊
氏
曰
、

君
子
非
惡
富
貴
而
不
求
、
以
其
在
天
、
無
可
求
之
道
也
。

第
十
二
章

子
之
所
慎
、
齊
、
戰
、
疾
。

（
「
齊
」
は
つ
ま
り
、
思
慮
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祭
祀
の
時
に
、
思
慮
を
整
え

る
こ
と
で
「
誠
敬
」
を
尽
く
し
、
祭
祀
者
が
「
誠
敬
」
を
尽
く
せ
ば
被
祭
祀
者
の

「
精
神
」
（
つ
ま
り
「
心
」
）
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
戰
」
は
つ
ま

り
戦
争
の
こ
と
で
あ
る
。
「
疾
」
は
つ
ま
り
疾
病
の
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
の
慎
ま

れ
た
こ
と
は
、
斉
、
戦
、
疾
で
あ
っ
た
。

集
注
：

「
齊
」
は
、
「
側
」
「
皆
」
の
反
。
「
斉
の
言
為
る
や
、
斉
な
り
。
将
に
祭
ら
ん
と
し
て
其
の

思
慮
の
斉
は
ざ
る
者
を
斉
へ
て
」
（
「
何
丞
說
、
敬
不
在
外
、
但
存
心
便
是
敬
。
先
生
曰
、
須

動
容
貌
、
整
思
慮
、
則
生
敬
。
」
「
林
問
「
思
無
邪
」
。
曰
、
人
之
踐
履
處
、
可
以
無
過
失
。

若
思
慮
亦
至
於
無
邪
、
則
是
徹
底
誠
實
、
安
得
不
謂
之
誠
」
、
つ
ま
り
、
「
「
斉
」
と
い
う
言

葉
は
「
斉
（
と
と
の
）
え
る
」
の
意
で
あ
る
。
祭
り
を
行
お
う
と
す
る
際
に
そ
の
思
慮
の
整
っ

て
い
な
い
の
を
整
え
て
」
と
い
う
こ
と
。
「
斉
」
は
、
こ
こ
で
は
、
整
え
る
こ
と
で
あ
り
、

思
慮
を
整
え
ば
即
ち
「
誠
」
で
あ
る
。
）「
神
明
に
交
わ
る
な
り
。
」（
「
蔡
行
夫
問
事
鬼
神
。
曰
、

古
人
交
神
明
之
道
、
無
些
子
不
相
接
處
。
古
人
立
尸
、
便
是
接
鬼
神
之
意
。
」
「
「
王
用
亨
于

西
山
」
、
言
誠
意
通
神
明
、
神
亦
隨
之
、
如
「
況
於
鬼
神
乎
」
之
意
」
、
つ
ま
り
、
天
地
山
川

の
神
や
先
祖
の
霊
魂
と
接
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
神
明
」
は
、
こ
こ
で
は
、
天
地
山
川
の

神
や
先
祖
の
霊
魂
の
こ
と
で
あ
り
、
「
交
」
は
、
こ
こ
で
は
、
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。
）
「
誠

の
至
る
と
至
ら
ざ
る
と
、
神
の
饗
く
る
と
饗
く
ら
ざ
る
と
」
（
「
祭
外
神
、
謂
山
林
溪
谷
之
神

能
興
雲
雨
者
、
此
孔
子
在
官
時
也
。
雖
神
明
若
有
若
亡
、
聖
人
但
盡
其
誠
敬
、
儼
然
如
神
明

之
來
格
、
得
以
與
之
接
也
。
「
吾
不
與
祭
、
如
不
祭
」
、
孔
子
自
謂
當
祭
之
時
、
或
有
故
而
使

人
攝
之
、
禮
雖
不
廢
、
然
不
得
自
盡
其
誠
敬
、
終
是
不
滿
於
心
也
。
范
氏
所
謂
「
有
其
誠
則

有
其
神
、
無
其
誠
則
無
其
神
」
。
蓋
神
明
不
可
見
、
惟
是
此
心
盡
其
誠
敬
、
專
一
在
於
所
祭

之
神
、
便
見
得
「
洋
洋
然
如
在
其
上
、
如
在
其
左
右
」
。
然
則
神
之
有
無
、
皆
在
於
此
心
之
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誠
與
不
誠
、
不
必
求
之
恍
忽
之
間
也
」
、
つ
ま
り
、「
誠
」
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

こ
れ
に
よ
っ
て
の
、
「
神
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
神
明
」
）
が
祭
り
を
受
け
入
れ
て
く
れ

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
。
「
神
明
」
（
つ
ま
り
天
地
山
川
の
神
や
先
祖
の
霊
魂
）
は
あ
る

よ
う
な
、
な
い
よ
う
な
、
こ
う
い
う
状
態
な
の
で
、
人
間
は
た
だ
そ
の
「
誠
敬
」
を
尽
く
せ

ば
、
「
神
明
」
が
そ
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
に
「
来
格
」
（
「
鬼
神
只
是
氣
。
屈
伸
往

來
者
、
氣
也
。
」
「
曰
、
祭
祀
致
得
鬼
神
來
格
、
便
是
就
既
屈
之
氣
又
能
伸
也
。
」
「
所
謂
來
格
、

亦
略
有
些
神
底
意
思
。
以
我
之
精
神
感
彼
之
精
神
、
蓋
謂
此
也
。
」
「
人
精
神
飛
揚
、
心
不
在

殼
子
裏
面
、
便
害
事
」
、
つ
ま
り
、
散
じ
て
屈
し
て
去
っ
て
い
っ
た
気
が
ま
た
伸
び
て
や
っ

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
。
祭
祀
の
場
合
は
、
祭
祀
者
の
「
精
神
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
心
」

で
あ
る
が
、
凝
固
し
て
も
実
質
を
持
つ
形
体
を
形
成
し
な
い
気
）
と
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」

が
互
い
に
感
じ
あ
っ
て
、
そ
こ
で
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
が
祭
祀
の
場
に
や
っ
て
く
る
の
だ

が
、
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
は
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
祭
祀
者
が
「
誠
敬
」
を
尽
く

し
て
祭
り
を
行
え
ば
、
被
祭
祀
者
の
「
精
神
」
が
来
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
）

し
て
、
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
皆
こ
れ
に
お
い
て
決
ま

る
の
で
あ
る
。
戦
争
す
れ
ば
「
衆
」
（
『
周
易
』
師
「
彖
曰
、
師
、
衆
也
」
、
つ
ま
り
、
兵
士

た
ち
）
の
生
死
、
国
の
存
亡
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
疾
病
も
ま
た
我
が
身
の
生
死
存

亡
に
関
係
す
る
も
の
だ
か
ら
、
皆
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
尹
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。

「
孔
子
は
、
慎
ま
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
弟
子
は
そ
の
大
き
な
事
だ
け
を
記
録
し
た
の

で
あ
る
。
」

齊
、
側
皆
反
。
○
齊
之
為
言
齊
也
、
將
祭
而
齊
其
思
慮
之
不
齊
者
、
以
交
於
神
明
也
。
誠

之
至
與
不
至
、
神
之
饗
與
不
饗
、
皆
決
於
此
。
戰
則
衆
之
死
生
、
國
之
存
亡
繫
焉
、
疾
又
吾

身
之
所
以
死
生
存
亡
者
、
皆
不
可
以
不
謹
也
。
○
尹
氏
曰
、
夫
子
無
所
不
謹
、
弟
子
記
其
大

者
耳
。

第
十
三
章

子
在
齊
聞
韶
、
三
月
不
知
肉
味
。
曰
、
不
圖
為
樂
之
至
於
斯
也
。

（
「
韶
」
は
、
「
某
問
、
「
漢
家
周
舞
」
、
注
云
「
此
舜
舞
」
。
曰
、
遭
秦
之
暴
、
古
帝

王
樂
盡
亡
、
惟
韶
樂
獨
存
、
舜
舞
乃
此
舞
也
。
」
と
あ
り
、「
韶
」
は
善
を
尽
く
し
、

美
を
尽
く
し
た
も
の
と
、
孔
子
が
絶
賛
さ
れ
た
舜
の
創
作
し
た
舞
楽
で
あ
り
、
漢

代
ま
で
は
、
古
代
帝
王
の
楽
が
殆
ど
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
た
だ

「
韶
」
だ
け
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
三
月
肉
の
味
を
知
ら
ず
」
は
、
「
三
月
」

は
、
「
三
ヶ
月
」
の
意
で
は
な
く
、
数
ヶ
月
、
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、「
数
ヶ
月
の
間
肉
の
味
を
知
ら
な
か
っ
た
」
の
意
で
は
な
く
、「
韶
」

を
数
ヶ
月
学
ん
で
い
て
夢
中
の
余
り
、
つ
い
に
肉
の
味
を
知
ら
な
か
っ
た
（
つ
ま

り
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
孔
子
は
斉
国
で

「
韶
」
（
つ
ま
り
舜
の
作
っ
た
音
楽
）
を
聴
い
て
、
（
感
動
し
て
）
三
月
（
つ
ま
り

数
ヶ
月
も
学
ん
で
）
、
（
遂
に
）
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
。
「
こ
の
音
楽

は
こ
こ
ま
で
の
（
美
し
い
）
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
（
つ

ま
り
深
く
感
嘆
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
。

集
注
：

「
史
記
に
「
三
月
」
の
上
に
「
学
之
」
の
二
字
有
り
。
」
（
『
史
記
』
孔
子
世
家
「
與
齊
太
師
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語
樂
、
聞
韶
音
、
學
之
、
三
月
不
知
肉
味
、
齊
人
稱
之
。
」
「
史
記
「
子
在
齊
聞
韶
音
、
學
之

三
月
、
不
知
肉
味
。
」「
三
月
」
當
作
一
點
。
蓋
是
學
韶
樂
三
月
耳
、
非
三
月
之
久
不
知
肉
味
也
。
」

「
學
之
亦
須
數
月
方
熟
。
三
月
、
大
約
只
是
言
其
久
、
不
是
真
箇
足
頭
九
十
日
、
至
九
十
一

日
便
知
肉
味
」
、
つ
ま
り
、
「
學
之
、
三
月
不
知
肉
味
」
と
読
む
の
で
は
な
く
、
「
學
之
三
月
、

不
知
肉
味
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
三
月
」
は
、
「
三
ヶ
月
」
の
意
で
は
な

く
、
数
か
月
、
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
）「
肉
の
味
を
知
ら
ず
」（
つ

ま
り
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
）
と
は
、
「
蓋
し
心
是
れ
に
一
に
し
て
他
に
及

ば
ざ
る
な
り
。
」
（
「
問
、
伊
川
疑
「
三
月
」
即
是
「
音
」
字
、
如
何
。
曰
、
此
處
最
要
看
他
「
不

知
肉
味
」
處
、
最
有
意
思
。
蓋
夫
子
知
韶
之
美
、
一
聞
之
、
則
感
之
至
深
、
學
之
三
月
、
故

至
於
不
知
肉
味
。
若
道
一
聞
之
便
三
月
不
知
肉
味
、
恐
無
此
道
理
、
伊
川
疑
得
自
是
。
但
史

記
上
有
「
學
之
」
二
字
、
伊
川
恐
適
不
曾
考
到
此
耳
。
觀
此
處
須
見
得
夫
子
之
心
與
舜
之
心

分
明
為
一
、
感
之
至
深
、
故
盡
心
以
學
之
、
念
念
在
此
而
自
不
能
忘
也
。
」
「
夫
子
之
心
與
韶

樂
相
契
、
所
以
不
知
肉
味
、
又
有
習
之
三
月
之
說
。
」
「
吳
伯
英
問
、
「
心
不
在
焉
、
則
食
而

不
知
其
味
」
、
是
心
不
得
其
正
也
。
然
夫
子
聞
韶
、
何
故
三
月
不
知
肉
味
。
曰
、
也
有
時
如
此
。

所
思
之
事
大
、
而
飲
食
不
足
以
奪
其
志
也
。
且
如
「
發
憤
忘
食
」
、
「
吾
嘗
終
日
不
食
」
、
皆

非
常
事
。
以
其
所
憤
所
思
之
大
、
自
不
能
忘
也
。
」「
子
聞
韶
音
、
學
之
三
月
、
不
知
肉
味
。「
學
之
」

一
節
、
不
知
如
何
、
今
正
好
看
其
忘
肉
味
處
。
這
裏
便
見
得
聖
人
之
樂
、
如
是
之
美
、
聖
人

之
心
、
如
是
之
誠
。
又
曰
、
聖
人
聞
韶
、
須
是
去
學
、
不
解
得
只
恁
休
了
。
學
之
亦
須
數
月

方
熟
。
三
月
、
大
約
只
是
言
其
久
、
不
是
真
箇
足
頭
九
十
日
、
至
九
十
一
日
便
知
肉
味
。
想

見
韶
樂
之
美
、
是
能
感
動
人
、
是
能
使
人
視
端
而
行
直
。
某
嘗
謂
、
今
世
人
有
目
不
得
見
先

王
之
禮
、
有
耳
不
得
聞
先
王
之
樂
、
此
大
不
幸
也
」
、
つ
ま
り
、
思
う
に
、
心
が
こ
れ
に
専

一
し
て
ほ
か
の
こ
と
に
気
配
り
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
「
韶
」
の

美
し
さ
を
知
っ
て
い
た
孔
子
は
、
そ
れ
を
聴
く
と
、
深
く
感
動
し
て
、
数
ヶ
月
も
学
ん
で
、

遂
に
肉
の
美
味
し
さ
さ
え
感
じ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
孔
子
の
心
が
舜
の

作
っ
た
「
韶
」
と
意
気
投
合
し
て
、
数
ヶ
月
も
学
ん
だ
こ
と
の
喜
び
を
表
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
）「
舜
の
作
っ
た
音
楽
は
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
（
孔
子
が
）

言
わ
れ
た
の
は
、「
韶
」
の
「
情
文
」（
「
世
固
有
人
硬
欲
行
古
禮
者
、
然
後
世
情
文
不
相
稱
。
」「
古

禮
繁
縟
、
後
人
於
禮
日
益
疏
略
。
然
居
今
而
欲
行
古
禮
、
亦
恐
情
文
不
相
稱
、
不
若
只
就
今

人
所
行
禮
中
刪
修
、
令
有
節
文
、
制
數
、
等
威
足
矣
。
」
「
儀
禮
、
不
是
古
人
預
作
一
書
如
此
。

初
間
只
以
義
起
、
漸
漸
相
襲
、
行
得
好
、
只
管
巧
、
至
於
情
文
極
細
密
、
極
周
經
處
。
」
「
今

朝
庭
宗
廟
之
禮
、
情
文
都
自
相
悖
、
不
曉
得
。
古
者
主
位
東
向
、
配
位
南
向
、
故
拜
即
望
西
。

今
既
一
列
皆
南
向
、
到
拜
時
亦
却
望
西
拜
、
都
自
相
背
。
古
者
用
籩
豆
簠
簋
等
陳
於
地
、
當

時
只
席
地
而
坐
、
故
如
此
飲
食
為
便
。
今
塑
像
高
高
在
上
、
而
祭
饌
反
陳
於
地
、
情
文
全
不

相
稱
。
」
「
曰
、
朋
友
交
游
固
有
淺
深
。
若
泛
然
之
交
、
一
一
要
周
旋
、
也
不
可
。
於
自
家
情

分
稍
厚
、
自
著
如
此
。
須
是
情
文
相
稱
、
若
汎
汎
施
之
、
却
是
曲
意
徇
物
」
、
つ
ま
り
、「
情
」

は
、
心
の
趣
や
気
持
ち
や
心
情
の
こ
と
で
あ
り
、
「
文
」
は
そ
の
心
の
趣
や
気
持
ち
や
心
情

に
応
じ
て
の
礼
楽
の
こ
と
で
あ
る
）
の
備
え
る
こ
と
を
極
め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
感
嘆

の
深
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
聖
人
で
な
け
れ
ば
こ
れ
ほ
ど

ま
で
の
感
動
に
及
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
范
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
「
韶
は
美

を
尽
く
し
、
又
た
善
を
尽
く
す
。
」
（
『
論
語
集
注
』
八
佾
「
子
謂
韶
、
盡
美
矣
、
又
盡
善
也
。

謂
武
、
盡
美
矣
、
未
盡
善
也
。
」
朱
子
注
「
韶
、
舜
樂
。
武
、
武
王
樂
。
美
者
、
聲
容
之
盛
。

善
者
、
美
之
實
也
。
舜
紹
堯
致
治
、
武
王
伐
紂
救
民
、
其
功
一
也
、
故
其
樂
皆
盡
美
。
然
舜

之
德
、
性
之
也
、
又
以
揖
遜
而
有
天
下
。
武
王
之
德
、
反
之
也
、
又
以
征
誅
而
得
天
下
、
故

其
實
有
不
同
者
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
が
舜
の
作
っ
た
「
韶
」
を
「
美
を
尽
く
し
、
善
を
尽
く

『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
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し
た
」
と
絶
賛
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
。
）
音
楽
の
そ
れ
よ
り
上
の
も
の
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
三
ヶ
月
も
学
ん
で
、
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
い
こ
と
に
至
り
、
こ
れ
ほ
ど
に
讃

嘆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
誠
」
（
「
聖
人
之
心
、
如
是
之
誠
。
」
「
誠
、
實
也
。
」
「
誠
者
、
真
實

無
妄
之
謂
。
」
「
誠
者
、
理
之
在
我
者
皆
實
而
無
偽
、
天
道
之
本
然
也
」
、
つ
ま
り
、「
理
」
に
適
っ

て
い
て
偽
り
の
な
い
こ
と
）
の
極
ま
り
で
あ
り
、
感
動
の
深
い
こ
と
で
あ
る
。
」

史
記
三
月
上
有
「
學
之
」
二
字
。
不
知
肉
味
、
蓋
心
一
於
是
而
不
及
乎
他
也
。
曰
、
不
意

舜
之
作
樂
至
於
如
此
之
美
、
則
有
以
極
其
情
文
之
備
、
而
不
覺
其
歎
息
之
深
也
、
蓋
非
聖
人

不
足
以
及
此
。
○
范
氏
曰
、
韶
盡
美
又
盡
善
、
樂
之
無
以
加
此
也
。
故
學
之
三
月
、
不
知
肉
味
、

而
歎
美
之
如
此
。
誠
之
至
、
感
之
深
也
。

第
十
四
章

冉
有
曰
、
夫
子
為
衛
君
乎
。
子
貢
曰
、
諾
。
吾
將
問
之
。
入
、
曰
、
伯
夷
、
叔
齊

何
人
也
。
曰
、
古
之
賢
人
也
。
曰
、
怨
乎
。
曰
、
求
仁
而
得
仁
、
又
何
怨
。
出
、
曰
、

夫
子
不
為
也
。

「
冉
有
」（
「
冉
有
、
孔
子
弟
子
、
名
求
。
」『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「
冉
求
、
字
子
有
、

少
孔
子
二
十
九
歳
。
」
裴
駰
集
解
「
鄭
玄
曰
、
魯
人
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
弟
子
の
子
有
）

が
「
先
生
は
衛
国
の
主
君
を
助
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
（
子
貢
に
）
聞
い
た
。

「
子
貢
」
（
「
子
貢
、
姓
端
木
、
名
賜
。
」
『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「
端
木
賜
、
衛

人
、
字
子
貢
、
少
孔
子
三
十
一
歳
。
」
「
子
貢
相
衞
、
而
結
駟
連
騎
、
排
藜
藿
入
窮

閻
、
過
謝
原
憲
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
弟
子
で
あ
り
、
衛
国
の
宰
相
を
務
め
た
こ
と

が
あ
る
）
は
「
よ
ろ
し
い
、
私
は
（
先
生
の
室
に
）
入
っ
て
お
尋
ね
し
て
み
よ
う
。
」

と
言
っ
た
。
入
っ
て
、「
伯
夷
、
叔
斉
は
ど
ん
な
人
物
で
す
か
。
」
と
お
尋
ね
し
た
。

「
昔
の
賢
人
だ
。
」
と
孔
子
が
答
え
ら
れ
た
。
「
後
悔
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
」
と

お
尋
ね
す
る
と
、
孔
子
が
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
の
だ
か
ら
、
ま
た
何
の
後
悔

が
あ
ろ
う
か
。
」
と
言
わ
れ
た
。
（
孔
子
の
室
を
）
出
て
、
言
っ
た
。
「
先
生
は
助

け
ら
れ
な
い
。
」

（
伯
夷
は
父
の
遺
命
を
尊
き
、
叔
斉
は
「
天
倫
」
（
こ
こ
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
の
違

い
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
即
ち
、
「
嫡
子
相
続
」
の
規
定
）
を
重
ん
じ
、

そ
の
国
を
譲
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
「
天
理
」
（
「
理
」
）
に
適
っ
て
の
行
為
で
心

の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
伯
夷
は
外
国
に
逃
げ
た
こ

と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
叔
斉
は
兄
に
君
位
を
譲
っ
た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ

を
得
た
。
だ
か
ら
、
二
人
と
も
国
を
譲
っ
た
こ
と
で
、
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た

り
」
の
で
あ
る
。
子
貢
は
、
国
を
譲
っ
た
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
後
悔

す
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
更
に
「
怨
み
た
る
か
」
と
お
尋
ね
し
た
の
だ
が
、「
仁

を
求
め
て
仁
を
得
た
り
。
又
た
何
ぞ
怨
み
ん
。
」
と
い
う
孔
子
の
答
え
を
聞
い
て
、

国
を
譲
っ
た
こ
と
こ
そ
「
理
」
に
適
っ
て
の
行
為
だ
と
知
り
、
そ
こ
で
「
孔
子
は

輒
を
助
け
な
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
為
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
こ
こ
で
は
、「
助
け
る
」
の
よ
う
な
意
味
）
で
あ
る
。
「
為
」
は
、「
助

け
る
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
「
衛
君
」
は
、「
出
公
の
輒
」（
『
論
語
集
注
』
子
路
「
子
路
曰
、

衛
君
待
子
而
為
政
、
子
將
奚
先
。
」
朱
子
注
「
衛
君
、
謂
出
公
輒
也
。
是
時
魯
哀
公
之
十
年
、
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
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し
た
」
と
絶
賛
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
。
）
音
楽
の
そ
れ
よ
り
上
の
も
の
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
三
ヶ
月
も
学
ん
で
、
肉
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
い
こ
と
に
至
り
、
こ
れ
ほ
ど
に
讃

嘆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
誠
」
（
「
聖
人
之
心
、
如
是
之
誠
。
」
「
誠
、
實
也
。
」
「
誠
者
、
真
實

無
妄
之
謂
。
」
「
誠
者
、
理
之
在
我
者
皆
實
而
無
偽
、
天
道
之
本
然
也
」
、
つ
ま
り
、「
理
」
に
適
っ

て
い
て
偽
り
の
な
い
こ
と
）
の
極
ま
り
で
あ
り
、
感
動
の
深
い
こ
と
で
あ
る
。
」

史
記
三
月
上
有
「
學
之
」
二
字
。
不
知
肉
味
、
蓋
心
一
於
是
而
不
及
乎
他
也
。
曰
、
不
意

舜
之
作
樂
至
於
如
此
之
美
、
則
有
以
極
其
情
文
之
備
、
而
不
覺
其
歎
息
之
深
也
、
蓋
非
聖
人

不
足
以
及
此
。
○
范
氏
曰
、
韶
盡
美
又
盡
善
、
樂
之
無
以
加
此
也
。
故
學
之
三
月
、
不
知
肉
味
、

而
歎
美
之
如
此
。
誠
之
至
、
感
之
深
也
。

第
十
四
章

冉
有
曰
、
夫
子
為
衛
君
乎
。
子
貢
曰
、
諾
。
吾
將
問
之
。
入
、
曰
、
伯
夷
、
叔
齊

何
人
也
。
曰
、
古
之
賢
人
也
。
曰
、
怨
乎
。
曰
、
求
仁
而
得
仁
、
又
何
怨
。
出
、
曰
、

夫
子
不
為
也
。

「
冉
有
」（
「
冉
有
、
孔
子
弟
子
、
名
求
。
」『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「
冉
求
、
字
子
有
、

少
孔
子
二
十
九
歳
。
」
裴
駰
集
解
「
鄭
玄
曰
、
魯
人
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
弟
子
の
子
有
）

が
「
先
生
は
衛
国
の
主
君
を
助
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
（
子
貢
に
）
聞
い
た
。

「
子
貢
」
（
「
子
貢
、
姓
端
木
、
名
賜
。
」
『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「
端
木
賜
、
衛

人
、
字
子
貢
、
少
孔
子
三
十
一
歳
。
」
「
子
貢
相
衞
、
而
結
駟
連
騎
、
排
藜
藿
入
窮

閻
、
過
謝
原
憲
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
弟
子
で
あ
り
、
衛
国
の
宰
相
を
務
め
た
こ
と

が
あ
る
）
は
「
よ
ろ
し
い
、
私
は
（
先
生
の
室
に
）
入
っ
て
お
尋
ね
し
て
み
よ
う
。
」

と
言
っ
た
。
入
っ
て
、「
伯
夷
、
叔
斉
は
ど
ん
な
人
物
で
す
か
。
」
と
お
尋
ね
し
た
。

「
昔
の
賢
人
だ
。
」
と
孔
子
が
答
え
ら
れ
た
。
「
後
悔
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
」
と

お
尋
ね
す
る
と
、
孔
子
が
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
の
だ
か
ら
、
ま
た
何
の
後
悔

が
あ
ろ
う
か
。
」
と
言
わ
れ
た
。
（
孔
子
の
室
を
）
出
て
、
言
っ
た
。
「
先
生
は
助

け
ら
れ
な
い
。
」

（
伯
夷
は
父
の
遺
命
を
尊
き
、
叔
斉
は
「
天
倫
」
（
こ
こ
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
の
違

い
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
即
ち
、
「
嫡
子
相
続
」
の
規
定
）
を
重
ん
じ
、

そ
の
国
を
譲
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
「
天
理
」
（
「
理
」
）
に
適
っ
て
の
行
為
で
心

の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
伯
夷
は
外
国
に
逃
げ
た
こ

と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
叔
斉
は
兄
に
君
位
を
譲
っ
た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ

を
得
た
。
だ
か
ら
、
二
人
と
も
国
を
譲
っ
た
こ
と
で
、
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た

り
」
の
で
あ
る
。
子
貢
は
、
国
を
譲
っ
た
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
後
悔

す
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
更
に
「
怨
み
た
る
か
」
と
お
尋
ね
し
た
の
だ
が
、「
仁

を
求
め
て
仁
を
得
た
り
。
又
た
何
ぞ
怨
み
ん
。
」
と
い
う
孔
子
の
答
え
を
聞
い
て
、

国
を
譲
っ
た
こ
と
こ
そ
「
理
」
に
適
っ
て
の
行
為
だ
と
知
り
、
そ
こ
で
「
孔
子
は

輒
を
助
け
な
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
為
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
こ
こ
で
は
、「
助
け
る
」
の
よ
う
な
意
味
）
で
あ
る
。
「
為
」
は
、「
助

け
る
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
「
衛
君
」
は
、「
出
公
の
輒
」（
『
論
語
集
注
』
子
路
「
子
路
曰
、

衛
君
待
子
而
為
政
、
子
將
奚
先
。
」
朱
子
注
「
衛
君
、
謂
出
公
輒
也
。
是
時
魯
哀
公
之
十
年
、
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『
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（
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熹
撰
）
の
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本
語
訳
（
述
而
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中
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）
―
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は
衛
国
の
君
主
を
斥
言
し
な
い
で
、
伯
夷
と
叔
齊
の
こ
と
を
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
孔
子
が
こ

の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
衛
国
の
主
君
を
助
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
た

の
で
あ
る
。
「
蓋
し
伯
夷
は
父
命
を
以
て
尊
し
と
為
し
、
叔
斉
は
天
倫
を
以
て
重
し
と
為
す
。

其
の
国
を
遜
る
や
、
皆
な
天
理
の
正
に
合
し
て
、
人
心
の
安
き
に
即
く
所
以
を
求
む
。
」
（
「
曰
、

伯
夷
不
敢
安
嫡
長
之
分
、
以
違
君
父
之
命
。
叔
齊
不
敢
從
父
兄
之
命
、
以
亂
嫡
庶
之
義
、
這

便
是
「
求
仁
」
。
伯
夷
安
於
逃
、
叔
齊
安
於
讓
、
而
其
心
舉
無
隉
杌
之
慮
、
這
便
是
「
得
仁
」
否
。

曰
、
然
。
衛
君
便
是
不
能
求
仁
耳
。
」
「
便
見
得
夷
齊
兄
弟
所
處
、
無
非
天
理
。
蒯
輒
父
子
所

向
、
無
非
人
欲
。
二
者
相
去
、
奚
啻
溌
贽
、
美
玉
、
直
截
天
淵
矣
。
」
「
問
、
子
貢
欲
知
為
衛

君
、
何
故
問
夷
齊
。
曰
、
一
箇
是
父
子
爭
國
、
一
箇
是
兄
弟
讓
國
、
此
是
、
則
彼
非
可
知
。
問
、

何
故
又
問
「
怨
乎
」
。
曰
、
此
又
審
一
審
。
所
以
夫
子
言
「
求
仁
得
仁
」
、
是
就
心
上
本
原
處
說
。

凡
讓
出
於
不
得
已
、
便
有
怨
。
夷
齊
之
讓
、
是
合
當
恁
地
、
乃
天
理
之
當
然
、
又
何
怨
。
大

綱
衛
君
底
固
為
不
是
、
到
此
越
見
得
衛
君
沒
道
理
」
、
つ
ま
り
、
思
う
に
、
伯
夷
は
父
の
遺

命
を
尊
き
、
叔
斉
は
「
天
倫
」
（
こ
こ
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
の
違
い
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

る
が
、
即
ち
、「
嫡
子
相
続
」
の
規
定
）
を
重
ん
じ
、
そ
の
国
を
譲
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
「
天
理
」

（
「
理
」
）
に
適
っ
て
の
行
為
で
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
。
伯
夷
は
外
国
に
逃
げ
た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
叔
斉
は
兄
に
君
位
を
譲
っ

た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
た
。
だ
か
ら
、
二
人
と
も
国
を
譲
っ
た
こ
と
で
、
「
仁
を
求
め

て
仁
を
得
た
り
」
の
で
あ
る
。
）
既
に
二
人
と
も
そ
の
「
志
を
得
た
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
仁

を
求
め
て
仁
を
得
た
り
」
）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
を
捨
て
る
の
を
見
る
こ
と
、「
敝
蹝
」
（
『
孟

子
集
注
』
尽
心
上
「
曰
、
舜
視
棄
天
下
、
猶
棄
敝
蹝
也
。
」
朱
子
注
「
蹝
、
草
履
也
」
、
つ
ま

り
、
破
れ
た
草
履
」
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
何
の
後
悔
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
衛
国

の
輒
が
国
に
居
て
父
の
入
国
を
拒
ん
で
ひ
た
す
ら
君
位
を
失
う
の
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
「
其
れ
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
」
（
『
史
記
』
秦
始
皇
本

紀
「
比
權
量
力
、
則
不
可
同
年
而
語
矣
」
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
伯
夷
、

叔
斉
は
、
国
を
譲
っ
て
外
国
に
逃
げ
、
討
伐
を
諫
め
て
餓
死
し
た
こ
と
、
最
後
ま
で
後
悔
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
夫
子
以
て
賢
と
為
す
。
故
に
其
の
輒
と
与
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
。
」

（
「
夫
子
說
「
古
之
賢
人
也
」
。
賢
人
固
有
做
得
間
不
恰
好
處
、
便
未
知
得
夷
齊
之
讓
是
與
不
是
。

若
是
、
不
必
遜
、
則
終
未
免
有
怨
悔
。
若
有
怨
悔
、
則
讓
便
未
得
為
是
。
如
此
、
則
未
見
得

夫
子
不
為
輒
。
所
以
更
問
「
怨
乎
」
。
夫
子
說
「
求
仁
而
得
仁
、
又
何
怨
」
。
恁
地
便
是
要
讓
、

讓
方
是
合
這
道
理
。
既
是
以
讓
為
合
理
、
則
始
知
夫
子
之
不
為
輒
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
が
「
伯

夷
と
叔
斉
は
昔
の
賢
人
だ
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
子
貢
は
孔
子
が
そ
の
輒
を
助
け
な

い
こ
と
が
分
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
子
貢
は
、
国
を
譲
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
な
け
れ

ば
伯
夷
と
叔
斉
が
後
悔
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
更
に
「
怨
み
た
る
か
」
と
お
尋
ね
し

た
の
だ
が
、
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
り
。
又
た
何
ぞ
怨
み
ん
。
」
と
い
う
孔
子
の
答
え
を
聞

い
て
、
国
を
譲
っ
た
こ
と
こ
そ
「
理
」
に
適
っ
て
の
行
為
だ
と
知
り
、
そ
こ
で
「
孔
子
は
輒

を
助
け
な
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
）
」

為
、
去
聲
。
○
為
、
猶
助
也
。
衛
君
、
出
公
輒
也
。
靈
公
逐
其
世
子
蒯
聵
。
公
薨
、
而
國

人
立
蒯
聵
之
子
輒
。
於
是
晉
納
蒯
聵
而
輒
拒
之
。
時
孔
子
居
衛
、
衛
人
以
蒯
聵
得
罪
於
父
、

而
輒
嫡
孫
當
立
、
故
冉
有
疑
而
問
之
。
諾
、
應
辭
也
。

伯
夷
、
叔
齊
、
孤
竹
君
之
二
子
。
其
父
將
死
、
遺
命
立
叔
齊
。
父
卒
、
叔
齊
遜
伯
夷
。
伯

夷
曰
、
父
命
也
。
遂
逃
去
、
叔
齊
亦
不
立
而
逃
之
、
國
人
立
其
中
子
。
其
後
武
王
伐
紂
、
夷
、

齊
扣
馬
而
諫
。
武
王
滅
商
、
夷
、
齊
恥
食
周
粟
、
去
隱
于
首
陽
山
、
遂
餓
而
死
。
怨
、
猶
悔
也
。

（14）

孔
子
自
楚
反
乎
衛
。
」
『
春
秋
左
氏
伝
集
解
』
哀
公
二
年
伝
「
且
亡
人
之
子
輒
在
。
」
杜
預
集

解
「
輒
、
蒯
聵
之
子
出
公
也
。
靈
公
適
孫
」
、
つ
ま
り
、
輒
は
、
衛
国
君
主
の
出
公
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。
輒
は
、
荘
公
蒯
聵
の
子
、
霊
公
の
孫
で
あ
る
。
）
「
霊
公
は
其
の
世
子
蒯
聵
を

逐
ふ
。
」
（
『
孟
子
』
滕
文
公
上
「
滕
文
公
為
世
子
、
將
之
楚
、
過
宋
而
見
孟
子
。
」
朱
子
注
「
世

子
、
太
子
也
。
」
『
論
語
集
注
』
子
路
「
故
君
子
名
之
必
可
言
也
、
言
之
必
可
行
也
。
君
子
於

其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
。
」
朱
子
注
「
胡
氏
曰
、
衛
世
子
蒯
聵
恥
其
母
南
子
之
淫
亂
、
欲
殺

之
不
果
而
出
奔
。
靈
公
欲
立
公
子
郢
、
郢
辭
。
公
卒
、
夫
人
立
之
、
又
辭
。
乃
立
蒯
聵
之
子
輒
、

以
拒
蒯
聵
。
夫
蒯
聵
欲
殺
母
、
得
罪
於
父
、
而
輒
據
國
以
拒
父
、
皆
無
父
之
人
也
、
其
不
可

有
國
也
明
矣
。
夫
子
為
政
、
而
以
正
名
為
先
。
必
將
具
其
事
之
本
末
、
告
諸
天
王
、
請
于
方
伯
、

命
公
子
郢
而
立
之
。
則
人
倫
正
、
天
理
得
、
名
正
言
順
而
事
成
矣
」
、
つ
ま
り
、「
世
子
」
は
、

太
子
の
こ
と
で
あ
り
、
衛
国
の
太
子
蒯
聵
が
母
の
南
子
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、
失
敗
し
て
外

国
（
宋
国
）
に
亡
命
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
）
霊
公
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
衛
国
の
人
々
が
蒯

聵
の
子
供
の
輒
を
国
君
と
擁
立
し
た
。
そ
こ
で
晋
国
が
蒯
聵
を
衛
国
に
帰
国
さ
せ
よ
う
と
し

た
が
、
輒
は
蒯
聵
の
衛
国
へ
の
入
国
を
拒
否
し
た
。
当
時
、
孔
子
が
衛
国
に
滞
在
し
て
い
た
。

衛
国
の
人
々
は
、
蒯
聵
が
父
か
ら
罪
を
受
け
た
か
ら
、
（
霊
公
の
）
嫡
孫
の
輒
が
国
君
と
な

る
べ
き
と
考
え
て
い
た
。
「
故
に
冉
有
疑
ひ
て
之
を
問
ふ
。
」
（
「
「
夫
子
為
衛
君
乎
。
」
若
只
言

以
子
拒
父
、
自
不
須
疑
而
問
。
今
冉
子
疑
夫
子
為
衛
君
者
、
以
常
法
言
之
、
則
衛
公
輒
亦
於

義
當
立
者
也
。
以
輒
當
立
、
故
疑
夫
子
必
助
之
」
、
つ
ま
り
、
そ
れ
故
に
冉
有
が
疑
問
に
思
っ

て
質
問
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
冉
有
は
、
孔
子
が
必
ず
輒
を
助
け
る
と
思
っ
て
、
そ
こ
で
「
夫

子
は
衛
の
君
を
為
（
た
す
）
け
ん
か
。
」
と
子
貢
に
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
）
「
諾
」
は
、
同
意

を
表
す
応
答
の
言
葉
（
つ
ま
り
、
「
よ
し
」
「
よ
ろ
し
い
」
の
意
）
で
あ
る
。

「
伯
夷
、
叔
齊
は
、
孤
竹
君
の
二
子
な
り
。
」
（
「
伯
夷
、
孤
竹
君
之
長
子
。
」
『
史
記
』
伯
夷

列
伝
「
其
傳
曰
、
伯
夷
、
叔
齊
、
孤
竹
君
之
二
子
也
。
」
司
馬
貞
索
隠
「
按
、
「
其
傳
」
蓋
韓

詩
外
傳
及
呂
氏
春
秋
也
。
其
傳
云
孤
竹
君
、
是
殷
湯
三
月
丙
寅
日
所
封
。
相
傳
至
夷
、
齊
之
父
、

名
初
、
字
子
朝
。
伯
夷
名
允
、
字
公
信
。
叔
齊
名
致
、
字
公
達
。
解
者
云
夷
、
齊
、
謚
也
。
伯
、
仲
、

又
其
長
少
之
字
。
」
張
守
節
正
義
「
本
前
注
「
丙
寅
」
作
「
殷
湯
正
月
三
日
丙
寅
」
。
括
地
志
云
、

孤
竹
古
城
在
盧
龍
縣
南
十
二
里
、
殷
時
諸
侯
孤
竹
國
也
」
、
つ
ま
り
、
伯
夷
と
叔
齊
は
、
殷

の
孤
竹
と
い
う
諸
侯
国
の
国
君
の
二
人
の
子
供
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
伯
夷
が
長
男
で
あ

る
。
）
そ
の
父
親
が
亡
く
な
り
か
け
た
時
に
、
三
男
の
叔
斉
を
主
君
に
立
て
る
と
い
う
遺
命

を
残
し
た
。
父
親
が
亡
く
な
り
、
叔
斉
が
君
位
を
長
男
の
伯
夷
に
譲
ろ
う
と
し
た
。
伯
夷
は

「
父
の
遺
命
だ
」
と
言
っ
て
、
す
ぐ
に
外
国
に
逃
げ
た
。
叔
斉
も
君
位
を
継
が
ず
逃
げ
た
か
ら
、

「
国
人
其
の
中
子
を
立
つ
。
」
（
「
吳
伯
英
問
、
夷
齊
讓
國
而
去
、
一
以
父
命
為
尊
、
一
以
天
倫

為
重
、
要
各
得
其
本
心
之
正
、
而
盡
乎
天
理
之
公
矣
。
所
謂
孤
竹
君
、
當
時
或
無
中
子
之
可

立
、
則
二
子
將
奈
何
。
曰
、
縱
二
子
不
立
、
則
其
宗
社
之
有
賢
子
弟
、
立
之
可
也
」
、
つ
ま
り
、

衛
国
の
人
々
が
そ
の
次
男
（
仲
馮
）
を
主
君
に
立
て
た
、
と
い
う
こ
と
。
「
も
し
長
男
と
三

男
の
間
の
次
男
が
い
な
い
場
合
は
、
国
に
優
秀
な
人
物
が
あ
れ
ば
、
主
君
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
と
朱
子
が
説
明
し
て
い
る
。
）
そ
の
後
、
周
の
武
王
が
紂
を
討
伐
し
よ
う
と
し
た
時
、

伯
夷
と
叔
斉
が
武
王
の
乗
っ
て
い
る
馬
を
引
き
留
め
て
諫
め
た
。
武
王
が
商
（
殷
）
を
滅
ぼ

し
た
後
に
、
伯
夷
と
叔
斉
が
周
の
穀
物
を
食
べ
る
こ
と
を
恥
じ
て
、
周
を
去
っ
て
首
陽
山
に

隠
遁
し
て
、
遂
に
餓
死
し
た
。「
怨
」
は
、「
悔
い
る
」「
後
悔
す
る
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。「
君

子
是
の
邦
に
居
れ
ば
、
其
の
大
夫
を
誹
ら
ず
」（
『
孔
子
家
語
』
子
貢
問
「
子
貢
出
、
謂
子
路
曰
、

子
謂
夫
子
而
弗
知
之
乎
、
夫
子
徒
無
所
不
知
也
。
子
問
非
也
。
禮
、
居
是
邦
、
則
不
非
其
大

夫
」
、
つ
ま
り
、
君
子
が
こ
の
国
に
居
れ
ば
、
こ
の
国
の
大
夫
を
誹
ら
な
い
の
が
礼
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
）
、
ま
し
て
や
そ
の
主
君
に
対
し
て
な
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
子
貢

77
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熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（15）

は
衛
国
の
君
主
を
斥
言
し
な
い
で
、
伯
夷
と
叔
齊
の
こ
と
を
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
孔
子
が
こ

の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
衛
国
の
主
君
を
助
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
た

の
で
あ
る
。
「
蓋
し
伯
夷
は
父
命
を
以
て
尊
し
と
為
し
、
叔
斉
は
天
倫
を
以
て
重
し
と
為
す
。

其
の
国
を
遜
る
や
、
皆
な
天
理
の
正
に
合
し
て
、
人
心
の
安
き
に
即
く
所
以
を
求
む
。
」
（
「
曰
、

伯
夷
不
敢
安
嫡
長
之
分
、
以
違
君
父
之
命
。
叔
齊
不
敢
從
父
兄
之
命
、
以
亂
嫡
庶
之
義
、
這

便
是
「
求
仁
」
。
伯
夷
安
於
逃
、
叔
齊
安
於
讓
、
而
其
心
舉
無
隉
杌
之
慮
、
這
便
是
「
得
仁
」
否
。

曰
、
然
。
衛
君
便
是
不
能
求
仁
耳
。
」
「
便
見
得
夷
齊
兄
弟
所
處
、
無
非
天
理
。
蒯
輒
父
子
所

向
、
無
非
人
欲
。
二
者
相
去
、
奚
啻
溌
贽
、
美
玉
、
直
截
天
淵
矣
。
」
「
問
、
子
貢
欲
知
為
衛

君
、
何
故
問
夷
齊
。
曰
、
一
箇
是
父
子
爭
國
、
一
箇
是
兄
弟
讓
國
、
此
是
、
則
彼
非
可
知
。
問
、

何
故
又
問
「
怨
乎
」
。
曰
、
此
又
審
一
審
。
所
以
夫
子
言
「
求
仁
得
仁
」
、
是
就
心
上
本
原
處
說
。

凡
讓
出
於
不
得
已
、
便
有
怨
。
夷
齊
之
讓
、
是
合
當
恁
地
、
乃
天
理
之
當
然
、
又
何
怨
。
大

綱
衛
君
底
固
為
不
是
、
到
此
越
見
得
衛
君
沒
道
理
」
、
つ
ま
り
、
思
う
に
、
伯
夷
は
父
の
遺

命
を
尊
き
、
叔
斉
は
「
天
倫
」
（
こ
こ
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
の
違
い
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

る
が
、
即
ち
、「
嫡
子
相
続
」
の
規
定
）
を
重
ん
じ
、
そ
の
国
を
譲
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
「
天
理
」

（
「
理
」
）
に
適
っ
て
の
行
為
で
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
。
伯
夷
は
外
国
に
逃
げ
た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
叔
斉
は
兄
に
君
位
を
譲
っ

た
こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
た
。
だ
か
ら
、
二
人
と
も
国
を
譲
っ
た
こ
と
で
、
「
仁
を
求
め

て
仁
を
得
た
り
」
の
で
あ
る
。
）
既
に
二
人
と
も
そ
の
「
志
を
得
た
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
仁

を
求
め
て
仁
を
得
た
り
」
）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
を
捨
て
る
の
を
見
る
こ
と
、「
敝
蹝
」
（
『
孟

子
集
注
』
尽
心
上
「
曰
、
舜
視
棄
天
下
、
猶
棄
敝
蹝
也
。
」
朱
子
注
「
蹝
、
草
履
也
」
、
つ
ま

り
、
破
れ
た
草
履
」
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
何
の
後
悔
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
衛
国

の
輒
が
国
に
居
て
父
の
入
国
を
拒
ん
で
ひ
た
す
ら
君
位
を
失
う
の
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
「
其
れ
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
」
（
『
史
記
』
秦
始
皇
本

紀
「
比
權
量
力
、
則
不
可
同
年
而
語
矣
」
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
伯
夷
、

叔
斉
は
、
国
を
譲
っ
て
外
国
に
逃
げ
、
討
伐
を
諫
め
て
餓
死
し
た
こ
と
、
最
後
ま
で
後
悔
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
夫
子
以
て
賢
と
為
す
。
故
に
其
の
輒
と
与
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
。
」

（
「
夫
子
說
「
古
之
賢
人
也
」
。
賢
人
固
有
做
得
間
不
恰
好
處
、
便
未
知
得
夷
齊
之
讓
是
與
不
是
。

若
是
、
不
必
遜
、
則
終
未
免
有
怨
悔
。
若
有
怨
悔
、
則
讓
便
未
得
為
是
。
如
此
、
則
未
見
得

夫
子
不
為
輒
。
所
以
更
問
「
怨
乎
」
。
夫
子
說
「
求
仁
而
得
仁
、
又
何
怨
」
。
恁
地
便
是
要
讓
、

讓
方
是
合
這
道
理
。
既
是
以
讓
為
合
理
、
則
始
知
夫
子
之
不
為
輒
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
が
「
伯

夷
と
叔
斉
は
昔
の
賢
人
だ
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
子
貢
は
孔
子
が
そ
の
輒
を
助
け
な

い
こ
と
が
分
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
子
貢
は
、
国
を
譲
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
な
け
れ

ば
伯
夷
と
叔
斉
が
後
悔
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
更
に
「
怨
み
た
る
か
」
と
お
尋
ね
し

た
の
だ
が
、
「
仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
り
。
又
た
何
ぞ
怨
み
ん
。
」
と
い
う
孔
子
の
答
え
を
聞

い
て
、
国
を
譲
っ
た
こ
と
こ
そ
「
理
」
に
適
っ
て
の
行
為
だ
と
知
り
、
そ
こ
で
「
孔
子
は
輒

を
助
け
な
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
）
」

為
、
去
聲
。
○
為
、
猶
助
也
。
衛
君
、
出
公
輒
也
。
靈
公
逐
其
世
子
蒯
聵
。
公
薨
、
而
國

人
立
蒯
聵
之
子
輒
。
於
是
晉
納
蒯
聵
而
輒
拒
之
。
時
孔
子
居
衛
、
衛
人
以
蒯
聵
得
罪
於
父
、

而
輒
嫡
孫
當
立
、
故
冉
有
疑
而
問
之
。
諾
、
應
辭
也
。

伯
夷
、
叔
齊
、
孤
竹
君
之
二
子
。
其
父
將
死
、
遺
命
立
叔
齊
。
父
卒
、
叔
齊
遜
伯
夷
。
伯

夷
曰
、
父
命
也
。
遂
逃
去
、
叔
齊
亦
不
立
而
逃
之
、
國
人
立
其
中
子
。
其
後
武
王
伐
紂
、
夷
、

齊
扣
馬
而
諫
。
武
王
滅
商
、
夷
、
齊
恥
食
周
粟
、
去
隱
于
首
陽
山
、
遂
餓
而
死
。
怨
、
猶
悔
也
。
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（17）

富
貴
、
視
之
如
浮
雲
、
不
以
彼
之
輕
、
易
吾
之
重
。
若
義
而
得
富
貴
、
便
是
當
得
、
如
何
掉

脫
得
。
如
舜
禹
有
天
下
、
固
說
道
「
不
與
」
、
亦
只
恁
地
安
處
之
。
又
如
「
所
以
長
守
貴
也
、

所
以
長
守
富
也
」
、
義
當
得
之
、
亦
自
當
恁
地
保
守
」
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
不
義
の
富
貴
」
（
「
義

者
、
天
理
之
所
宜
。
」
『
孟
子
集
注
』
離
婁
上
「
仁
、
人
之
安
宅
也
。
義
、
人
之
正
路
也
。
」

朱
子
注
「
義
者
、
宜
也
、
乃
天
理
之
當
行
、
無
人
欲
之
邪
曲
、
故
曰
正
路
」
、
つ
ま
り
、
「
天

理
」
（
「
理
」
）
に
適
わ
ず
し
て
得
た
富
貴
）
を
見
る
こ
と
が
、
浮
雲
の
あ
る
よ
う
で
な
い
も

の
に
対
す
る
が
如
く
、
「
漠
然
」
（
「
問
「
道
千
乘
之
國
」
章
。
曰
、
龜
山
說
此
處
、
極
好
看
。

今
若
治
國
不
本
此
五
者
、
則
君
臣
上
下
漠
然
無
干
涉
、
何
以
為
國
」
、
つ
ま
り
、「
冷
淡
」
「
無

関
心
」
の
こ
と
）
と
し
て
そ
れ
に
心
が
動
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
「
「
天
理
」
に
適
っ

て
得
た
富
貴
な
ら
ば
（
「
若
義
而
得
富
貴
」
）
、
こ
れ
は
得
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
ま
た
当
然

守
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
」
と
朱
子
が
説
明
し
て
い
る
。
）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
粗

末
な
飯
と
水
だ
け
の
食
事
を
楽
し
む
の
で
は
な
い
。
粗
末
な
飯
と
水
だ
け
の
食
事
だ
が
、
そ

の
楽
し
む
こ
と
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
義
の
富
貴
を
、
浮
雲
の
よ
う
に
軽
視
す
る
。
」

ま
た
言
っ
た
。
「
「
須
く
楽
し
む
所
の
者
は
何
事
か
を
知
る
べ
し
。
」
（
「
問
、
「
樂
亦
在
其
中
」
、

聖
人
何
為
如
是
之
樂
。
曰
、
正
要
理
會
聖
人
之
心
如
何
得
恁
地
。
聖
人
之
心
更
無
些
子
渣
滓
。

故
我
之
心
淘
來
淘
去
、
也
要
知
聖
人
之
心
。
」
「
渣
滓
是
私
意
人
欲
。
」
「
「
樂
亦
在
其
中
」
、
此

樂
與
貧
富
自
不
相
干
、
是
別
有
樂
處
。
如
氣
壯
底
人
、
遇
熱
亦
不
怕
、
遇
寒
亦
不
怕
。
若
氣
虛
、

則
必
為
所
動
矣
」
、
つ
ま
り
、
楽
し
ん
で
い
た
の
は
何
の
事
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、「
聖
人
の
心
に
は
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」
（
つ
ま
り
私
意
・

私
欲
）
も
な
い
か
ら
、
当
然
楽
し
む
の
で
あ
る
。
そ
の
楽
し
む
こ
と
は
貧
富
に
関
係
な
い
も

の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
）
」

飯
、
符
晚
反
。
食
、
音
嗣
。
枕
、
去
聲
。
樂
、
音
洛
。
○
飯
、
食
之
也
。
疏
食
、
麤
飯
也
。

聖
人
之
心
、渾
然
天
理
、
雖
處
困
極
、
而
樂
亦
無
不
在
焉
。
其
視
不
義
之
富
貴
、
如
浮
雲
之
無
有
、

漠
然
無
所
動
於
其
中
也
。
○
程
子
曰
、
非
樂
疏
食
飲
水
也
、
雖
疏
食
飲
水
、
不
能
改
其
樂
也
。

不
義
之
富
貴
、
視
之
輕
如
浮
雲
然
。
又
曰
、
須
知
所
樂
者
何
事
。

第
十
六
章

子
曰
、
加
我
數
年
、
五
十
以
學
易
、
可
以
無
大
過
矣
。

（
「
加
」
は
、「
仮
」
の
字
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
仮
す
」
の
意
）
。
「
五
十
」
は
、「
卒
」

の
字
の
誤
り
で
あ
る
（
つ
ま
り
、「
卒
」
は
「
終
え
る
」
の
意
）
。
「
五
十
以
学
易
」
は
、

こ
の
話
は
孔
子
が
既
に
七
十
歳
を
超
え
て
い
た
時
の
話
で
あ
っ
て
、
「
五
十
に
し

て
以
て
易
を
学
べ
ば
」
の
意
で
は
な
く
、
「
以
て
易
を
学
ぶ
を
卒
（
お
え
）
る
れ

て
」
の
意
で
あ
る
。
孔
子
は
少
年
の
時
に
『
易
』
を
学
ば
ず
、
晩
年
に
な
っ
て
は

じ
め
て
学
ん
だ
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
孔
子
は
晩
年
に
『
易
』
に
つ
い
て
の

心
に
思
っ
て
い
た
理
解
に
基
づ
い
て
彖
伝
、
繫
辞
伝
、
象
伝
、
說
卦
伝
、
文
言
伝
、

な
ど
の
『
易
』
の
解
説
と
し
て
の
諸
伝
を
書
か
れ
た
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
贊
易
」

の
こ
と
）
。
「
以
て
大
過
無
か
る
可
し
」
は
、
孔
子
の
自
謙
の
言
葉
で
あ
り
、
孔
子

が
「
自
足
」
（
つ
ま
り
自
ら
満
足
す
る
こ
と
）
を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
過
ち
と
は
、
例
え
ば
、
乾
卦
に
「
潛
龍
勿
用
」
「
見
龍
在
田
、

利
見
大
人
。
」
「
飛
龍
在
天
、
利
見
大
人
。
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
潜
む
べ

き
な
の
に
潜
ま
ず
、
面
会
す
べ
き
な
の
に
面
会
せ
ず
、
飛
ぶ
べ
き
な
の
に
飛
ば
な

い
、
こ
れ
は
す
べ
て
過
ち
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
も
し
私
に
後
数
年
寿

（16）

君
子
居
是
邦
、
不
非
其
大
夫
、
況
其
君
乎
。
故
子
貢
不
斥
衛
君
、
而
以
夷
、
齊
為
問
。
夫
子

告
之
如
此
、
則
其
不
為
衛
君
可
知
矣
。
蓋
伯
夷
以
父
命
為
尊
、
叔
齊
以
天
倫
為
重
。
其
遜
國
也
、

皆
求
所
以
合
乎
天
理
之
正
、
而
即
乎
人
心
之
安
。
既
而
各
得
其
志
焉
、
則
視
棄
其
國
猶
敝
蹝

爾
、
何
怨
之
有
。
若
衛
輒
之
據
國
拒
父
而
惟
恐
失
之
、
其
不
可
同
年
而
語
明
矣
。
○
程
子
曰
、

伯
夷
、
叔
齊
遜
國
而
逃
、
諫
伐
而
餓
、
終
無
怨
悔
、
夫
子
以
為
賢
、
故
知
其
不
與
輒
也
。

第
十
五
章

子
曰
、
飯
疏
食
飲
水
、
曲
肱
而
枕
之
、
樂
亦
在
其
中
矣
。
不
義
而
富
且
貴
、
於
我

如
浮
雲
。

（
「
肱
」
は
、
『
詩
経
集
伝
』
祈
父
之
什
・
無
羊
「
麾
之
以
肱
、
畢
來
旣
升
。
」
朱
子

注
「
肱
、
臂
也
」
、
つ
ま
り
、
腕
の
こ
と
で
あ
る
。
「
不
義
に
し
て
富
み
且
つ
貴
き
」

は
つ
ま
り
、
「
天
理
」
（
「
理
」
）
に
適
わ
ず
し
て
得
た
富
貴
の
こ
と
で
あ
る
。
）
孔

子
が
言
わ
れ
た
。
「
粗
末
な
飯
を
食
べ
て
水
を
飲
み
、
腕
を
曲
げ
て
枕
に
し
、
（
心

に
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」（
つ
ま
り
私
意
・
私
欲
）
も
な
く
、
す
べ
て
が
「
天
理
」
。

だ
か
ら
、
）
楽
し
み
も
ま
た
そ
の
中
に
あ
る
。
「
理
」
に
適
わ
ず
し
て
得
た
富
貴
は
、

私
に
と
っ
て
は
「
浮
雲
」
（
つ
ま
り
あ
る
よ
う
で
な
い
）
の
よ
う
な
も
の
だ
。
」

集
注
：

「
飯
」
は
、
「
符
」
「
晚
」
の
反
（
つ
ま
り
、
「
食
べ
る
」
の
意
）
。
「
食
」
は
、
「
嗣
」
と
発

音
す
る
（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、「
飯
」
の
意
）
。
「
枕
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
、「
枕

に
し
て
寝
る
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
樂
」
は
、「
洛
」
と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、「
楽
し
む
」
の
意
）
。

「
飯
」
は
、
食
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
疏
食
」
は
、
「
麤
飯
」
（
「
麤
」
は
、
「
粗
」
で
あ
り
、
粗

飯
は
つ
ま
り
、
粗
末
な
飯
）
で
あ
る
。
聖
人
の
心
は
、
「
渾
然
と
し
て
天
理
」
（
「
蓋
理
只
是

一
箇
渾
然
底
、
人
與
天
地
混
合
無
間
。
」
「
或
問
、
仁
者
心
之
德
。
曰
、
義
禮
智
、
皆
心
之
所

有
、
仁
則
渾
然
。
分
而
言
之
、
仁
主
乎
愛
。
合
而
言
之
、
包
是
三
者
。
」
「
渾
然
天
理
便
是
仁
、

有
一
毫
私
欲
便
不
是
仁
了
。
」
「
恐
仁
是
渾
然
天
理
、
無
纖
毫
私
欲
處
。
」
「
凡
所
謂
聖
者
、
以

其
渾
然
天
理
、
無
一
毫
私
意
。
」
「
聖
人
之
心
渾
然
一
理
。
蓋
他
心
裏
盡
包
這
萬
理
、
所
以
散

出
於
萬
物
萬
事
、
無
不
各
當
其
理
。
」
「
國
秀
問
、
向
曾
問
身
心
性
情
之
德
、
蒙
批
誨
云
云
。

宋
傑
竊
於
自
己
省
驗
、
見
得
此
心
未
發
時
、
其
仁
義
禮
智
之
體
渾
然
未
有
區
別
。
於
此
敬
而

無
失
、
則
發
而
為
惻
隱
、
羞
惡
、
辭
遜
、
是
非
之
情
、
自
有
條
理
而
不
亂
。
如
此
體
認
、
不

知
是
否
。
曰
、
未
須
說
那
「
敬
而
無
失
」
、
與
未
有
區
別
、
及
自
有
條
理
而
不
亂
在
、
且
要

識
認
得
這
身
心
性
情
之
德
是
甚
底
模
樣
。
說
未
有
區
別
、
亦
如
何
得
。
雖
是
未
發
時
無
所
分

別
、
然
亦
不
可
不
有
所
分
別
。
蓋
仁
自
有
一
箇
仁
底
模
樣
物
事
在
內
、
義
自
有
箇
義
底
模
樣

物
事
在
內
、
禮
智
皆
然
。
今
要
就
發
處
認
得
在
裏
面
物
事
是
甚
模
樣
。
故
發
而
為
惻
隱
、
必

要
認
得
惻
隱
之
根
在
裏
面
是
甚
底
物
事
。
發
而
為
羞
惡
、
必
要
認
得
羞
惡
之
根
在
裏
面
是
甚

底
物
事
。
禮
智
亦
如
之
。
譬
如
木
有
四
枝
、
雖
只
一
箇
大
根
、
然
必
有
四
根
、
一
枝
必
有
一

根
也
」
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
が
「
天
理
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
渾
然
」
に
は
、
二
つ
の

意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
「
混
合
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
条
一
条
の
理
が
そ
れ
ぞ
れ
乱
れ
ず

分
別
の
あ
る
混
合
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
す
べ
て
が
「
理
」
で
あ
っ
て
ほ
ん

の
少
し
の
私
意
・
私
欲
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
、
極
め
て
困
窮
な
状
態
に
置
か
れ
て
も
、

楽
し
む
こ
と
も
ま
た
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
其
の
不
義
の
富
貴
を
視
る
は
、
浮
雲

の
有
る
こ
と
無
き
が
如
く
、
漠
然
と
し
て
其
の
中
に
動
く
所
無
き
な
り
。
」
（
「
問
、
上
蔡
云

「
義
而
得
富
得
貴
、
猶
如
浮
雲
、
況
不
義
乎
。
」
曰
、
這
是
上
蔡
說
得
過
當
。
此
只
說
不
義
之
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（17）

富
貴
、
視
之
如
浮
雲
、
不
以
彼
之
輕
、
易
吾
之
重
。
若
義
而
得
富
貴
、
便
是
當
得
、
如
何
掉

脫
得
。
如
舜
禹
有
天
下
、
固
說
道
「
不
與
」
、
亦
只
恁
地
安
處
之
。
又
如
「
所
以
長
守
貴
也
、

所
以
長
守
富
也
」
、
義
當
得
之
、
亦
自
當
恁
地
保
守
」
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
不
義
の
富
貴
」
（
「
義

者
、
天
理
之
所
宜
。
」
『
孟
子
集
注
』
離
婁
上
「
仁
、
人
之
安
宅
也
。
義
、
人
之
正
路
也
。
」

朱
子
注
「
義
者
、
宜
也
、
乃
天
理
之
當
行
、
無
人
欲
之
邪
曲
、
故
曰
正
路
」
、
つ
ま
り
、
「
天

理
」
（
「
理
」
）
に
適
わ
ず
し
て
得
た
富
貴
）
を
見
る
こ
と
が
、
浮
雲
の
あ
る
よ
う
で
な
い
も

の
に
対
す
る
が
如
く
、
「
漠
然
」
（
「
問
「
道
千
乘
之
國
」
章
。
曰
、
龜
山
說
此
處
、
極
好
看
。

今
若
治
國
不
本
此
五
者
、
則
君
臣
上
下
漠
然
無
干
涉
、
何
以
為
國
」
、
つ
ま
り
、「
冷
淡
」
「
無

関
心
」
の
こ
と
）
と
し
て
そ
れ
に
心
が
動
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
「
「
天
理
」
に
適
っ

て
得
た
富
貴
な
ら
ば
（
「
若
義
而
得
富
貴
」
）
、
こ
れ
は
得
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
ま
た
当
然

守
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
」
と
朱
子
が
説
明
し
て
い
る
。
）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。
「
粗

末
な
飯
と
水
だ
け
の
食
事
を
楽
し
む
の
で
は
な
い
。
粗
末
な
飯
と
水
だ
け
の
食
事
だ
が
、
そ

の
楽
し
む
こ
と
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
義
の
富
貴
を
、
浮
雲
の
よ
う
に
軽
視
す
る
。
」

ま
た
言
っ
た
。
「
「
須
く
楽
し
む
所
の
者
は
何
事
か
を
知
る
べ
し
。
」
（
「
問
、
「
樂
亦
在
其
中
」
、

聖
人
何
為
如
是
之
樂
。
曰
、
正
要
理
會
聖
人
之
心
如
何
得
恁
地
。
聖
人
之
心
更
無
些
子
渣
滓
。

故
我
之
心
淘
來
淘
去
、
也
要
知
聖
人
之
心
。
」
「
渣
滓
是
私
意
人
欲
。
」
「
「
樂
亦
在
其
中
」
、
此

樂
與
貧
富
自
不
相
干
、
是
別
有
樂
處
。
如
氣
壯
底
人
、
遇
熱
亦
不
怕
、
遇
寒
亦
不
怕
。
若
氣
虛
、

則
必
為
所
動
矣
」
、
つ
ま
り
、
楽
し
ん
で
い
た
の
は
何
の
事
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、「
聖
人
の
心
に
は
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」
（
つ
ま
り
私
意
・

私
欲
）
も
な
い
か
ら
、
当
然
楽
し
む
の
で
あ
る
。
そ
の
楽
し
む
こ
と
は
貧
富
に
関
係
な
い
も

の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
）
」

飯
、
符
晚
反
。
食
、
音
嗣
。
枕
、
去
聲
。
樂
、
音
洛
。
○
飯
、
食
之
也
。
疏
食
、
麤
飯
也
。

聖
人
之
心
、渾
然
天
理
、
雖
處
困
極
、
而
樂
亦
無
不
在
焉
。
其
視
不
義
之
富
貴
、
如
浮
雲
之
無
有
、

漠
然
無
所
動
於
其
中
也
。
○
程
子
曰
、
非
樂
疏
食
飲
水
也
、
雖
疏
食
飲
水
、
不
能
改
其
樂
也
。

不
義
之
富
貴
、
視
之
輕
如
浮
雲
然
。
又
曰
、
須
知
所
樂
者
何
事
。

第
十
六
章

子
曰
、
加
我
數
年
、
五
十
以
學
易
、
可
以
無
大
過
矣
。

（
「
加
」
は
、「
仮
」
の
字
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
仮
す
」
の
意
）
。
「
五
十
」
は
、「
卒
」

の
字
の
誤
り
で
あ
る
（
つ
ま
り
、「
卒
」
は
「
終
え
る
」
の
意
）
。
「
五
十
以
学
易
」
は
、

こ
の
話
は
孔
子
が
既
に
七
十
歳
を
超
え
て
い
た
時
の
話
で
あ
っ
て
、
「
五
十
に
し

て
以
て
易
を
学
べ
ば
」
の
意
で
は
な
く
、
「
以
て
易
を
学
ぶ
を
卒
（
お
え
）
る
れ

て
」
の
意
で
あ
る
。
孔
子
は
少
年
の
時
に
『
易
』
を
学
ば
ず
、
晩
年
に
な
っ
て
は

じ
め
て
学
ん
だ
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
孔
子
は
晩
年
に
『
易
』
に
つ
い
て
の

心
に
思
っ
て
い
た
理
解
に
基
づ
い
て
彖
伝
、
繫
辞
伝
、
象
伝
、
說
卦
伝
、
文
言
伝
、

な
ど
の
『
易
』
の
解
説
と
し
て
の
諸
伝
を
書
か
れ
た
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
贊
易
」

の
こ
と
）
。
「
以
て
大
過
無
か
る
可
し
」
は
、
孔
子
の
自
謙
の
言
葉
で
あ
り
、
孔
子

が
「
自
足
」
（
つ
ま
り
自
ら
満
足
す
る
こ
と
）
を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
過
ち
と
は
、
例
え
ば
、
乾
卦
に
「
潛
龍
勿
用
」
「
見
龍
在
田
、

利
見
大
人
。
」
「
飛
龍
在
天
、
利
見
大
人
。
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
潜
む
べ

き
な
の
に
潜
ま
ず
、
面
会
す
べ
き
な
の
に
面
会
せ
ず
、
飛
ぶ
べ
き
な
の
に
飛
ば
な

い
、
こ
れ
は
す
べ
て
過
ち
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
も
し
私
に
後
数
年
寿
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易
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學
易
」
一
段
。
曰
、
聖
人
學
易
、
於
天
地
萬
物
之
理
、
吉
凶
悔
吝
、
進
退
存
亡
、
皆
見
得
盡
、

自
然
無
差
失
。
聖
人
說
此
數
句
、
非
是
謾
然
且
恁
地
說
。
聖
人
必
是
見
得
是
如
此
、
方
如
此

說
。
」
「
文
振
問
「
五
十
以
學
易
」
。
曰
、
也
只
就
卦
爻
上
占
考
其
理
合
如
何
。
他
書
一
事
是

一
理
、
易
却
說
得
闊
也
。
有
底
事
說
在
裏
、
未
有
底
事
也
說
在
裏
。
又
曰
、
易
須
錯
綜
看
、

天
下
甚
麼
事
、
無
一
不
出
於
此
。
如
善
惡
是
非
得
失
、
以
至
於
屈
伸
消
長
盛
衰
、
看
是
甚
事
、

都
出
於
此
。
伏
羲
以
前
、
不
知
如
何
占
考
。
至
伏
羲
將
陰
陽
兩
箇
畫
卦
以
示
人
、
使
人
於
此

占
考
吉
凶
禍
福
。
一
畫
為
陽
、
二
畫
為
陰
、
一
畫
為
奇
、
二
畫
為
偶
、
遂
為
八
卦
。
又
錯
綜

為
六
十
四
卦
、
凡
三
百
八
十
四
爻
。
文
王
又
為
之
彖
、
象
以
釋
其
義
、
無
非
陰
陽
消
長
盛
衰

伸
屈
之
理
。
聖
人
之
所
以
學
者
、
學
此
而
已
」
、
つ
ま
り
、
『
易
』
を
学
べ
ば
、
吉
凶
や
「
消

長
」
（
「
陰
陽
雖
是
兩
箇
字
、
然
却
只
是
一
氣
之
消
息
、
一
進
一
退
、
一
消
一
長
。
進
處
便
是

陽
、
退
處
便
是
陰
。
長
處
便
是
陽
、
消
處
便
是
陰
。
只
是
這
一
氣
之
消
長
、
做
出
古
今
天
地

間
無
限
事
來
。
所
以
陰
陽
做
一
箇
說
亦
得
、
做
兩
箇
說
亦
得
。
」
「
也
只
是
陰
陽
盛
衰
消
長
之

理
、
大
數
可
見
。
」
「
天
地
間
只
有
陰
陽
二
者
而
已
、
便
會
有
消
長
。
」
「
只
此
一
心
、
但
看
天

理
私
欲
之
消
長
如
何
爾
。
」
「
天
理
人
欲
、
相
為
消
長
。
克
得
人
欲
、
乃
能
復
禮
」
、
つ
ま
り
、

陰
陽
に
お
い
て
は
、
気
の
伸
び
て
や
っ
て
く
る
こ
と
が
「
長
」
、
気
の
屈
し
て
去
っ
て
い
く

こ
と
が
「
消
」
、
心
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
「
天
理
」
で
あ
れ
ば
「
長
」
、
「
人
欲
」
が
あ

れ
ば
「
消
」
、
と
い
う
こ
と
）
の
「
理
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
道
理
）
、
進
退
や
存
亡
の
「
道
」

（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
在
り
方
）
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
。
天
地
万
物
の
「
理
」
、

吉
凶
や
悔
吝
や
進
退
や
存
亡
、
そ
れ
か
ら
善
悪
や
是
非
や
得
失
か
ら
陰
陽
の
気
の
屈
伸
や
消

長
や
盛
衰
ま
で
、
天
下
の
如
何
な
る
事
、
『
易
』
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
そ

れ
は
た
だ
陰
と
陽
の
二
つ
の
符
号
だ
け
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
。
『
易
』
は
、
伏
羲
が
陰
と

陽
の
二
つ
の
符
号
（
つ
ま
り
「
一
畫
為
陽
、
二
畫
為
陰
」
）
と
八
卦
及
び
六
十
四
卦
を
創
作
し
、

文
王
は
彖
辞
、
象
辞
を
付
け
て
そ
の
意
味
を
解
釈
し
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
陰
陽
（
つ
ま
り
気
）
の
消
長
、
盛
衰
、
伸
屈
の
「
理
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
道
理
）

が
説
か
れ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖
人
が
『
易
』
を
学
ぶ
の
は
、
こ
れ
を
学
ぶ
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
）
「
故
に
以
て
大
過
無
か
る
可
し
。
」
（
「
此
孔
子
繫
易
之
時
、
自
謂
「
假
我
數
年
、

卒
以
學
易
、
可
以
無
大
過
」
者
、
為
此
自
謙
之
辭
、
以
教
學
者
、
深
以
見
易
之
道
無
窮
也
。
」「
問
、

「
學
易
無
大
過
」
、
聖
人
何
以
有
過
。
曰
、
只
是
聖
人
不
自
足
之
意
。
聖
人
此
般
話
、
也
如
「
道

者
三
、
我
無
能
」
、「
聖
仁
吾
豈
敢
」
、
不
是
聖
人
能
如
此
、
更
誰
能
如
此
。
」
「
又
曰
、
所
謂
「
大

過
」
、
如
當
潛
而
不
潛
、
當
見
而
不
見
、
當
飛
而
不
飛
、
皆
是
過
。
又
曰
、
乾
之
一
卦
、
純

乎
陽
、
固
是
好
。
如
「
元
亨
利
貞
」
、
蓋
大
亨
之
中
、
又
須
知
利
在
正
、
非
正
則
過
矣
。
又
曰
、

如
坤
之
初
六
、
須
知
履
霜
有
堅
冰
之
漸
、
要
人
恐
懼
修
省
。
不
知
恐
懼
修
省
、
便
是
過
。
易

大
概
欲
人
恐
懼
修
省
」
、
つ
ま
り
、
そ
れ
故
に
、
大
き
な
過
ち
が
な
く
て
済
む
、
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
は
孔
子
の
自
謙
の
言
葉
で
あ
り
、
孔
子
が
「
自
足
」（
つ
ま
り
自
ら
満
足
す
る
こ
と
）

を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
過
ち
と
は
、
例
え
ば
、
乾
卦
に
「
潛

龍
勿
用
」
「
見
龍
在
田
、
利
見
大
人
。
」
「
飛
龍
在
天
、
利
見
大
人
。
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
潜
む
べ
き
な
の
に
潜
ま
ず
、
面
会
す
べ
き
な
の
に
面
会
せ
ず
、
飛
ぶ
べ
き
な
の
に
飛
ば

な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
は
す
べ
て
過
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
思
う
に
、
聖
人
は
、

『
易
』
に
説
か
れ
て
い
る
道
理
が
無
窮
で
あ
る
こ
と
を
深
く
知
っ
て
い
て
、
「
我
に
数
年
を
仮

せ
ば
、
以
て
易
を
学
ぶ
を
卒
（
お
え
）
る
れ
て
、
以
て
大
過
無
か
る
可
し
。
」
を
言
わ
れ
て
人
々

に
教
え
、
そ
の
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
ま
た
簡
単
に
学
ん
で
は
い
け
な
い
こ
と
を

分
か
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

劉
聘
君
見
元
城
劉
忠
定
公
自
言
嘗
讀
他
論
、
加
作
假
、
五
十
作
卒
。
蓋
加
、
假
聲
相
近
而

（18）

命
を
延
ば
せ
ば
、『
易
』
を
学
び
終
え
ら
れ
て
、
大
き
な
過
ち
が
な
く
て
済
む
の
だ
。
」

集
注
：

「
劉
聘
君
、
元
城
劉
忠
定
公
を
見
る
に
、
自
ら
言
ふ
、
嘗
て
他
論
を
読
む
に
、
加
を
假
に
作
り
、

五
十
を
卒
に
作
る
。
」
（
『
論
語
集
注
補
正
述
疏
』
「
劉
聘
君
者
、
勉
之
也
。
宋
史
隠
逸
傳
称
焉
。

聘
君
、
猶
徴
君
、
以
其
為
天
子
所
徴
聘
也
。
」
『
朱
子
年
譜
』
十
四
歳
の
条
「
稟
學
于
劉
屏
山
、

劉
草
堂
、
胡
籍
溪
三
先
生
之
門
。
」
注
「
文
集
屏
山
墓
表
云
、
先
人
疾
病
時
、
嘗
顧
語
熹
曰
、

籍
溪
胡
原
仲
、
白
水
劉
致
中
、
屏
山
劉
彥
沖
、
此
三
人
者
吾
友
也
。
其
學
皆
有
淵
源
、
吾
所

敬
畏
。
吾
即
死
、
汝
往
父
事
之
、
而
唯
其
言
之
聴
、
則
吾
死
不
恨
矣
。
熹
飲
泣
受
言
不
敢
忘
。

既
没
、
則
奉
以
告
三
君
子
而
稟
學
焉
。
」
『
宋
元
学
案
』
元
城
学
案
「
劉
安
世
、
字
器
之
、
大

名
人
。
父
太
僕
卿
仲
通
與
溫
公
為
同
年
契
、
故
遣
師
事
之
。
」
『
宋
史
』
孝
宗
三
「
戊
申
、
謚

劉
安
世
曰
忠
定
。
」
列
伝
第
一
百
四
「
劉
安
世
、
字
器
之
、
魏
人
。
」『
論
語
集
注
補
正
述
疏
』「
金

氏
履
祥
云
、
舊
經
無
版
本
、
太
學
博
士
兼
立
諸
家
本
、
學
者
所
在
傳
寫
焉
。
迨
後
唐
長
興
三

年
以
來
、
國
子
監
始
有
版
本
、
然
與
唐
開
元
本
微
不
同
、
開
元
本
所
寫
已
與
古
本
不
同
、
自

來
民
間
傳
寫
本
猶
有
存
者
、
故
劉
忠
定
尚
得
見
他
《
論
》
也
」
、
つ
ま
り
、
劉
聘
君
が
劉
安

世
に
会
っ
た
時
に
、
劉
安
世
が
自
ら
「
以
前
に
他
の
版
本
の
『
論
語
』
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、「
加
」

の
字
が
「
假
」
の
字
と
な
っ
て
い
て
、
「
五
十
」
が
「
卒
」
の
字
と
な
っ
て
い
た
。
」
と
言
っ

た
、
と
い
う
こ
と
。
「
劉
聘
君
」
は
、
劉
勉
之
で
あ
り
、
一
〇
九
一
〜
一
一
四
九
、
名
は
勉

之
、
字
は
致
中
。
少
年
時
代
の
朱
子
が
彼
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
元
城
劉
忠
定
公
」
は
、

劉
安
世
で
あ
り
、
一
〇
四
八
〜
一
一
二
五
、
字
は
器
之
、
号
は
元
城
、
謚
は
忠
定
、
司
馬
光

に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
る
。
）
そ
も
そ
も
、
「
加
」
と
「
假
」
は
発
音
が
相
近
い
か
ら
誤
っ
て

読
ん
だ
の
で
あ
り
、
「
卒
」
と
「
五
十
」
は
字
が
相
似
て
い
る
か
ら
誤
っ
て
分
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
私
が
思
う
に
は
、
こ
の
章
の
語
は
、
『
史
記
』
で
は
「
我
に
数
年
を
仮
せ
、
是
く
の

若
く
な
れ
ば
、
我
易
に
於
て
則
ち
彬
彬
た
ら
ん
。
」
（
『
史
記
』
孔
子
世
家
「
於
是
孔
子
自
楚

反
乎
衛
。
是
歲
也
、
孔
子
年
六
十
三
、
而
魯
哀
公
六
年
也
。
」
「
孔
子
晚
而
喜
易
、
序
彖
、
繫
、

象
、
說
卦
、
文
言
。
讀
易
、
韋
編
三
絕
。
曰
、
假
我
數
年
、
若
是
、
我
於
易
則
彬
彬
矣
。
」
『
論

語
集
注
』
雍
也
「
子
曰
、
質
勝
文
則
野
、
文
勝
質
則
史
。
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
。
」
朱
子

注
「
彬
彬
、
猶
班
班
、
物
相
雜
而
適
均
之
貌
。
言
學
者
當
損
有
餘
、
補
不
足
、
至
於
成
德
、

則
不
期
然
而
然
矣
」
、
つ
ま
り
、
私
に
あ
と
数
年
寿
命
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
に

な
れ
ば
、
私
は
『
易
』
に
お
い
て
は
行
き
過
ぎ
た
部
分
を
減
ら
し
足
り
な
い
部
分
を
補
う
の
だ
、

と
い
う
こ
と
。
孔
子
が
『
易
』
の
彖
伝
、
繫
辞
伝
、
象
伝
、
說
卦
伝
、
文
言
伝
、
な
ど
の
諸

伝
を
書
か
れ
た
の
は
晩
年
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
六
十
三
歳
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
）
と
な
っ

て
い
る
。
「
加
」
は
正
に
「
仮
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
五
十
」
の
字
は
な
い
。
「
蓋
し
是
の
時
、

孔
子
年
已
に
幾
ん
ど
七
十
な
り
。
五
十
の
字
誤
り
な
る
こ
と
疑
ひ
無
き
な
り
。
」（
「
問
「
五
十

以
學
易
」
章
、
先
生
舉
史
記
、
云
、
是
時
孔
子
年
老
、
已
及
七
十
、
欲
贊
易
、
故
發
此
語
。

若
作
「
五
十
以
學
易
」
、
全
無
意
思
。
問
、
孔
子
少
年
不
學
易
、
到
老
方
學
易
乎
。
曰
、
作
彖
、

象
、
文
言
以
為
十
翼
、
不
是
方
讀
易
也
。
」
「
又
曰
、
夫
子
讀
易
、
與
常
人
不
同
。
是
他
胸
中

洞
見
陰
陽
剛
柔
、
吉
凶
消
長
、
進
退
存
亡
之
理
。
其
贊
易
、
即
就
胸
中
寫
出
這
箇
理
」
、
つ

ま
り
、
思
う
に
、
そ
の
時
、
孔
子
の
年
は
既
に
七
十
歳
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
五
十
」

の
字
は
誤
植
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
孔
子
は
少
年
の
時
に
『
易
』
を

学
ば
ず
、
晩
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
学
ん
だ
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
孔
子
は
晩
年
に
『
易
』

に
つ
い
て
の
心
に
思
っ
て
い
た
理
解
に
基
づ
い
て
彖
伝
、
繫
辞
伝
、
象
伝
、
說
卦
伝
、
文
言

伝
、
な
ど
の
『
易
』
の
解
説
と
し
て
の
諸
伝
を
書
か
れ
た
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
「
贊
易
」
の

こ
と
）
。
）「
易
を
学
べ
ば
、
則
ち
吉
凶
消
長
の
理
、
進
退
存
亡
の
道
明
ら
か
な
り
。
」（
「
問
「
五
十
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學
易
」
一
段
。
曰
、
聖
人
學
易
、
於
天
地
萬
物
之
理
、
吉
凶
悔
吝
、
進
退
存
亡
、
皆
見
得
盡
、

自
然
無
差
失
。
聖
人
說
此
數
句
、
非
是
謾
然
且
恁
地
說
。
聖
人
必
是
見
得
是
如
此
、
方
如
此

說
。
」
「
文
振
問
「
五
十
以
學
易
」
。
曰
、
也
只
就
卦
爻
上
占
考
其
理
合
如
何
。
他
書
一
事
是

一
理
、
易
却
說
得
闊
也
。
有
底
事
說
在
裏
、
未
有
底
事
也
說
在
裏
。
又
曰
、
易
須
錯
綜
看
、

天
下
甚
麼
事
、
無
一
不
出
於
此
。
如
善
惡
是
非
得
失
、
以
至
於
屈
伸
消
長
盛
衰
、
看
是
甚
事
、

都
出
於
此
。
伏
羲
以
前
、
不
知
如
何
占
考
。
至
伏
羲
將
陰
陽
兩
箇
畫
卦
以
示
人
、
使
人
於
此

占
考
吉
凶
禍
福
。
一
畫
為
陽
、
二
畫
為
陰
、
一
畫
為
奇
、
二
畫
為
偶
、
遂
為
八
卦
。
又
錯
綜

為
六
十
四
卦
、
凡
三
百
八
十
四
爻
。
文
王
又
為
之
彖
、
象
以
釋
其
義
、
無
非
陰
陽
消
長
盛
衰

伸
屈
之
理
。
聖
人
之
所
以
學
者
、
學
此
而
已
」
、
つ
ま
り
、
『
易
』
を
学
べ
ば
、
吉
凶
や
「
消

長
」
（
「
陰
陽
雖
是
兩
箇
字
、
然
却
只
是
一
氣
之
消
息
、
一
進
一
退
、
一
消
一
長
。
進
處
便
是

陽
、
退
處
便
是
陰
。
長
處
便
是
陽
、
消
處
便
是
陰
。
只
是
這
一
氣
之
消
長
、
做
出
古
今
天
地

間
無
限
事
來
。
所
以
陰
陽
做
一
箇
說
亦
得
、
做
兩
箇
說
亦
得
。
」
「
也
只
是
陰
陽
盛
衰
消
長
之

理
、
大
數
可
見
。
」
「
天
地
間
只
有
陰
陽
二
者
而
已
、
便
會
有
消
長
。
」
「
只
此
一
心
、
但
看
天

理
私
欲
之
消
長
如
何
爾
。
」
「
天
理
人
欲
、
相
為
消
長
。
克
得
人
欲
、
乃
能
復
禮
」
、
つ
ま
り
、

陰
陽
に
お
い
て
は
、
気
の
伸
び
て
や
っ
て
く
る
こ
と
が
「
長
」
、
気
の
屈
し
て
去
っ
て
い
く

こ
と
が
「
消
」
、
心
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
「
天
理
」
で
あ
れ
ば
「
長
」
、
「
人
欲
」
が
あ

れ
ば
「
消
」
、
と
い
う
こ
と
）
の
「
理
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
道
理
）
、
進
退
や
存
亡
の
「
道
」

（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
在
り
方
）
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
。
天
地
万
物
の
「
理
」
、

吉
凶
や
悔
吝
や
進
退
や
存
亡
、
そ
れ
か
ら
善
悪
や
是
非
や
得
失
か
ら
陰
陽
の
気
の
屈
伸
や
消

長
や
盛
衰
ま
で
、
天
下
の
如
何
な
る
事
、
『
易
』
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
そ

れ
は
た
だ
陰
と
陽
の
二
つ
の
符
号
だ
け
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
。
『
易
』
は
、
伏
羲
が
陰
と

陽
の
二
つ
の
符
号
（
つ
ま
り
「
一
畫
為
陽
、
二
畫
為
陰
」
）
と
八
卦
及
び
六
十
四
卦
を
創
作
し
、

文
王
は
彖
辞
、
象
辞
を
付
け
て
そ
の
意
味
を
解
釈
し
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
陰
陽
（
つ
ま
り
気
）
の
消
長
、
盛
衰
、
伸
屈
の
「
理
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
道
理
）

が
説
か
れ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖
人
が
『
易
』
を
学
ぶ
の
は
、
こ
れ
を
学
ぶ
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
）
「
故
に
以
て
大
過
無
か
る
可
し
。
」
（
「
此
孔
子
繫
易
之
時
、
自
謂
「
假
我
數
年
、

卒
以
學
易
、
可
以
無
大
過
」
者
、
為
此
自
謙
之
辭
、
以
教
學
者
、
深
以
見
易
之
道
無
窮
也
。
」「
問
、

「
學
易
無
大
過
」
、
聖
人
何
以
有
過
。
曰
、
只
是
聖
人
不
自
足
之
意
。
聖
人
此
般
話
、
也
如
「
道

者
三
、
我
無
能
」
、「
聖
仁
吾
豈
敢
」
、
不
是
聖
人
能
如
此
、
更
誰
能
如
此
。
」
「
又
曰
、
所
謂
「
大

過
」
、
如
當
潛
而
不
潛
、
當
見
而
不
見
、
當
飛
而
不
飛
、
皆
是
過
。
又
曰
、
乾
之
一
卦
、
純

乎
陽
、
固
是
好
。
如
「
元
亨
利
貞
」
、
蓋
大
亨
之
中
、
又
須
知
利
在
正
、
非
正
則
過
矣
。
又
曰
、

如
坤
之
初
六
、
須
知
履
霜
有
堅
冰
之
漸
、
要
人
恐
懼
修
省
。
不
知
恐
懼
修
省
、
便
是
過
。
易

大
概
欲
人
恐
懼
修
省
」
、
つ
ま
り
、
そ
れ
故
に
、
大
き
な
過
ち
が
な
く
て
済
む
、
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
は
孔
子
の
自
謙
の
言
葉
で
あ
り
、
孔
子
が
「
自
足
」（
つ
ま
り
自
ら
満
足
す
る
こ
と
）

を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
過
ち
と
は
、
例
え
ば
、
乾
卦
に
「
潛

龍
勿
用
」
「
見
龍
在
田
、
利
見
大
人
。
」
「
飛
龍
在
天
、
利
見
大
人
。
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
潜
む
べ
き
な
の
に
潜
ま
ず
、
面
会
す
べ
き
な
の
に
面
会
せ
ず
、
飛
ぶ
べ
き
な
の
に
飛
ば

な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
は
す
べ
て
過
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
思
う
に
、
聖
人
は
、

『
易
』
に
説
か
れ
て
い
る
道
理
が
無
窮
で
あ
る
こ
と
を
深
く
知
っ
て
い
て
、
「
我
に
数
年
を
仮

せ
ば
、
以
て
易
を
学
ぶ
を
卒
（
お
え
）
る
れ
て
、
以
て
大
過
無
か
る
可
し
。
」
を
言
わ
れ
て
人
々

に
教
え
、
そ
の
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
ま
た
簡
単
に
学
ん
で
は
い
け
な
い
こ
と
を

分
か
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

劉
聘
君
見
元
城
劉
忠
定
公
自
言
嘗
讀
他
論
、
加
作
假
、
五
十
作
卒
。
蓋
加
、
假
聲
相
近
而
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夫
固
多
、
約
禮
只
是
這
些
子
。
如
此
是
天
理
、
如
此
是
人
欲
。
不
入
人
欲
、
則
是
天
理
。「
禮
者
、

天
理
之
節
文
」
。
節
謂
等
差
、
文
謂
文
采
。
等
差
不
同
、
必
有
文
以
行
之
。
」「
禮
則
節
文
法
度
。
」

「
只
說
理
、
却
空
去
了
。
這
箇
禮
、
是
那
天
理
節
文
、
教
人
有
準
則
處
」
、
つ
ま
り
、
礼
は
、「
天

理
の
節
文
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
「
理
」
に
従
っ
て
の
事
物
の
等
差
に
応
じ
て
の
人
間
の

行
い
の
準
則
と
し
て
の
法
律
や
制
度
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
皆
日
常
生
活
に
使
わ
れ

て
い
る
切
実
な
も
の
で
あ
り
、「
故
に
常
に
之
を
言
ふ
。
」
（
「
問
「
子
所
雅
言
、
詩
、
書
、
執
禮
」
。

曰
、
古
之
為
儒
者
、
只
是
習
詩
書
禮
樂
。
言
「
執
禮
」
、
則
樂
在
其
中
。
」
「
「
子
所
雅
言
、
詩
、
書
、

執
禮
」
、
未
常
及
易
。
夫
子
常
所
教
人
、
只
是
如
此
。
今
人
便
先
為
一
種
玄
妙
之
說
」
、
つ
ま
り
、

だ
か
ら
、
常
に
詩
、
書
、
礼
、
楽
の
こ
と
を
人
に
教
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
）
「
礼
」

に
だ
け
「
執
る
」
を
言
わ
れ
る
の
は
、
人
々
が
遵
守
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
言
う
も
の
で
あ
り
、

た
だ
読
ん
だ
り
説
い
た
り
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）
が
言
っ

た
。
「
孔
子
雅
素
の
言
、
此
く
の
如
く
に
止
ま
る
。
性
と
天
道
の
若
き
は
、
則
ち
得
て
聞
く

可
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
要
は
默
し
て
之
を
識
る
に
在
る
な
り
。
」
（
「
伊
川
云
、
夫
子
雅
素
之
言
、

止
於
如
此
。
若
性
與
天
道
不
可
得
而
聞
者
、
則
在
默
而
識
之
。
不
知
性
與
天
道
、
便
於
詩
、
書
、

執
禮
中
求
之
乎
。
曰
、
語
意
不
如
此
。
觀
子
貢
說
「
夫
子
之
言
性
與
天
道
」
、
自
是
有
說
時

節
、
但
亦
罕
言
之
。
恭
父
云
、
觀
子
貢
此
處
、
固
足
以
見
子
貢
方
聞
性
天
道
之
妙
。
又
如
說

「
天
何
言
哉
、
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
、
天
何
言
哉
」
。
這
是
大
段
警
悟
他
處
。
曰
、
這
般
處

是
大
段
分
曉
。
又
云
、
若
實
能
「
默
而
識
之
」
、
則
於
詩
、
書
、
執
禮
上
、
自
見
得
性
與
天
道
。

若
不
實
能
默
識
得
、
雖
聖
人
便
說
出
、
也
曉
不
得
。
賀
孫
問
、
「
執
禮
」
、
「
執
」
字
、
恐
當

時
自
以
「
執
」
字
目
其
禮
、
非
夫
子
方
為
是
言
。
曰
、
詩
書
、
只
是
口
說
得
底
、
惟
禮
要
當

執
守
、
故
孔
子
常
說
教
人
執
禮
。
故
云
「
詩
、
書
、
執
禮
、
皆
雅
言
也
」
。
不
是
當
時
自
有

此
名
。
」
『
論
語
集
注
』
公
冶
長
「
子
貢
曰
、
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
與

天
道
、
不
可
得
而
聞
也
。
」
朱
子
注
「
性
者
、
人
所
受
之
天
理
。
天
道
者
、
天
理
自
然
之
本
體
、

其
實
一
理
也
。
」
『
論
語
集
注
』
述
而
「
子
曰
、
默
而
識
之
、
學
而
不
厭
、
誨
人
不
倦
、
何
有

於
我
哉
。
」
朱
子
注
「
識
、
記
也
。
默
識
、
謂
不
言
而
存
諸
心
也
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
が
「
雅

素
」（
つ
ま
り
平
素
）
の
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
て
い
る
。
「
性
」
と
「
天
道
」

の
よ
う
な
こ
と
は
、
門
下
生
の
誰
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
肝
要
な
の
は

言
わ
ず
に
心
の
中
で
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
「
性
」
は
つ
ま
り
、

人
の
受
け
た
と
こ
ろ
の
「
天
理
」
（
「
理
」
）
で
あ
り
、
「
天
道
」
は
つ
ま
り
、
「
天
理
」
自
然

の
本
体
と
し
て
の
一
つ
の
「
理
」
で
あ
る
。
「
詩
、
書
、
執
礼
、
皆
な
雅
に
言
ふ
な
り
。
」
と

記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
で
は
、
「
詩
」
、
「
書
」
、
「
礼
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
名

称
が
既
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
「
不
是
當
時
自
有
此
名
」
）
。
）
謝
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
こ

れ
は
（
前
章
の
）「
学
易
」
の
話
し
に
因
ん
で
同
類
の
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

雅
、
常
也
。
執
、
守
也
。
詩
以
理
情
性
、
書
以
道
政
事
、
禮
以
謹
節
文
、
皆
切
於
日
用
之
實
、

故
常
言
之
。
禮
獨
言
執
者
、
以
人
所
執
守
而
言
、
非
徒
誦
說
而
已
也
。
○
程
子
曰
、
孔
子
雅

素
之
言
、
止
於
如
此
。
若
性
與
天
道
、
則
有
不
可
得
而
聞
者
、
要
在
默
而
識
之
也
。
謝
氏
曰
、

此
因
學
易
之
語
而
類
記
之
。

第
十
八
章

葉
公
問
孔
子
於
子
路
、
子
路
不
對
。
子
曰
、
女
奚
不
曰
、
其
為
人
也
、
發
憤
忘
食
、

樂
以
忘
憂
、
不
知
老
之
將
至
云
爾
。

（
「
發
憤
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
極
め
て
深
く
感
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
樂
」
は
、

（20）

誤
讀
、
卒
與
五
十
字
相
似
而
誤
分
也
。
愚
按
、
此
章
之
言
、
史
記
作
假
我
數
年
、
若
是
我
於

易
則
彬
彬
矣
。
加
正
作
假
、
而
無
五
十
字
。
蓋
是
時
、
孔
子
年
已
幾
七
十
矣
、
五
十
字
誤
無

疑
也
。
學
易
、
則
明
乎
吉
凶
消
長
之
理
、
進
退
存
亡
之
道
、
故
可
以
無
大
過
。
蓋
聖
人
深
見

易
道
之
無
窮
、
而
言
此
以
教
人
、
使
知
其
不
可
不
學
、
而
又
不
可
以
易
而
學
也
。

第
十
七
章

子
所
雅
言
、
詩
、
書
、
執
禮
。
皆
雅
言
也
。

（
「
詩
」
は
、「
性
情
」
を
正
す
。
「
心
」
は
「
性
」
と
「
情
」
を
包
括
す
る
の
だ
か
ら
、

「
性
情
」
を
正
す
こ
と
は
即
ち
「
心
」
を
正
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
心
」
は
「
思
」

を
司
る
も
の
だ
か
ら
、「
心
」
が
正
し
け
れ
ば
、「
思
」
に
邪
し
が
な
い
の
で
あ
る
。

「
書
」
は
、
帝
王
の
政
治
の
事
跡
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
精
微

な
「
天
道
」（
つ
ま
り
「
理
」
）
か
ら
複
雑
な
人
間
社
会
の
事
ま
で
、「
書
」
と
「
詩
」

に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
「
礼
」
は
、
こ
こ
で
は
、
「
理
」
に
従
っ
て
の
事
物

の
等
差
に
応
じ
て
の
人
間
の
行
い
の
準
則
と
し
て
の
法
律
や
制
度
で
あ
る
。
「
書
」

と
「
詩
」
は
読
ん
だ
り
説
い
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
礼
」
は
人
々
の
遵
守

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、「
執
礼
」
と
孔
子
が
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
執

礼
」
に
は
「
礼
」
と
「
楽
」
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
）
先
生
の
常
に
教
え
ら

れ
て
い
た
の
は
、
詩
、
書
、（
及
び
）
礼
（
楽
を
含
む
）
を
遵
守
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
当
時
で
は
、
「
詩
」
、
「
書
」
、
「
礼
」
、
「
楽
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
名
称
は
ま
だ
な
か

っ
た
も
の
の
、
）
い
ず
れ
も
（
日
常
生
活
に
使
わ
れ
て
い
る
切
実
な
も
の
だ
か
ら
）

常
に
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

集
注
：

「
雅
」
は
、
「
常
」
（
つ
ま
り
「
常
に
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
執
」
は
、
守
る
こ
と
で
あ
る
。

「
詩
以
て
情
性
を
理
（
た
だ
）
す
。
」
（
「
蓋
心
便
是
包
得
那
性
情
、
性
是
體
、
情
是
用
。
」
『
論

語
集
注
』
為
政
「
子
曰
、
詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
曰
、
思
無
邪
。
」
朱
子
注
「
凡
詩
之
言
、

善
者
可
以
感
發
人
之
善
心
、
惡
者
可
以
懲
創
人
之
逸
志
、
其
用
歸
於
使
人
得
其
情
性
之
正
而

已
。
」
『
孟
子
集
注
』
告
子
上
「
心
之
官
則
思
、
思
則
得
之
、
不
思
則
不
得
也
。
」
朱
子
注
「
官

之
為
言
司
也
。
耳
司
聽
、
目
司
視
、
各
有
所
職
而
不
能
思
、
是
以
蔽
於
外
物
。
既
不
能
思
而

蔽
於
外
物
、
則
亦
一
物
而
已
。
又
以
外
物
交
於
此
物
、
其
引
之
而
去
不
難
矣
。
心
則
能
思
、

而
以
思
為
職
。
凡
事
物
之
來
、
心
得
其
職
、
則
得
其
理
、
而
物
不
能
蔽
。
失
其
職
、
則
不
得

其
理
、
而
物
來
蔽
之
。
」
『
詩
経
集
伝
』
序
「
人
生
而
靜
、
天
之
性
也
。
感
於
物
而
動
、
性
之

欲
也
。
夫
旣
有
欲
矣
、
則
不
能
無
思
。
旣
有
思
矣
、
則
不
能
無
言
。
旣
有
言
矣
、
則
言
之
所

不
能
盡
、
而
發
於
咨
嗟
咏
歎
之
餘
者
、
必
有
自
然
之
音
響
節
族
而
不
能
已
焉
。
此
詩
之
所
以

作
也
」
、
つ
ま
り
、
「
詩
」
は
情
性
を
正
す
、
と
い
う
こ
と
。
「
心
」
は
性
と
情
を
包
括
す
る

の
だ
か
ら
、
情
性
を
正
す
こ
と
は
即
ち
「
心
」
を
正
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
心
」
は
思
を

司
り
、「
心
」
が
正
し
け
れ
ば
、
思
に
邪
し
が
な
い
の
で
あ
る
。
）「
書
以
て
政
事
を
道
ぶ
。
」（
「
書

則
因
帝
王
政
事
而
作
。
」
「
謂
如
書
、
便
真
箇
有
這
政
事
謀
謨
、
方
做
出
書
來
。
」
「
只
這
詩
書
、

大
而
天
道
之
精
微
、
細
而
人
事
之
曲
折
、
無
不
在
其
中
。
」
「
天
道
者
、
天
理
自
然
之
本
體
、

其
實
一
理
也
」
、
つ
ま
り
、
「
書
」
は
帝
王
の
政
治
の
事
跡
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
。
精
微
な
「
天
道
」
（
つ
ま
り
「
理
」
）
か
ら
複
雑
な
人
間
社
会
の
事
ま
で
、

「
書
」
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
）「
礼
以
て
節
文
を
謹
む
。
」（
「
禮
者
、
天
理
節
文
之
自
然
、

人
之
所
當
行
者
。
」
「
須
是
真
箇
識
得
禮
之
自
然
處
、
則
事
事
物
物
上
都
有
自
然
之
節
文
、
雖

欲
不
如
此
、
不
可
得
也
。
」
「
「
博
我
以
文
、
約
我
以
禮
」
、
聖
人
教
人
、
只
此
兩
事
。
博
文
工
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夫
固
多
、
約
禮
只
是
這
些
子
。
如
此
是
天
理
、
如
此
是
人
欲
。
不
入
人
欲
、
則
是
天
理
。「
禮
者
、

天
理
之
節
文
」
。
節
謂
等
差
、
文
謂
文
采
。
等
差
不
同
、
必
有
文
以
行
之
。
」「
禮
則
節
文
法
度
。
」

「
只
說
理
、
却
空
去
了
。
這
箇
禮
、
是
那
天
理
節
文
、
教
人
有
準
則
處
」
、
つ
ま
り
、
礼
は
、「
天

理
の
節
文
」
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
「
理
」
に
従
っ
て
の
事
物
の
等
差
に
応
じ
て
の
人
間
の

行
い
の
準
則
と
し
て
の
法
律
や
制
度
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）
皆
日
常
生
活
に
使
わ
れ

て
い
る
切
実
な
も
の
で
あ
り
、「
故
に
常
に
之
を
言
ふ
。
」
（
「
問
「
子
所
雅
言
、
詩
、
書
、
執
禮
」
。

曰
、
古
之
為
儒
者
、
只
是
習
詩
書
禮
樂
。
言
「
執
禮
」
、
則
樂
在
其
中
。
」
「
「
子
所
雅
言
、
詩
、
書
、

執
禮
」
、
未
常
及
易
。
夫
子
常
所
教
人
、
只
是
如
此
。
今
人
便
先
為
一
種
玄
妙
之
說
」
、
つ
ま
り
、

だ
か
ら
、
常
に
詩
、
書
、
礼
、
楽
の
こ
と
を
人
に
教
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
）
「
礼
」

に
だ
け
「
執
る
」
を
言
わ
れ
る
の
は
、
人
々
が
遵
守
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
言
う
も
の
で
あ
り
、

た
だ
読
ん
だ
り
説
い
た
り
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）
が
言
っ

た
。
「
孔
子
雅
素
の
言
、
此
く
の
如
く
に
止
ま
る
。
性
と
天
道
の
若
き
は
、
則
ち
得
て
聞
く

可
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
要
は
默
し
て
之
を
識
る
に
在
る
な
り
。
」
（
「
伊
川
云
、
夫
子
雅
素
之
言
、

止
於
如
此
。
若
性
與
天
道
不
可
得
而
聞
者
、
則
在
默
而
識
之
。
不
知
性
與
天
道
、
便
於
詩
、
書
、

執
禮
中
求
之
乎
。
曰
、
語
意
不
如
此
。
觀
子
貢
說
「
夫
子
之
言
性
與
天
道
」
、
自
是
有
說
時

節
、
但
亦
罕
言
之
。
恭
父
云
、
觀
子
貢
此
處
、
固
足
以
見
子
貢
方
聞
性
天
道
之
妙
。
又
如
說

「
天
何
言
哉
、
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
、
天
何
言
哉
」
。
這
是
大
段
警
悟
他
處
。
曰
、
這
般
處

是
大
段
分
曉
。
又
云
、
若
實
能
「
默
而
識
之
」
、
則
於
詩
、
書
、
執
禮
上
、
自
見
得
性
與
天
道
。

若
不
實
能
默
識
得
、
雖
聖
人
便
說
出
、
也
曉
不
得
。
賀
孫
問
、
「
執
禮
」
、
「
執
」
字
、
恐
當

時
自
以
「
執
」
字
目
其
禮
、
非
夫
子
方
為
是
言
。
曰
、
詩
書
、
只
是
口
說
得
底
、
惟
禮
要
當

執
守
、
故
孔
子
常
說
教
人
執
禮
。
故
云
「
詩
、
書
、
執
禮
、
皆
雅
言
也
」
。
不
是
當
時
自
有

此
名
。
」
『
論
語
集
注
』
公
冶
長
「
子
貢
曰
、
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
與

天
道
、
不
可
得
而
聞
也
。
」
朱
子
注
「
性
者
、
人
所
受
之
天
理
。
天
道
者
、
天
理
自
然
之
本
體
、

其
實
一
理
也
。
」
『
論
語
集
注
』
述
而
「
子
曰
、
默
而
識
之
、
學
而
不
厭
、
誨
人
不
倦
、
何
有

於
我
哉
。
」
朱
子
注
「
識
、
記
也
。
默
識
、
謂
不
言
而
存
諸
心
也
」
、
つ
ま
り
、
孔
子
が
「
雅

素
」（
つ
ま
り
平
素
）
の
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
て
い
る
。
「
性
」
と
「
天
道
」

の
よ
う
な
こ
と
は
、
門
下
生
の
誰
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
肝
要
な
の
は

言
わ
ず
に
心
の
中
で
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
「
性
」
は
つ
ま
り
、

人
の
受
け
た
と
こ
ろ
の
「
天
理
」
（
「
理
」
）
で
あ
り
、
「
天
道
」
は
つ
ま
り
、
「
天
理
」
自
然

の
本
体
と
し
て
の
一
つ
の
「
理
」
で
あ
る
。
「
詩
、
書
、
執
礼
、
皆
な
雅
に
言
ふ
な
り
。
」
と

記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
で
は
、
「
詩
」
、
「
書
」
、
「
礼
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
名

称
が
既
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
「
不
是
當
時
自
有
此
名
」
）
。
）
謝
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
こ

れ
は
（
前
章
の
）「
学
易
」
の
話
し
に
因
ん
で
同
類
の
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

雅
、
常
也
。
執
、
守
也
。
詩
以
理
情
性
、
書
以
道
政
事
、
禮
以
謹
節
文
、
皆
切
於
日
用
之
實
、

故
常
言
之
。
禮
獨
言
執
者
、
以
人
所
執
守
而
言
、
非
徒
誦
說
而
已
也
。
○
程
子
曰
、
孔
子
雅

素
之
言
、
止
於
如
此
。
若
性
與
天
道
、
則
有
不
可
得
而
聞
者
、
要
在
默
而
識
之
也
。
謝
氏
曰
、

此
因
學
易
之
語
而
類
記
之
。

第
十
八
章

葉
公
問
孔
子
於
子
路
、
子
路
不
對
。
子
曰
、
女
奚
不
曰
、
其
為
人
也
、
發
憤
忘
食
、

樂
以
忘
憂
、
不
知
老
之
將
至
云
爾
。

（
「
發
憤
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
極
め
て
深
く
感
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
樂
」
は
、
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為
甚
事
了
如
此
、
只
是
意
思
有
所
憤
發
、
便
至
於
忘
食
。
樂
、
便
至
於
忘
憂
、
至
於
不
知
老

之
將
至
。
聖
人
不
肯
半
上
落
下
、
直
是
做
到
底
。
雖
是
聖
人
若
自
貶
下
之
辭
、
其
實
超
詣
、

却
非
聖
人
做
不
得
。
憤
、
是
感
之
極
深
。
樂
、
是
樂
之
極
至
。
聖
人
不
是
胡
亂
說
、
是
他
真

箇
有
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
處
。
次
日
再
問
。
曰
、
如
今
不
必
說
是
為
甚
發
憤
、
或
是

有
所
感
、
只
理
會
他
忘
食
忘
憂
。
發
憤
便
至
於
忘
食
、
樂
便
至
於
忘
憂
、
便
與
聞
韶
不
知
肉

味
之
意
相
似
。
」
「
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
、
不
知
老
之
將
至
云
爾
。
」
泛
說
若
是
謙
辭
。
然

聖
人
之
為
人
、
自
有
不
可
及
處
、
直
要
做
到
底
、
不
做
箇
半
間
不
界
底
人
。
非
是
有
所
因
、

真
箇
或
有
所
感
、
發
憤
而
至
於
忘
食
、
所
樂
之
至
而
忘
憂
。
蓋
有
不
知
其
然
、
而
不
自
知
其

老
之
將
至
也
。
又
如
「
好
古
敏
以
求
之
」
、
自
是
謙
辭
。
「
學
不
厭
、
教
不
倦
」
、
亦
是
謙
辭
。

當
時
如
公
西
華
子
貢
自
能
窺
測
聖
人
不
可
及
處
。
蓋
聖
人
處
己
之
謙
若
平
易
、
而
其
所
以
不

可
及
者
亦
在
其
中
矣
。
觀
聖
人
若
甚
慢
、
只
是
你
趕
他
不
上
。
」
「
問
、
「
發
憤
忘
食
」
、
未
知

聖
人
發
憤
是
如
何
。
曰
、
要
知
他
發
憤
也
不
得
。
只
是
聖
人
做
事
超
越
衆
人
、
便
做
到
極
處
、

發
憤
便
忘
食
、
樂
便
忘
憂
。
若
他
人
、
發
憤
未
必
能
忘
食
、
樂
處
未
必
能
忘
憂
。
聖
人
直
是

脫
洒
、
私
欲
自
是
惹
不
著
。
這
兩
句
雖
無
甚
利
害
、
細
看
來
、
見
得
聖
人
超
出
乎
萬
物
之
表
。
」

「
因
說
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
、
曰
、
觀
天
地
之
運
、
晝
夜
寒
暑
、
無
須
臾
停
。
聖
人
為
學
、

亦
是
從
生
至
死
、
只
是
如
此
、
無
止
法
也
」
、
つ
ま
り
、
ま
だ
得
な
け
れ
ば
、「
憤
を
発
し
て
」

（
「
憤
、
是
感
之
極
深
。
」
「
便
與
聞
韶
不
知
肉
味
之
意
相
似
。
」
「
蓋
夫
子
知
韶
之
美
、
一
聞
之
、

則
感
之
至
深
、
學
之
三
月
、
故
至
於
不
知
肉
味
」
、
つ
ま
り
、
極
め
て
深
く
感
動
し
て
）
食

事
を
忘
れ
、
既
に
得
れ
ば
、
「
楽
」
（
「
樂
、
是
樂
之
極
至
」
、
つ
ま
り
、
至
極
に
楽
し
ん
で
）

憂
い
を
忘
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
感
動
す
る
こ
と
、
楽
し
む
こ
と
、
具
体
的
に
ど
ん
な

事
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
は
、
こ
こ
で
は
、
明
確
に
知
ら
れ
な
い
が
、
「
韶
を
聞
き
て
肉
の

味
を
知
ら
ず
」
の
意
味
と
相
似
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
行
い
は
、
普
通
の
衆
人
を
超

越
し
て
い
て
、
極
め
る
と
こ
ろ
ま
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
深
く
感
動
さ
れ
れ
ば

食
事
を
忘
れ
、
至
極
に
楽
し
ま
れ
ば
憂
い
を
忘
れ
る
の
で
あ
り
、
私
欲
が
当
然
引
き
寄
せ
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
）
「
是
の
二
者
を
以
て
俛
焉
と
し
て
日
々
孳
孳
た
る
有
り
て
、
年
数

の
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
、
但
だ
自
ら
其
の
学
び
を
好
む
の
篤
き
を
言
ふ
の
み
。
」
（
「
為
學
要

剛
毅
果
決
、
悠
悠
不
濟
事
。
且
如
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
、
是
甚
麼
樣
精
神
。
甚
麼
樣

骨
力
。
」
『
礼
記
注
疏
』
表
記
「
子
曰
、
詩
之
好
仁
如
此
。
鄉
道
而
行
、
中
道
而
廢
、
忘
身
之

老
也
、
不
知
年
數
之
不
足
、
俛
焉
日
有
孳
孳
、
斃
而
後
已
。
」
鄭
玄
注
「
廢
、
喻
力
極
罷
頓

不
能
復
行
則
止
也
。
俛
焉
、
勤
勞
之
貌
。
斃
、
僕
也
。
」
孔
頴
達
疏
「
「
忘
身
之
老
也
、
不
知

年
數
之
不
足
也
」
、
言
行
仁
勤
急
、
忘
己
身
之
衰
老
、
不
自
覺
知
年
數
之
不
足
、
言
己
雖
年
老
、

謂
為
數
淺
少
、
不
復
盈
足
、
猶
行
仁
不
止
。
「
俛
焉
日
有
孳
孳
、
斃
而
後
已
」
者
、
言
形
貌

俛
俛
焉
、
勤
勞
行
仁
、
每
日
恒
有
孳
孳
、
唯
力
之
斃
僕
而
後
已
止
、
言
行
仁
之
道
深
也
。
」
『
孟

子
集
注
』
尽
心
上
「
孟
子
曰
、
雞
鳴
而
起
、
孳
孳
為
善
者
、
舜
之
徒
也
。
」
朱
子
注
「
孳
孳
、

勤
勉
之
意
。
言
雖
未
至
於
聖
人
、
亦
是
聖
人
之
徒
也
」
、
つ
ま
り
、
こ
の
「
二
者
」（
つ
ま
り
、「
憤

を
発
し
て
食
を
忘
れ
、
楽
し
ん
で
憂
ひ
を
忘
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
）
を
毎
日
勤
め
励
ん
で

い
て
、
自
身
の
年
老
い
て
衰
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
学
ぶ
こ
と
を
成
就
す
る
ま
で
の
寿
命
年
数

が
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
た
だ
自
身
の
篤
く
そ
の
学
ぶ
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
た
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
俛
焉
」
と
は
、「
勤
労
」
（
「
問
、
蘇
說
「
勞
」

字
未
甚
明
。
曰
、
先
、
是
率
他
。
勞
、
是
為
他
勤
勞
。
」
『
論
語
集
注
』
子
路
「
子
路
問
政
。

子
曰
、
先
之
、
勞
之
。
」
朱
子
注
「
勞
、
如
字
。
蘇
氏
曰
、
凡
民
之
行
、
以
身
先
之
、
則
不

令
而
行
。
凡
民
之
事
、
以
身
勞
之
、
則
雖
勤
不
怨
」
、
つ
ま
り
、
勤
め
る
こ
と
）
の
様
子
で

あ
り
、「
孳
孳
」
は
、「
勤
め
励
む
」
の
意
味
で
あ
る
。
）
し
か
し
深
く
こ
の
語
を
吟
味
す
れ
ば
、「
則

ち
其
の
全
体
至
極
に
し
て
、
純
に
し
て
亦
た
已
ま
ざ
る
の
妙
、
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
及
ぶ
こ
と

（22）

こ
こ
で
は
、
至
極
に
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
は
、
ど
ん
な
事
で
も
透
徹
で
あ

り
、
ど
ん
な
事
も
至
極
の
と
こ
ろ
ま
で
や
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「
憤
を
発
し
て
食

を
忘
れ
、
楽
し
ん
で
憂
ひ
を
忘
る
」
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
日
々
勤
め
励
ん
で
い
て
、

自
身
の
年
老
い
て
衰
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
学
ぶ
こ
と
を
成
就
す
る
ま
で
の
寿
命
年

数
が
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
ひ
た
す
ら
篤
く
そ
の
学
ぶ
こ
と
に
熱
心
で
あ

っ
た
。
）
楚
国
の
大
夫
（
つ
ま
り
葉
縣
の
尹
）
の
葉
公
が
孔
子
の
こ
と
に
つ
い
て

子
路
に
尋
ね
た
が
、
子
路
は
答
え
な
か
っ
た
。
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
お
前
は
ど

う
し
て
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
人
柄
は
、
（
学
ぶ
こ
と
が
好
き
で
、
）
極
め
て

深
く
感
動
す
れ
ば
食
事
を
忘
れ
、
至
極
に
楽
し
ま
れ
ば
憂
い
を
忘
れ
、
老
い
が
近

づ
い
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
付
か
な
か
っ
た
、
こ
れ
ほ
ど
だ
。
」

（
「
問
、
橫
渠
「
仲
尼
憤
一
發
而
至
於
聖
」
之
說
。
曰
、
聖
人
緊
要
處
、
自
生
知
了
。

其
積
學
者
、
却
只
是
零
碎
事
、
如
制
度
文
為
之
類
、
其
本
領
不
在
是
。
若
張
子
之

說
、
是
聖
人
全
靠
學
也
。
大
抵
如
所
謂
「
我
非
生
而
知
之
、
好
古
敏
以
求
之
」
、

皆
是
移
向
下
一
等
說
以
教
人
。
亦
是
聖
人
看
得
地
步
廣
闊
、
自
視
猶
有
未
十
全
滿

足
處
、
所
以
其
言
如
此
。
非
全
無
事
實
、
而
但
為
此
詞
也
。
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、

張
載
（
一
〇
二
〇
〜
一
〇
七
七
、
字
は
子
厚
、
橫
渠
先
生
と
称
さ
れ
た
）
に
よ
れ
ば
、

孔
子
は
全
く
学
ぶ
こ
と
を
励
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
に
な
っ
た
、
と
朱
子
が
言

い
、
こ
の
張
載
の
説
に
対
し
て
、
朱
子
は
、
孔
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
（
「
義
理
」
（
つ

ま
り
「
理
」
）
）
を
知
ら
れ
て
い
る
お
方
（
「
生
而
知
之
」
）
で
あ
り
、
そ
の
学
ん
だ

の
は
た
だ
ば
ら
ば
ら
な
小
さ
い
事
だ
け
、
例
え
ば
制
度
や
礼
楽
な
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
次
章
（
第
十
九
章
）
。
）

集
注
：

「
葉
」
は
、
「
舒
」
「
涉
」
の
反
。
「
葉
公
、
楚
の
葉
縣
の
尹
の
沈
諸
梁
、
字
は
子
高
、
僭
し

て
公
と
称
す
る
な
り
。
」（
『
論
語
注
疏
』
何
晏
注
「
孔
曰
、
葉
公
名
諸
梁
、
楚
大
夫
、
食
菜
於
葉
、

僭
稱
公
。
」
邢
昺
疏
「
正
義
曰
、
云
「
葉
公
名
諸
梁
、
楚
大
夫
、
食
菜
於
葉
、
僭
稱
公
」
者
、

據
左
傳
世
本
文
也
。
名
諸
梁
、
字
子
高
、
為
葉
縣
尹
。
楚
子
僭
稱
王
、
故
縣
尹
皆
僭
稱
公
也
。
」『
春

秋
左
氏
伝
』
定
公
五
年
伝
「
葉
公
諸
梁
之
弟
后
臧
、
從
其
母
於
呉
、
不
待
而
歸
。
」
杜
預
注
「
諸

梁
司
馬
沈
尹
戍
之
子
、
葉
公
、
子
髙
也
」
、
つ
ま
り
、
「
葉
公
」
は
、
楚
国
の
葉
縣
の
尹
の
沈

諸
梁
で
、
字
は
子
高
。
楚
の
国
君
は
子
爵
な
の
に
、
僭
越
し
て
「
王
」
と
称
し
た
。
そ
れ
故
に
、

縣
の
尹
も
皆
僭
越
し
て
「
公
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
葉
縣
の
尹
が
「
葉
公
」
と
呼
ば
れ

た
の
で
あ
る
。
）
葉
公
は
孔
子
の
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
、
き
っ
と
聞
い
て
は
い
け
な
い
こ

と
を
聞
い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
子
路
は
答
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
聖

人
の
徳
は
、
「
実
に
未
だ
名
言
し
易
か
ら
ざ
る
者
有
る
を
以
て
な
る
か
。
」
（
「
「
名
言
茲
在
茲
、

允
出
茲
在
茲
」
、
語
默
皆
在
此
人
。
名
言
、
則
名
言
之
。
允
出
、
則
誠
實
之
所
發
見
者
也
。
」
『
尚

書
正
義
』
大
舜
謨
「
名
言
茲
在
茲
、
允
出
茲
在
茲
、
惟
帝
念
功
。
」
孔
安
国
伝
「
名
言
此
事
、

必
在
此
義
。
信
出
此
心
、
亦
在
此
義
。
言
皋
陶
之
德
以
義
為
主
、
所
宜
念
之
。
」
孔
頴
達
疏

「
「
名
言
」
謂
己
發
於
口
、
「
信
出
」
謂
始
發
於
心
、
皆
據
欲
舉
皋
陶
、
必
先
念
慮
於
心
、
而

後
宣
之
於
口
。
先
言
「
名
言
」
者
、
己
對
帝
讓
皋
陶
、
即
是
名
言
之
事
、
故
先
言
其
意
。
然

後
本
其
心
、
故
後
言
「
信
出
」
。
「
以
義
為
主
」
者
、
言
己
讓
皋
陶
、
事
非
虛
妄
、
以
義
為
尚
」
、

つ
ま
り
、
実
に
口
で
述
べ
や
す
く
な
い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
。「
名

言
」
は
口
で
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
）

「
未
だ
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
憤
を
発
し
て
食
を
忘
れ
、
已
に
得
れ
ば
、
則
ち
之
を
楽
し
ん
で

憂
へ
を
忘
る
。
」
（
「
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
、
不
知
老
之
將
至
云
爾
。
」
聖
人
不
是
有
所
因

69



『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（23）

為
甚
事
了
如
此
、
只
是
意
思
有
所
憤
發
、
便
至
於
忘
食
。
樂
、
便
至
於
忘
憂
、
至
於
不
知
老

之
將
至
。
聖
人
不
肯
半
上
落
下
、
直
是
做
到
底
。
雖
是
聖
人
若
自
貶
下
之
辭
、
其
實
超
詣
、

却
非
聖
人
做
不
得
。
憤
、
是
感
之
極
深
。
樂
、
是
樂
之
極
至
。
聖
人
不
是
胡
亂
說
、
是
他
真

箇
有
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
處
。
次
日
再
問
。
曰
、
如
今
不
必
說
是
為
甚
發
憤
、
或
是

有
所
感
、
只
理
會
他
忘
食
忘
憂
。
發
憤
便
至
於
忘
食
、
樂
便
至
於
忘
憂
、
便
與
聞
韶
不
知
肉

味
之
意
相
似
。
」
「
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
、
不
知
老
之
將
至
云
爾
。
」
泛
說
若
是
謙
辭
。
然

聖
人
之
為
人
、
自
有
不
可
及
處
、
直
要
做
到
底
、
不
做
箇
半
間
不
界
底
人
。
非
是
有
所
因
、

真
箇
或
有
所
感
、
發
憤
而
至
於
忘
食
、
所
樂
之
至
而
忘
憂
。
蓋
有
不
知
其
然
、
而
不
自
知
其

老
之
將
至
也
。
又
如
「
好
古
敏
以
求
之
」
、
自
是
謙
辭
。
「
學
不
厭
、
教
不
倦
」
、
亦
是
謙
辭
。

當
時
如
公
西
華
子
貢
自
能
窺
測
聖
人
不
可
及
處
。
蓋
聖
人
處
己
之
謙
若
平
易
、
而
其
所
以
不

可
及
者
亦
在
其
中
矣
。
觀
聖
人
若
甚
慢
、
只
是
你
趕
他
不
上
。
」
「
問
、
「
發
憤
忘
食
」
、
未
知

聖
人
發
憤
是
如
何
。
曰
、
要
知
他
發
憤
也
不
得
。
只
是
聖
人
做
事
超
越
衆
人
、
便
做
到
極
處
、

發
憤
便
忘
食
、
樂
便
忘
憂
。
若
他
人
、
發
憤
未
必
能
忘
食
、
樂
處
未
必
能
忘
憂
。
聖
人
直
是

脫
洒
、
私
欲
自
是
惹
不
著
。
這
兩
句
雖
無
甚
利
害
、
細
看
來
、
見
得
聖
人
超
出
乎
萬
物
之
表
。
」

「
因
說
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
、
曰
、
觀
天
地
之
運
、
晝
夜
寒
暑
、
無
須
臾
停
。
聖
人
為
學
、

亦
是
從
生
至
死
、
只
是
如
此
、
無
止
法
也
」
、
つ
ま
り
、
ま
だ
得
な
け
れ
ば
、「
憤
を
発
し
て
」

（
「
憤
、
是
感
之
極
深
。
」
「
便
與
聞
韶
不
知
肉
味
之
意
相
似
。
」
「
蓋
夫
子
知
韶
之
美
、
一
聞
之
、

則
感
之
至
深
、
學
之
三
月
、
故
至
於
不
知
肉
味
」
、
つ
ま
り
、
極
め
て
深
く
感
動
し
て
）
食

事
を
忘
れ
、
既
に
得
れ
ば
、
「
楽
」
（
「
樂
、
是
樂
之
極
至
」
、
つ
ま
り
、
至
極
に
楽
し
ん
で
）

憂
い
を
忘
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
感
動
す
る
こ
と
、
楽
し
む
こ
と
、
具
体
的
に
ど
ん
な

事
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
は
、
こ
こ
で
は
、
明
確
に
知
ら
れ
な
い
が
、
「
韶
を
聞
き
て
肉
の

味
を
知
ら
ず
」
の
意
味
と
相
似
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
行
い
は
、
普
通
の
衆
人
を
超

越
し
て
い
て
、
極
め
る
と
こ
ろ
ま
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
深
く
感
動
さ
れ
れ
ば

食
事
を
忘
れ
、
至
極
に
楽
し
ま
れ
ば
憂
い
を
忘
れ
る
の
で
あ
り
、
私
欲
が
当
然
引
き
寄
せ
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
）
「
是
の
二
者
を
以
て
俛
焉
と
し
て
日
々
孳
孳
た
る
有
り
て
、
年
数

の
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
、
但
だ
自
ら
其
の
学
び
を
好
む
の
篤
き
を
言
ふ
の
み
。
」
（
「
為
學
要

剛
毅
果
決
、
悠
悠
不
濟
事
。
且
如
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
、
是
甚
麼
樣
精
神
。
甚
麼
樣

骨
力
。
」
『
礼
記
注
疏
』
表
記
「
子
曰
、
詩
之
好
仁
如
此
。
鄉
道
而
行
、
中
道
而
廢
、
忘
身
之

老
也
、
不
知
年
數
之
不
足
、
俛
焉
日
有
孳
孳
、
斃
而
後
已
。
」
鄭
玄
注
「
廢
、
喻
力
極
罷
頓

不
能
復
行
則
止
也
。
俛
焉
、
勤
勞
之
貌
。
斃
、
僕
也
。
」
孔
頴
達
疏
「
「
忘
身
之
老
也
、
不
知

年
數
之
不
足
也
」
、
言
行
仁
勤
急
、
忘
己
身
之
衰
老
、
不
自
覺
知
年
數
之
不
足
、
言
己
雖
年
老
、

謂
為
數
淺
少
、
不
復
盈
足
、
猶
行
仁
不
止
。
「
俛
焉
日
有
孳
孳
、
斃
而
後
已
」
者
、
言
形
貌

俛
俛
焉
、
勤
勞
行
仁
、
每
日
恒
有
孳
孳
、
唯
力
之
斃
僕
而
後
已
止
、
言
行
仁
之
道
深
也
。
」
『
孟

子
集
注
』
尽
心
上
「
孟
子
曰
、
雞
鳴
而
起
、
孳
孳
為
善
者
、
舜
之
徒
也
。
」
朱
子
注
「
孳
孳
、

勤
勉
之
意
。
言
雖
未
至
於
聖
人
、
亦
是
聖
人
之
徒
也
」
、
つ
ま
り
、
こ
の
「
二
者
」（
つ
ま
り
、「
憤

を
発
し
て
食
を
忘
れ
、
楽
し
ん
で
憂
ひ
を
忘
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
）
を
毎
日
勤
め
励
ん
で

い
て
、
自
身
の
年
老
い
て
衰
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
学
ぶ
こ
と
を
成
就
す
る
ま
で
の
寿
命
年
数

が
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
た
だ
自
身
の
篤
く
そ
の
学
ぶ
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
た
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
俛
焉
」
と
は
、「
勤
労
」
（
「
問
、
蘇
說
「
勞
」

字
未
甚
明
。
曰
、
先
、
是
率
他
。
勞
、
是
為
他
勤
勞
。
」
『
論
語
集
注
』
子
路
「
子
路
問
政
。

子
曰
、
先
之
、
勞
之
。
」
朱
子
注
「
勞
、
如
字
。
蘇
氏
曰
、
凡
民
之
行
、
以
身
先
之
、
則
不

令
而
行
。
凡
民
之
事
、
以
身
勞
之
、
則
雖
勤
不
怨
」
、
つ
ま
り
、
勤
め
る
こ
と
）
の
様
子
で

あ
り
、「
孳
孳
」
は
、「
勤
め
励
む
」
の
意
味
で
あ
る
。
）
し
か
し
深
く
こ
の
語
を
吟
味
す
れ
ば
、「
則

ち
其
の
全
体
至
極
に
し
て
、
純
に
し
て
亦
た
已
ま
ざ
る
の
妙
、
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
及
ぶ
こ
と
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（25）

が
定
着
し
て
い
た
。
孔
子
は
聖
人
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
当
然
「
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
之
を
知
る
」
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
代
で
は
、
「
気
質
」

論
が
提
唱
さ
れ
て
、
清
く
明
ら
か
な
（
つ
ま
り
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」
も
な
い

透
き
通
っ
た
透
明
体
の
）
「
気
」
を
受
け
た
人
が
聖
人
で
あ
り
、
天
か
ら
賦
与
さ

れ
た
「
理
」
（
つ
ま
り
仁
義
礼
智
）
が
「
渣
滓
」
（
つ
ま
り
、
恣
意
・
憶
測
）
に
邪

魔
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
礼
楽
名
物
」

「
古
今
事
変
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
確
か
さ
を
検
証
す
る
為
に
、
学

ぶ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
之
を
知
る
者
は
、
気
質
清
明
、
義
理
昭
著
に
し
て
、
学
ぶ
を
待
た
ず
し
て
知
る
な
り
。
」
（
「
聖

人
之
生
、
其
稟
受
渾
然
、
氣
質
清
明
純
粹
、
全
是
此
理
、
更
不
待
修
為
、
而
自
然
與
天
為
一
。
」「
或

問
、
聖
賢
教
人
、
如
「
克
己
復
禮
」
等
語
、
多
只
是
教
人
克
去
私
欲
、
不
見
有
教
人
變
化
氣

質
處
、
如
何
。
曰
、「
寬
而
栗
、
柔
而
立
、
剛
而
無
虐
」
、
這
便
是
教
人
變
化
氣
質
處
。
又
曰
、

有
人
生
下
來
便
自
少
物
欲
者
、
看
來
私
欲
是
氣
質
中
一
事
。
」
「
或
問
、
東
萊
謂
變
化
氣
質
、

方
可
言
學
。
曰
、
此
意
甚
善
。
但
如
鄙
意
、
則
以
為
學
乃
能
變
化
氣
質
耳
。
若
不
讀
書
窮
理
、

主
敬
存
心
、
而
徒
切
切
計
較
於
昨
非
今
是
之
間
、
恐
亦
勞
而
無
補
也
。
」
「
「
克
己
復
禮
」
、
到

得
人
欲
盡
、
天
理
明
、
無
些
渣
滓
、
一
齊
透
徹
、
日
用
之
間
、
都
是
這
道
理
。
」
「
聖
人
之
心

更
無
些
。
子
渣
滓
。
」
「
渣
滓
是
私
意
人
欲
。
天
地
同
體
處
、
如
義
理
之
精
英
。
渣
滓
是
私
意

人
欲
之
未
消
者
。
人
與
天
地
本
一
體
、
只
緣
渣
滓
未
去
、
所
以
有
間
隔
。
若
無
渣
滓
、
便
與

天
地
同
體
。
「
克
己
復
禮
為
仁
」
、
己
是
渣
滓
、
復
禮
便
是
天
地
同
體
處
」
、
つ
ま
り
、
生
ま

れ
な
が
ら
知
っ
て
い
る
人
は
、
稟
受
し
た
「
気
質
」
が
清
く
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
学
ぶ
こ
と

を
し
な
く
て
も
「
義
理
」
（
つ
ま
り
「
理
」
「
道
理
」
）
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
常

人
の
場
合
、
稟
受
し
た
「
気
」
に
「
渣
滓
」
が
付
着
し
て
い
て
、
そ
の
「
気
質
」
は
清
く
明

ら
か
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
、
学
ぶ
こ
と
（
つ
ま
り
「
読
書
窮
理
、
主
敬
存
心
」
）
を

為
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
気
質
」
を
清
く
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
気

質
」
を
清
く
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
「
渣
滓
」「
人
欲
」「
私
意
」（
つ
ま
り
恣
意
・

憶
測
）
を
取
り
除
く
こ
と
）
は
即
ち
、
「
変
化
気
質
」
で
あ
る
。
）
「
敏
」
は
、
「
速
や
か
」
で

あ
り
、
「
汲
汲
」
（
「
鄭
昭
先
景
紹
請
教
。
曰
、
今
人
却
是
倒
置
。
古
人
學
而
後
仕
、
今
人
却

反
仕
而
後
學
。
其
未
仕
也
、
非
不
讀
書
、
但
心
有
所
溺
、
聖
賢
意
思
都
不
能
見
。
科
舉
也
是

奪
志
。
今
既
免
此
、
亦
須
汲
汲
於
學
。
為
學
之
道
、
聖
經
賢
傳
所
以
告
人
者
、
已
竭
盡
而
無
餘
、

不
過
欲
人
存
此
一
心
、
使
自
家
身
有
主
宰
。
今
人
馳
騖
紛
擾
、
一
箇
心
都
不
在
軀
殼
裏
。
」
『
礼

記
集
説
』
問
喪
「
其
往
送
也
、
望
望
然
、
汲
汲
然
如
有
追
而
弗
及
也
。
」
衛
湜
集
説
「
孔
氏
曰
、
…
。

汲
汲
、
促
急
之
情
」
、
つ
ま
り
、「
急
ぐ
」
の
心
情
）
を
言
う
の
で
あ
る
。
尹
氏
（
前
出
）
が
言
っ

た
。
「
孔
子
は
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
」
の
聖
人
な
の
に
、
よ
く
「
学
を
好
む
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、
た
だ
人
を
励
ま
す
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
「
蓋
し
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
知
る
可
き
者
は
義
理
の
み
、
夫
の
礼
楽
名
物
、
古
今
事
変
の
若
き
は
、
亦
た
必
ず

学
ぶ
を
待
ち
て
後
に
以
て
其
の
実
を
驗
す
る
こ
と
有
る
な
り
。
」
（
「
問
、「
我
非
生
而
知
之
者
、

好
古
敏
以
求
之
者
。
」
聖
人
之
敏
求
、
固
止
於
禮
樂
名
數
。
然
其
義
理
之
精
熟
、
亦
敏
求
之
乎
。

曰
、
不
然
。
聖
人
於
義
理
、
合
下
便
恁
地
。
「
固
天
縱
之
將
聖
、
又
多
能
也
。
」
敏
求
、
則
多

能
之
事
耳
。
其
義
理
完
具
、
禮
樂
等
事
、
便
不
學
、
也
自
有
一
副
當
、
但
力
可
及
、
故
亦
學

之
。
若
孟
子
於
此
等
、
也
有
學
得
底
、
然
亦
自
有
一
副
當
、
但
不
似
聖
人
學
來
尤
密
耳
。
仲

思
問
、
何
以
言
之
。
曰
、
如
班
爵
祿
、
井
田
、
喪
禮
之
類
、
只
是
說
得
大
概
。
然
亦
是
去
古
遠
、
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能
は
ざ
る
者
有
る
を
見
る
。
」
（
「
問
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
。
曰
、
聖
人
全
體
極
至
、
沒

那
不
間
不
界
底
事
。
發
憤
便
忘
食
、
樂
便
忘
憂
、
直
恁
地
極
至
。
大
概
聖
人
做
事
、
如
所
謂

「
一
棒
一
條
痕
、
一
摑
一
掌
血
」
、
直
是
恁
地
。
」
「
叔
器
問
、
「
發
憤
忘
食
、
樂
以
忘
憂
」
、
何

以
便
見
「
全
體
至
極
、
有
非
聖
人
不
能
及
者
」
。
曰
、
這
樣
處
也
難
說
、
可
以
意
曉
。
但
是

見
得
聖
人
事
事
透
徹
、
事
事
做
到
那
極
致
處
。
」
『
中
庸
章
句
』
「
蓋
曰
文
王
之
所
以
為
文
也
、

純
亦
不
已
。
」
朱
子
注
「
純
、
純
一
不
雜
也
。
引
此
以
明
至
誠
無
息
之
意
。
程
子
曰
、
天
道

不
已
、
文
王
で
、
亦
不
已
。
純
則
無
二
無
雜
、
不
已
則
無
間
斷
先
後
」
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
全

体
至
極
」
（
つ
ま
り
、
ど
ん
な
事
で
も
透
徹
で
あ
り
、
ど
ん
な
事
も
至
極
の
と
こ
ろ
ま
で
や

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
）
で
あ
っ
て
、
（
「
天
道
」
に
）
純
一
（
つ
ま
り
聖
人
の
胸
中
は
す
べ

て
が
「
理
」
）
で
（
「
天
道
」
は
已
ま
な
い
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
聖
人
も
）
ま
た
已
ま
な
い

（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
日
々
勤
め
励
み
続
け
て
已
ま
な
い
こ
と
）
、
こ
の
妙
な
る
と
こ
ろ
は
、

聖
人
で
な
け
れ
ば
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
を
知
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）「
蓋

し
凡
そ
夫
子
の
自
ら
言
ふ
は
類
ね
此
く
の
如
し
。
」
（
「
「
發
憤
忘
食
」
章
、
東
坡
云
、
實
言
則

不
讓
、
貶
言
則
非
實
、
故
常
略
言
之
、
而
天
下
之
美
莫
能
加
焉
。
此
說
非
不
好
、
但
如
此
、

則
是
聖
人
已
先
計
較
、
方
為
此
說
、
似
非
聖
人
之
意
。
聖
人
言
語
雖
是
平
易
、
高
深
之
理
即

便
在
這
裏
。
學
者
就
中
庸
處
看
、
便
見
得
高
明
處
」
、
つ
ま
り
、
思
う
に
、
だ
い
た
い
孔
子

の
自
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
概
ね
こ
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
聖
人
の
言
葉
は
平
易

で
あ
る
が
、
レ
ベ
ル
の
高
く
奥
の
深
い
道
理
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
「
学

者
宜
し
く
思
ひ
を
致
す
べ
し
。
」
（
『
大
学
章
句
』
「
致
知
在
格
物
。
」
朱
子
注
「
致
、
推
極
也
。

知
、
猶
識
也
。
推
極
吾
之
知
識
、
欲
其
所
知
無
不
盡
也
。
」
『
孟
子
集
注
』
告
子
上
「
心
之
官

則
思
、
思
則
得
之
、
不
思
則
不
得
也
。
」
朱
子
注
「
心
則
能
思
、
而
以
思
為
職
。
凡
事
物
之
來
、

心
得
其
職
、
則
得
其
理
、
而
物
不
能
蔽
。
失
其
職
、
則
不
得
其
理
、
而
物
來
蔽
之
」
、
つ
ま
り
、

学
ぶ
者
は
、
心
の
働
き
と
し
て
の
思
慮
を
極
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
）

葉
、
舒
涉
反
。
○
葉
公
、
楚
葉
縣
尹
沈
諸
梁
、
字
子
高
、
僭
稱
公
也
。
葉
公
不
知
孔
子
、

必
有
非
所
問
而
問
者
、
故
子
路
不
對
。
抑
亦
以
聖
人
之
德
、
實
有
未
易
名
言
者
與
。

未
得
、
則
發
憤
而
忘
食
。
已
得
、
則
樂
之
而
忘
憂
。
以
是
二
者
俛
焉
日
有
孳
孳
、
而
不
知

年
數
之
不
足
、
但
自
言
其
好
學
之
篤
耳
。
然
深
味
之
、
則
見
其
全
體
至
極
、
純
亦
不
已
之
妙
、

有
非
聖
人
不
能
及
者
。
蓋
凡
夫
子
之
自
言
類
如
此
、
學
者
宜
致
思
焉
。

第
十
九
章

子
曰
、
我
非
生
而
知
之
者
、
好
古
、
敏
以
求
之
者
也
。

（
「
好
古
」
は
、
『
論
語
集
注
』
述
而
「
子
曰
、
述
而
不
作
、
信
而
好
古
、
竊
比
於

我
老
彭
。
」
朱
子
注
「
蓋
信
古
而
傳
述
者
也
。
」
『
論
語
注
疏
』
述
而
「
竊
比
於
我

老
彭
。
」
何
晏
注
「
包
曰
、
老
彭
、
殷
賢
大
夫
、
好
述
古
事
。
我
若
老
彭
、
但
述
之
耳
。
」

邢
昺
疏
「
作
者
之
謂
聖
、
述
者
之
謂
明
。
老
彭
、
殷
賢
大
夫
也
。
老
彭
於
時
、
但

述
修
先
王
之
道
而
不
自
制
作
、
篤
信
而
好
古
事
。
孔
子
言
、
今
我
亦
爾
、
故
云
比

老
彭
。
猶
不
敢
顕
言
、
故
云
竊
。
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、
古
代
の
事
を
述
べ
る
の

が
好
き
で
あ
る
。
）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。
「
私
は
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
者
で
は
な
い
。

古
代
の
事
を
述
べ
る
の
が
好
き
で
、
急
ぐ
心
情
で
そ
れ
（
つ
ま
り
古
代
の
事
に
つ

い
て
の
知
識
）
を
求
め
て
い
る
者
だ
。
」

（
『
中
庸
』
に
「
或
生
而
知
之
、
或
學
而
知
之
、
或
困
而
知
之
、
及
其
知
之
一
也
。
」

と
あ
り
、
儒
学
で
は
、
「
聖
人
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
」
と
い
う
認
識
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『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
述
而
第
七 

中
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

　
　孫

　路
易

（25）

が
定
着
し
て
い
た
。
孔
子
は
聖
人
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
当
然
「
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
之
を
知
る
」
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
代
で
は
、
「
気
質
」

論
が
提
唱
さ
れ
て
、
清
く
明
ら
か
な
（
つ
ま
り
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」
も
な
い

透
き
通
っ
た
透
明
体
の
）
「
気
」
を
受
け
た
人
が
聖
人
で
あ
り
、
天
か
ら
賦
与
さ

れ
た
「
理
」
（
つ
ま
り
仁
義
礼
智
）
が
「
渣
滓
」
（
つ
ま
り
、
恣
意
・
憶
測
）
に
邪

魔
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
礼
楽
名
物
」

「
古
今
事
変
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
確
か
さ
を
検
証
す
る
為
に
、
学

ぶ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
）

集
注
：

「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）
で
あ
る
。
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
之
を
知
る
者
は
、
気
質
清
明
、
義
理
昭
著
に
し
て
、
学
ぶ
を
待
た
ず
し
て
知
る
な
り
。
」
（
「
聖

人
之
生
、
其
稟
受
渾
然
、
氣
質
清
明
純
粹
、
全
是
此
理
、
更
不
待
修
為
、
而
自
然
與
天
為
一
。
」「
或

問
、
聖
賢
教
人
、
如
「
克
己
復
禮
」
等
語
、
多
只
是
教
人
克
去
私
欲
、
不
見
有
教
人
變
化
氣

質
處
、
如
何
。
曰
、「
寬
而
栗
、
柔
而
立
、
剛
而
無
虐
」
、
這
便
是
教
人
變
化
氣
質
處
。
又
曰
、

有
人
生
下
來
便
自
少
物
欲
者
、
看
來
私
欲
是
氣
質
中
一
事
。
」
「
或
問
、
東
萊
謂
變
化
氣
質
、

方
可
言
學
。
曰
、
此
意
甚
善
。
但
如
鄙
意
、
則
以
為
學
乃
能
變
化
氣
質
耳
。
若
不
讀
書
窮
理
、

主
敬
存
心
、
而
徒
切
切
計
較
於
昨
非
今
是
之
間
、
恐
亦
勞
而
無
補
也
。
」
「
「
克
己
復
禮
」
、
到

得
人
欲
盡
、
天
理
明
、
無
些
渣
滓
、
一
齊
透
徹
、
日
用
之
間
、
都
是
這
道
理
。
」
「
聖
人
之
心

更
無
些
。
子
渣
滓
。
」
「
渣
滓
是
私
意
人
欲
。
天
地
同
體
處
、
如
義
理
之
精
英
。
渣
滓
是
私
意

人
欲
之
未
消
者
。
人
與
天
地
本
一
體
、
只
緣
渣
滓
未
去
、
所
以
有
間
隔
。
若
無
渣
滓
、
便
與

天
地
同
體
。
「
克
己
復
禮
為
仁
」
、
己
是
渣
滓
、
復
禮
便
是
天
地
同
體
處
」
、
つ
ま
り
、
生
ま

れ
な
が
ら
知
っ
て
い
る
人
は
、
稟
受
し
た
「
気
質
」
が
清
く
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
学
ぶ
こ
と

を
し
な
く
て
も
「
義
理
」
（
つ
ま
り
「
理
」
「
道
理
」
）
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
常

人
の
場
合
、
稟
受
し
た
「
気
」
に
「
渣
滓
」
が
付
着
し
て
い
て
、
そ
の
「
気
質
」
は
清
く
明

ら
か
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
、
学
ぶ
こ
と
（
つ
ま
り
「
読
書
窮
理
、
主
敬
存
心
」
）
を

為
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
気
質
」
を
清
く
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
気

質
」
を
清
く
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
「
渣
滓
」「
人
欲
」「
私
意
」（
つ
ま
り
恣
意
・

憶
測
）
を
取
り
除
く
こ
と
）
は
即
ち
、
「
変
化
気
質
」
で
あ
る
。
）
「
敏
」
は
、
「
速
や
か
」
で

あ
り
、
「
汲
汲
」
（
「
鄭
昭
先
景
紹
請
教
。
曰
、
今
人
却
是
倒
置
。
古
人
學
而
後
仕
、
今
人
却

反
仕
而
後
學
。
其
未
仕
也
、
非
不
讀
書
、
但
心
有
所
溺
、
聖
賢
意
思
都
不
能
見
。
科
舉
也
是

奪
志
。
今
既
免
此
、
亦
須
汲
汲
於
學
。
為
學
之
道
、
聖
經
賢
傳
所
以
告
人
者
、
已
竭
盡
而
無
餘
、

不
過
欲
人
存
此
一
心
、
使
自
家
身
有
主
宰
。
今
人
馳
騖
紛
擾
、
一
箇
心
都
不
在
軀
殼
裏
。
」
『
礼

記
集
説
』
問
喪
「
其
往
送
也
、
望
望
然
、
汲
汲
然
如
有
追
而
弗
及
也
。
」
衛
湜
集
説
「
孔
氏
曰
、
…
。

汲
汲
、
促
急
之
情
」
、
つ
ま
り
、「
急
ぐ
」
の
心
情
）
を
言
う
の
で
あ
る
。
尹
氏
（
前
出
）
が
言
っ

た
。
「
孔
子
は
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
」
の
聖
人
な
の
に
、
よ
く
「
学
を
好
む
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、
た
だ
人
を
励
ま
す
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
「
蓋
し
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
知
る
可
き
者
は
義
理
の
み
、
夫
の
礼
楽
名
物
、
古
今
事
変
の
若
き
は
、
亦
た
必
ず

学
ぶ
を
待
ち
て
後
に
以
て
其
の
実
を
驗
す
る
こ
と
有
る
な
り
。
」
（
「
問
、「
我
非
生
而
知
之
者
、

好
古
敏
以
求
之
者
。
」
聖
人
之
敏
求
、
固
止
於
禮
樂
名
數
。
然
其
義
理
之
精
熟
、
亦
敏
求
之
乎
。

曰
、
不
然
。
聖
人
於
義
理
、
合
下
便
恁
地
。
「
固
天
縱
之
將
聖
、
又
多
能
也
。
」
敏
求
、
則
多

能
之
事
耳
。
其
義
理
完
具
、
禮
樂
等
事
、
便
不
學
、
也
自
有
一
副
當
、
但
力
可
及
、
故
亦
學

之
。
若
孟
子
於
此
等
、
也
有
學
得
底
、
然
亦
自
有
一
副
當
、
但
不
似
聖
人
學
來
尤
密
耳
。
仲

思
問
、
何
以
言
之
。
曰
、
如
班
爵
祿
、
井
田
、
喪
禮
之
類
、
只
是
說
得
大
概
。
然
亦
是
去
古
遠
、
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無
可
考
處
。
但
他
大
綱
正
、
制
度
雖
有
不
備
處
、
亦
不
妨
。
」
「
「
好
古
敏
以
求
之
」
、
聖
人
是

生
知
而
學
者
。
然
其
所
謂
學
、
豈
若
常
人
之
學
也
。
「
聞
一
知
十
」
、
不
足
以
盡
之
」
、
つ
ま

り
、
思
う
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
と
い
う
の
は
、「
義
理
」
（
つ
ま
り
「
理
」
）
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
「
礼
楽
名
物
」
（
「
礼
楽
名
数
。
」
「
如
班
爵
祿
、
井
田
、
喪
礼
之
類
」
「
制
度
雖
有
不
備
處
、

亦
不
妨
」
、
つ
ま
り
、
礼
、
楽
、
様
々
な
事
物
の
名
称
と
性
質
、
各
種
の
政
令
と
制
度
）
、「
古

今
事
変
」
（
「
又
人
須
是
經
歷
天
下
許
多
事
變
、
讀
易
方
知
各
有
一
理
、
精
審
端
正
。
」
「
大
而

天
地
事
物
之
理
、
以
至
古
今
治
亂
興
亡
事
變
、
聖
賢
之
典
策
、
一
事
一
物
之
理
、
皆
曉
得
所

以
然
、
謂
之
道
」
、
つ
ま
り
、
古
代
か
ら
当
時
ま
で
の
、
社
会
の
治
乱
と
国
の
興
亡
）
の
よ

う
な
こ
と
は
、
ま
た
必
ず
学
ぶ
こ
と
を
し
て
そ
れ
か
ら
そ
の
確
か
さ
を
検
証
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
こ
と
。
清
く
明
ら
か
な
（
つ
ま
り
ほ
ん
の
少
し
の
「
渣
滓
」
も
な
い
透
き
通
っ

た
透
明
体
の
）
「
気
」
を
稟
受
し
た
人
が
聖
人
で
あ
り
、
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
理
」
（
つ
ま

り
仁
義
礼
智
）
が
「
渣
滓
」
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
そ
の
ま
ま
言
動
に
現
れ
る
の
で
あ

る
が
、
「
礼
楽
名
物
」
「
古
今
事
変
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
確
か
さ
を
検
証
す
る

為
に
、
学
ぶ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
）

好
、
去
聲
。
○
生
而
知
之
者
、
氣
質
清
明
、
義
理
昭
著
、
不
待
學
而
知
也
。
敏
、
速
也
、

謂
汲
汲
也
。
○
尹
氏
曰
、
孔
子
以
生
知
之
聖
、
每
云
好
學
者
、
非
惟
勉
人
也
、
蓋
生
而
可
知

者
義
理
爾
、
若
夫
禮
樂
名
物
、
古
今
事
變
、
亦
必
待
學
而
後
有
以
驗
其
實
也
。
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